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１．基本的な事項 

(1)小豆島町の概況 

ア 自然的・歴史 

的・社会的・ 

経済的諸条 

件の概要 

①  沿   革 

本町は香川県北端の小豆島東南部に位置し、面積 95.59 平方キロメ

ートル、人口約 1 万 4 千人の、海と山の美しい自然に恵まれた町であ

る。 

古代から中世の中頃まで、草加部郷（福田地区は小海郷）及び池田

郷と称し、皇室御領として伝領されていた。 

南北朝争乱の頃、備前児島の佐々木信胤（ささきのぶたね）が、星ヶ

城によって南朝に呼応したが、細川氏に敗れ、その後細川氏、豊臣時

代を経て、徳川時代には主として倉敷代官所等に支配されてきた。 

明治維新の廃藩置県により倉敷県に属し、その後、明治 4 年香川県

（第 1 次）、同 6 年名東県（兵庫県の一部と徳島県）、同 8 年再び香川

県（第 2 次）に、同 9 年愛媛県に合併されるなど、所属が転々と変わ

り、同 21 年香川県（第 3 次）の所轄になり、明治 23 年町村制施行に

より、当時細分されていた村の分合を行い、西村、草壁、安田、苗羽、

坂手、福田、池田、二生、三都の 9 か村を設置した。 

その後、昭和 4 年 5 月 5 日に池田村は町制を施行し「池田町」とな

り、西村、草壁、安田、苗羽および坂手の 5 か町村は、人情、風俗、

文化、産業など、すべての面で共通したところが多いことから、住民

の総意に基づき、昭和 26 年 4 月 1 日、これを合併して「内海町」を置

き、昭和 29 年 10 月 1 日、町村合併促進法に基づき「池田町」、二生

村、三都村の 3 か町村の合併が実現し、さらに昭和 32 年 3 月 31 日、

福田村を内海町へ編入した。 

その後、平成の大合併と言われた市町村合併特例法に基づいて、平

成 18 年 3 月 21 日、内海町と池田町が合併して、｢小豆島町｣となり現

在に至っている。 
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●小豆島町の変遷 

町制施行以前 合 併 等 の 経 過 

 明 治 大 正 昭 和 平 成 

上村・下村・片城村 草壁村 

（M23.2.15 村制） 

草壁町 
（T6.1.1 町制） 

内海町 
（S26.4.1 合併） 

小豆島町 
（H18.3.21 合併） 

安田村・木庄村・橘村・

岩谷村・当浜村 

安田村 

（M23.2.15 村制） 

   

苗羽村・古江村・堀越村・

田浦村 

苗羽村 

（M23.2.15 村制） 

   

坂手村 坂手村 

（M23.2.15 村制） 

   

西村 西村 

（M23.2.15 村制） 

   

福田村・吉田村 福田村 

（M23.2.15 村制） 

 
 

（S32.3.31 合併） 

池田村・蒲生村・中山村 池田村 

（M23.2.15 村制） 

 池田町 
（S4.5.5 町制） 

 

二面村・室生村 二生村 

（M23.2.15 村制） 

   

吉野村・神浦村・蒲野村 三都村 

（M23.2.15 村制） 

 
 

（S29.10.1 合併） 

 

 

●小豆島町の位置 

高松市 

丸亀市 

坂出市 

善通寺市 

観音寺市 

三木町 

小豆島町 
土庄町 

直島町 

綾川町 

宇多津町 

まんのう町 

琴平町 

三豊市 

多度津町 

さぬき市 

東かがわ市 
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② 自然的条件 本町は、中央部に日本三大渓谷美の一つとして知られる名勝「寒霞

渓」を抱く一連の山々が東西に延び、約 80 キロメートルに及ぶ海岸線

は、半島が突出して多くの曲線を描いている。 

こうした、半島によって造形されている各港は、天然の良港で、そ

れぞれの港が海上交通の要路及び拠点となっている。 

地質は、山地の大部分が花崗岩質であり、平坦部は、砂質土壌で肥

よくである。 

気候は、平均気温 16 度前後、降水量 1,200 ミリメートル前後の温暖

寡雨な瀬戸内海式気候で、県花県木で平和のシンボルであるオリーブ

の栽培に適し、日本での「オリーブ発祥の地」として知られている。 

 

 

●月別降水量・平均気温 （令和５年）  

 
【香川県統計年鑑】 

 

◆気温・降水量 （令和５年）                       (気温：℃、降水量：㎜) 

【香川県統計年鑑】 
 

◆気温・降水量 （過去１０年間）                   (気温：℃、降水量：㎜) 

【香川県統計年鑑】 

 

0
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0.0

30.0
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90.0

120.0

150.0

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

気温：℃降水量：㎜

降水量 気温

区 分 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 計 

気 温 6.2 6.2 11.4 14.6 18.4 22.4 27.0 28.7 26.8 19.3 14.4 9.0 17.0 

降水量 24.5 33.0 74.0 104.5 166.0 140.5 102.0 305.0 30.0 18.0 68.0 24.5 1090.5 

区 分 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 元年 2 年 3 年 4 年 5 年 平均 

気 温 15.7 16.1 17.0 16.1 16.5 16.9 16.9 16.8 16.7 17.0 16.3 

降水量 1,300 1,358 1,344 1,255 1,356 845 1,046 1,068 705 705 1,137 
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③ 社会的・ 

経済的条件 

本町は、県都高松市から海路 20 数キロ、神戸、姫路とも定期航路で

結ばれ、古くから瀬戸内海の海上交通の要衝として栄えてきた。なか

でも京阪神とは、その経済圏域に属するなど、密接な関係がある。 

産業は、「電照菊」、「オリーブ」などの施設園芸及び果樹栽培が主体

の農業や「醤油」、「佃煮」、「素麺」などの食品工業、大坂城築城に使用

された歴史を有する石材業のほか、町内に数多くある資源を活かした

観光関連産業も発達している。 

しかし、島の宿命として、他地域とを結ぶ唯一の手段は海上交通だ

けである現状から、経済的に大きなハンディキャップを背負っており、

しかも、瀬戸大橋をはじめとする本州四国三橋や高速道路網の整備な

ど、周辺陸上交通の進展により生活圏は広域化し、さらに国の高速道

路にかかる政策等により、人々の行動圏はますます拡大を続けている。 

このように目まぐるしく変貌する状況の中で、海を隔てていること

のハンディキャップを克服し、地域資源等を活かした地域活力の向上

を目指し、持続可能な社会の形成が求められている。 

 

イ 過疎の状況 

①  人口等の 

動向 

本町の過疎現象は、昭和 20 年代後半から始まった。この時期、国内

は戦後の混乱から脱却し、高度成長期へと向かう経済の萌芽期に移行

しつつあり、30 年代からは、大都市における工業生産労働者不足を背

景として、都市部への人口の流出が続いた。さらに、経済の発展に伴

う所得の上昇や生活様式の都市化、物の豊かさへの追求が、若者を中

心とした労働力の流出に拍車をかけてきたといえる。 

昭和 40 年の国勢調査人口は 25,576 人であったが、昭和 40 年から

50 年までの人口減少数は、3,057 人、12.0%の減少率を示し、昭和 50 年

から 60 年は 1,086 人、4.8%の減少とようやく落ち着く気配を見せた

が、昭和 60 年から平成 7 年は 1,733 人、8.1%の減少、平成 7 年から平

成 17 年の 10 年間は 2,443 人、12.4%の減少、平成 17 年から平成 27 年

の 10 年間は 2,395 人、13.9%の減少と、再び減少傾向が強まっている。 

また、過疎地域の要件である昭和 50 年から平成 27 年の 40 年間の人

口減少率は、34%となっており、人口減少団体平均の 28%を上回ってい

る。 

このような過疎化の要因は、自然、生活、教育、経済とそれぞれの条

件が複雑に絡み合い、人それぞれの判断によってふるさとを離れるこ

とによるものであるが、昭和 40 年代以降は、高度経済成長期の都市部

への人口流出とあわせ、教育水準の向上傾向が強まり、高校、専門学

校、大学等の進学率が急増したこと、また、若者が町内に職場を求め 
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 ようとしても、それに応じられる多様な職場がなく、結果として若者

の定着を阻害させるようになったことが大きな要因として挙げられ

る。 

加えて、女性の社会進出の増加、未婚・晩婚化など、ライフスタイル

の変化から、出生率が低下したことも大きな要因と考えられる。 

 

②  これまでの 

過疎法に基 

づくものも 

含めた対策 

本町では、旧池田町が昭和 45 年に過疎地域対策緊急措置法に基づく

過疎地域に指定されている。一方、旧内海町は平成 4 年に過疎地域活

性化特別措置法に基づく過疎地域に指定されたが、平成 12 年の過疎地

域自立促進特別措置法の施行により、一度卒業し、平成 14 年に再び過

疎地域に指定され、その後の合併以降も過疎指定が続いている。 

これまで、人口減少に歯止めをかけるため、道路、港湾をはじめと

する生活インフラ整備や働く場を創出する観光インフラ整備、製造事

業等における町税の減免措置等、様々な対策を実施してきたが、過疎

の克服には至っていない状況である。 

 

③  現在の課題  本町の最大の課題は、急速に進む人口減少であり、少子高齢化時代

にあっても、持続可能な地域社会のあり方を模索していかなければな

らない。 

 人口減少によって、地域産業を支える労働者の確保が難しくなって

おり、さらには、事業者の継承問題にも直面している。人口の絶対数

が減少することによって、消費活動等も逓減し、行政、経済、金融、交

通、社会インフラ等のあり方の見直しに迫られている。 

 少子化は、地域の伝統行事の継承を困難にし、地域行事の減少等か

ら地域コミュニティの活力低下を招き、また、自治会をはじめとする

地域団体の担い手不足によって、コミュニティ活動の存続が難しくな

っている。 

 高齢化は、医療、介護等の社会保障費の増嵩を引き起こし、財政運

営において、安定的な財源の確保が大きな課題となっているが、健康

づくり・介護予防を推進し、健康寿命を延伸するとともに、地域社会

において元気に活躍する高齢者の増加に努めなければならない。 
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④  今後の見通 

し等 

 人口減少が加速する中で、減少を少しでも緩やかにし、持続可能な

地域社会を実現するため、令和７年３月に３期目となる「人口ビジョ

ン」と「総合戦略」を策定し、「次代に夢をつなぐ 持続可能なまちづく

り」の実現を目指す基本目標と基本戦略を定め、課題解決に向けた施

策を展開している。 

 「人口ビジョン」では、ここ数年の実績等を勘案し、毎年度１５０人

の移住を目指し、半数の７５人が定住する目標を立てており、４０年

後の２０６０年には、９千４百人程度（社人研推計約６千１百人）の

人口規模を目指している。 

 「総合戦略」では、「１．産業の再興と雇用基盤の強化」、「２．公共

交通の確保と港の再整備」、「３．教育施設の再編による教育・子育て

環境の充実」、「４．集落活性と空き家活用」、「５．安全・安心施策の推

進」の５つの施策を柱に据え、財政的な裏付け等を担保するため、行

財政改革の推進を掲げている。 

 今後においても出生者数の減少や死亡者数の増加による人口の自然

減は避けられない見通しであるが、交流人口や関係人口の拡大等によ

って人口の社会増を目指し、あらゆる政策・施策を講じていく必要が

ある。また、地域社会の担い手として、高齢者の経験と能力を多様に

活かす仕組みを構築していく必要がある。 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、都市部にお

ける過度な人口の密集が社会問題となるなか、新しい人の動きや流れ

が起きようとしている。豊かな自然や文化を求め、人間らしい暮らし

のあり方を考える上で、田舎暮らしは大きな選択肢の一つになり、今

後ＵＩＪターンが加速することも予想される。 

 したがって、過疎地域にあっても都市部と遜色のない情報通信基盤

等を整えることは、喫緊の課題であり、デジタル社会の推進は、持続

可能な地域社会の構築を目指す上で、重要な政策となってくる。 

ウ 産業構造の 

変化、地域の 

経済的な立 

地特性、香川 

県の総合計 

画等を踏ま 

えた社会経 

済的発展の 

方向の概要 

① 産業構造の変

化 

昭和 50 年の国勢調査における産業別の人口を見ると、第１次産業は

14.0％、第２次産業は 37.6％、第３次産業は 48.3％となっている。令

和 2 年では、第１次産業は 6.0％、第２次産業は 30.9％、第３次産業

は 63.1％となっており、農業・漁業の１次産業就業者と醤油・佃煮・

素麺等の２次産業就業者が減少し、サービス業等の３次産業就業者割

合が大きくなっている。 

就業者の絶対数では、昭和 50 年の 10,989 人が令和 2 年では 6,375

人で、4,642 人、42.3％の減となっており、機械化等による効率化も進

んでいるが、全ての産業で労働者不足が課題となっている。 
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② 地域の経済的

な立地特性 

瀬戸内海の海上交通の要衝として発展してきた小豆島は、古くから

京阪神地方との結びつきが強く、大消費地と海運を活かした、石材、

醤油、素麺、佃煮等の第２次産業が盛んである。一方、トラック輸送

等、安価な陸上交通の発達によって、海運コストは産業成長の足かせ

となっており、コストの低減は産地間競争を勝ち抜くための課題とな

っている。 

また、温暖寡雨な瀬戸内海式気候に適したオリーブ産業は、昭和 34

年の輸入自由化によって、一時は下火になるものの、健康食品ブーム

等によって再び脚光を浴び始め、構造改革特区等による株式会社の参

入や６次産業化の進展によって、島を代表する産業になっている。 

農業・漁業は、零細な事業者が多く、有害鳥獣による作物被害や海

の貧栄養化等による不漁によって、苦戦が続いているが、棚田や漁港

は島の美しい景観を創り出しており、グリーンツーリズムやワーケー

ション等を取り入れた活性化が必要である。 

 

③ 香川県の総合

計画等を踏ま

えた社会経済

的発展の方向

の概要 

 令和３年１０月に策定された「みんなでつくるせとうち田園都市・

香川」は令和５年１０月に「人生 100 年時代のフロンティア県・香川」

実現計画に変更され、基本目標が「人生 100 年時代のフロンティア県」

の実現となっており、デジタル技術も活用しながら、企業誘致やスタ

ートアップ等の創出、港湾・空港機能の充実や広域道路ネットワーク

の整備による産業基盤の強化、農林水産業の振興、特産品の販路拡大

などにより、経済の持続的な発展を目指している。 

また、基本方針の「２ 活力に満ち挑戦できる香川をつくる「デジタ

ル田園都市 100 計画」」において、「産業拠点香川へ」、「四国の玄関口

として確かなインフラ整備を進める」、「農林水産業の先進県へ」、「県

産品の販路拡大」、「あらゆる世代・人材で香川の産業を支える」、「グ

リーン社会の実現」、「デジタル社会を形成する」の重点政策が示され

ている。 

本町においても、香川県の次期総合計画に歩調をあわせ、県の協力・

支援を仰ぎながら、瀬戸内海やオリーブをはじめとする地域資源を活

用し、社会経済の発展に向けた取組みを推進していく。 
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(2) 人口及び産業の推移と動向 

① 人口の推移 

と動向 

本町の人口は、昭和 50 年の 22,519 人から令和 2 年には 13,870 人と

なり、8,649 人、38.5％の減少となっている。 

年齢階層別では、14 歳までの年少人口は、昭和 50 年が 4,828 人、人

口に占める比率は 21.4％であったが、令和 2 年には 1,238 人、8.5％

と極端な少子化が進んでおり、昭和 50 年から令和 2 年までの 45 年間

で、3,590 人、75.0％もの大幅な減少となっている。 

また、15 歳から 64 歳の生産年齢人口は、昭和 50 年が 14,400 人、人

口に占める比率は 63.9％であったが、令和 2 年には 6,500 人、46.8％

にまで減少している。昭和 50 年から令和 2 年までの 45 年間で、7,900

人、54.8％もの大幅な減少となっている。 

一方、65 歳以上の高齢者人口は、昭和 50 年が 3,291 人、人口に占め

る比率は 14.6％であったが、令和 2 年には 6,132 人、44.2％にまで上

昇し、高齢化が急速に進んでいる。昭和 50 年から令和 2 年までの 45

年間で、2,841 人、86.3％もの大幅な増加となっている。 

 このように少子高齢化が急速に進む現状を踏まえると、子どもたち

を安心して産み育てられる環境をつくるとともに、ＵＩＪターンを推

進し、高齢者が安心して暮らし活躍する地域社会の構築が求められて

いる。 

 男女別の人口推移では、昭和 50 年の男性が 10,523 人であったのに

対し、令和 2 年では 6,621 人へと減少、同様に女性は 11,996 人であっ

たのに対し、7,249 人となっており、男女ともに大きく減少している。 

 令和 2 年の人口に占める男女比では、男性 47.7％、女性 52.3％とな

っており、女性人口の割合が若干高くなっている。 

 また、15 歳から 49 歳までの女性の数をみると、昭和 50 年の 5,340

人から令和 2 年では 1,819 人となっており、3,521 人、66.0％の大き

な減少となっている。 

 今後の人口見通しは、令和７年３月に策定した「人口ビジョン」に

おいて長期的な予想を立てているが、人口減少を少しでも緩やかにす

るため、毎年度１５０人の移住を目指し、半数の７５人が定住する目

標を掲げており、４０年後の２０６０年には、９千４百人程度（社人

研推計約６千１百人）の人口規模を目指している。 

 一方、出生数が令和７年度において 42 人と少なく、対前年度比較で

15 人、26.4％の減少となっており、少子化対策に向けた新たな施策が

必要である。 
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表 1－1(1) 人口の推移（国勢調査） 

区 分 
昭和 35 年 昭和 50 年 平成２年 平成 17 年 令和 2 年 

実数 
(人) 

実数 
(人) 

増減率 
(%) 

実数 
(人) 

増減率 
(%) 

実数 
(人) 

増減率 
(%) 

実数 
(人) 

増減率 
(%) 

総数 27,567 22,519 △18.3 20,455 △9.2 17,257 △15.6 13,870 △19.6 

0～14 歳 8,911 4,828 △45.8 3,438 △28.8 2,009  △41.6 1,238 △38.4 

15～64 歳 16,258 14,400 △11.4 12,653 △12.1 9,490  △25.0 6,500 △31.5 

 
うち15～ 
29 歳(a) 

5,464 4,050 △25.9 2,903 △28.3 1,778 △38.8 1,173 △34.0 

65 歳以上 
(b) 

2,398 3,291 37.2 4,364 32.6 5,758 31.9 6,132 6.5 

(a)/総数 
若年者比率 

19.8% 18.0% △9.3 14.2% △21.1 10.3% △27.4 8.5% △17.9 

(b)/総数 
高齢者比率 

8.7% 14.6% 68.0 21.3% 46.0 33.4% 56.4 44.2% 32.5 

 

 

◆人口の推移グラフ 

 

【国勢調査】 
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◆第 3 期小豆島町の人口ビジョン ～将来人口の推計と分析～ 
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②  産業の推移 

と動向 

本町は、気候温暖で、播磨灘（はりまなだ）という好漁場に面し、

阪神、中四国のいずれにも近いなど、自然的、地理的条件に恵まれ、

近世以前は、漁業および農業が主産業であった。 

近世に入って、先覚者が創始した製塩業、醤油醸造業が主要産業に

なっていく。近世、近代における人口の増加や経済の発展に伴って、

需要が拡大し、恵まれた海運を利用して、京阪神方面を中心に出荷を

伸ばし、醤油産業は日本四大産地の一つへと成長した歴史を有する。 

戦後になって、食糧難を克服するため、醤油を活かした佃煮産業が

起こり、瀬戸内の資源を使った佃煮は、高度経済成長とともに、大き

く飛躍し、醤油を凌ぐ主要産業へと発展している。 

島素麺も温暖な気候や地域資源であった塩を利用し、海運ととも

に発展した産業であり、日本三大素麺の一つとなっている。 

このように、本町の産業構造は、「醤油」、「佃煮」、「素麺」を中心

とする食品工業が中心であるが、食生活や嗜好の変化、食事の洋食化

によって、出荷額は伸び悩み、産業の持続的発展に向けた戦略が必要

になっている。 

具体的には、新製品の開発や首都圏におけるＰＲ活動等を積極的

に展開し、味覚、パッケージの工夫等を通じて商品価値を高め、消費

者に選ばれるための商業活動を展開している。幸いにも、「和食」が

世界無形文化遺産に認定され、日本料理が脚光を浴びるなかで、調味

料としての醤油の魅力が高まっていることに加え、昔ながらの木桶

による醤油づくりが文化としての価値を持つようになってきている

ことから、食品産業の枠を超えて、文化観光としての発展も期待され

ている。佃煮についても最近では防災食や宇宙食に採用されるなど、

新たな魅力が加わっており、既存概念にとらわれない大胆な発想が

求められている。素麺では、製造そのものを体験する「箸わけ」が人

気であり、４００年続く天日干しの光景は、瀬戸内の原風景となって

おり、独特の景観を醸し出していることから、観光とタイアップした

産業の発展が期待されるところである。 

農業においては、池田地区を中心に栽培している花き・果樹は、昭

和 40 年頃に米・麦から転換しており、特に電照菊は全国主要産地の

一つになっていたが、洋花の輸入による販売価格の低迷、燃料費の高

騰等によって、出荷額は減少しているが、品種改良や機械化の導入等

によって、持続可能性を見出そうとしている。最近では、ＵＩＪター

ンの新規就農が継続しており、初期投資への助成や技術習得への支

援が必要である。 

オリーブは、小豆島のシンボルであり、本町の主要産業となってい

る。 
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明治 40 年に当時の農商務省が三重、香川、鹿児島の３県を指定し、

翌 41 年に試験栽培を始めたが、小豆島だけが結実したことによって、

日本のオリーブ発祥の地になっている。 

昭和 34 年の輸入自由化によって、外国産のオリーブ製品に押され、

一時は下火になるものの、イタリア料理や健康志向の高まりから、再

び脚光を浴びはじめ、平成 15 年の「オリーブ振興特区」によって企

業の農業参入が可能になり、徐々に栽培面積が拡大している。また、

６次産業化が功を奏し、売上高、就業者数においても順調に成長して

おり、町においても「オリーブトップワンプロジェクト」を戦略とし

て掲げ、各種の施策を展開している。 

漁業は、昭和から平成にかけて、海苔養殖が盛んであったが、瀬戸

内海の水質の変化による色落ちによって、価格競争に苦しんでおり、

加えて、漁師の高齢化と後継者不足の課題に直面している。一方で、

瀬戸内の旬な魚料理を望む旅行者は多く、漁業の魅力を再生するた

め、漁業振興協議会を立ち上げて、ソフト・ハード両面から様々な取

組みを行っている。農林水産業は、産業としての価値に加えて、島の

美しい景観を創りあげるとともに、生物の多様性の確保や自然環境

の保全を担っていることから、地域の持続的発展に欠くことのでき

ないものである。 

石材業については、大坂城築造の際、戦国大名が小豆島から大量の

花崗岩を供給したことで産業としての花が咲き、高度経済成長期の

社会インフラ整備等に伴って成長を果たしてきたが、外国産石材の

台頭や建築資材のコンクリート化によって苦戦している。 

このような中、令和元年に「せとうち備讃諸島の石の文化」が日本

遺産に認定され、瀬戸内の石材の価値を見直す動きも始まっており、

歴史ある石丁場の魅力をかけあわせ、文化遺産としての活用が始ま

っている。 

小豆島の観光資源は、瀬戸内海国立公園を代表する寒霞渓をはじ

め、オリーブ、小説「二十四の瞳」の舞台の映画村、自然体験が満喫

できる小豆島ふるさと村、醤油文化の香りが漂う「醤の郷」など実に

豊富であるが、団体旅行から個人旅行への変化やニーズの多様化、個

性化などによって、観光地間の競争は激化している。最近では、瀬戸

内国際芸術祭の開催等によって、アートによる観光振興も発展し、イ

ンバウンド効果もあって、観光客数は回復の兆しを見せていたが、新

型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延によって、極めて厳しい現

状となっている。 

今後は、自然や文化財等の地域資源を活かした屋外型、体験型の観

光づくりが強く求められている。さらに、地域住民の暮らしに影響を
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与える観光公害が世界的に指摘されるなかで、持続可能な観光マネ

ジメントを推進していく必要がある。 

商業については、零細で小規模な商店が多く、スーパーやコンビニ

エンスストアの台頭により、減少の一途を辿ってきたが、移住者の独

創的な発想等により、島の地域資源を活用した飲食店やパン屋、地酒

や地ビールを生産し提供するカフェなど新しい動きがはじまってい

る。今後も地域住民の拠り所として、また観光客の多様なニーズを満

たす魅力的な商店の誕生が町の活性化にとって重要になっている。 

次に、産業別就業人口の推移については、第 1 次産業は、昭和 50

年の 1,538 人から令和 2 年では 376 人にまで減少し、45 年間で 1,162

人、75.6％の減となっている。第２次産業でも、昭和 50 年の 4,128

人から令和 2 年では 1,964 人にまで減少し、45 年間で 2,164 人、

52.5％の減となっている。第３次産業では、昭和 50 年の 5,307 人か

ら令和 2 年では 4,007 人と減少し、45 年間で 1,300 人、24.5％の減

となっており、全産業において就業人口が減少し、担い手不足が大き

な課題となっている。 
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◆産業別の人口の推移 

区 分 
昭和 35 年 昭和 50 年 平成２年 平成 17 年 令和 2 年 

実数 
(人) 

実数 
(人) 

増減率 
(%) 

実数 
(人) 

増減率 
(%) 

実数 
(人) 

増減率 
(%) 

実数 
(人) 

増減率 
(%) 

総数 12,987 10,989 △15.4 9,799 △10.8 7,844 △20.0 6,375 △18.7 

第１次産業 
就業者数 

4,710 1,538 △67.3 878 △42.9 500 △43.1 376 △24.8 

第２次産業 
就業者数 

3,727 4,128 10.8 3,903 △5.5 2,821 △27.7 1,964 △30.4 

第３次産業 
就業者数 

4,549 5,307 16.7 5,017 △5.5 4,511 △10.1 4,007 △11.2 

 

◆産業別の就業者総数の推移グラフ 

 

【国勢調査】 

◆産業別の就業者数の推移グラフ 

 

【国勢調査】 
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(3) 行財政の状況 

① 行   政 近年、地方公共団体の行政運営は、厳しい財政状況の中、多様化、高

度化している行政需要に対処していくため、総合的、効率的であるこ

とが強く求められている。 

また、交通・通信手段の発達と社会経済の発展により、経済圏およ

び生活圏がますます拡大しつつあり、地方公共団体は、自己完結的な

事務処理のみでは、住民に対する十分なサービスを提供することが困

難となっている。 

小豆郡では、特に共同処理の必要性の高い事務に対処するため、昭

和 46 年、3 町の合意に基づき小豆地区広域行政事務組合を設立し、消

防、ごみ処理、水道用水供給事業などの業務を共同で処理し、効率的

な管理運営により財政負担の軽減を図ってきた。 

旧内海町、旧池田町においては、昭和 58 年以降、行政改革に取り組

み、組織の簡素化、行政の責任領域の再検討、事務事業の見直しなど

に努めてきており、平成 18 年に合併して小豆島町となってからも引き

続き行財政改革に取り組んでいる。 

地方公共団体の運営は、最近では高度情報化の進展とともに、迅速

かつ的確な事務処理が従来にも増して要求されている。発達の著しい

情報、通信技術を活用した事務処理システムの構築や委託処理による

事務電算化により行政内部のデジタル化を行うとともに、ホームペー

ジやＳＮＳなどを通じた行政情報の提供を実施している。 

さらに、住民の福祉および行政サービスの向上を図る上で施策その

ものも大切であるが、社会の変化に的確に対応し、町民の負託に応え

られる職員を養成することが一層求められており、職場研修や県人材

育成センター、市町村アカデミーへの派遣など、多様な職員研修を行

っている。 

市町村を取り巻く状況は厳しく、特に小規模な自治体ほど時代の流

れを的確につかみ、これまで以上に多様化する住民サービスを担って

いけるだけの基礎自治体へと自ら変わっていくことが求められてい

る。このため、平成 16 年 8 月に「内海町・池田町合併協議会」を立ち

上げ、平成 16 年 12 月には合併協定項目と新町建設計画の協議を終え、

平成 17 年 2 月の合併協定調印を経て、平成 18 年 3 月 21 日の新設合併

により「小豆島町」が発足した。 

島を超えた市町村間の広域連携では、平成 28 年 2 月に「瀬戸・高松

広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約」を高松市をはじめとする

３市５町で締結し、「経済成長のけん引」、「高次の都市機能の集積・強

化」、「生活関連機能サービスの向上」を取組みの柱として各種の連携

事業を推進し、社会経済を維持するための拠点の形成に努めている。 
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この他、シリアル型で認定を受けた日本遺産の魅力向上に向けて、

岡山県笠岡市、香川県丸亀市、土庄町、小豆島町の２市２町で「せとう

ち備讃諸島日本遺産推進協議会」を設立し、石の文化による地域活性

化に取り組んでいる。 

 国民健康保険事業については、香川県と県内８市９町による広域的

運営がされており、水道事業についても、香川県と県内８市８町で設

立された香川県広域水道企業団が広域的運営を行い、効率的で持続可

能な行政サービスが展開されている。 

 また、電算システムの管理運営に対するコストは年々増加しており、

財政の硬直化に拍車をかけていることから、住民基本台帳システムを

はじめとする基幹システムの統一化が求められている。今後は、行政

のデジタル化を一層進め、誰一人取り残さないデジタル社会を推進し、

住民サービスの向上を図る必要がある。 

② 財   政  人口の減少と少子高齢化による生産年齢人口の減少、地場産業の停

滞、地価の下落等によって、本町の税収は逓減している状況にある。

自主財源は３割に過ぎず、財政運営は、地方交付税をはじめ、国・県補

助金、地方債によって賄っており、依然として３割自治が続いている。 

 このように非常に厳しい財政状況にあるなかで、より効率的で効果

的な財政運営を実現し、健全で持続可能な財政環境を構築するため、

中期財政計画を策定し、毎年度の見直しを通じて、戦略的かつ効果的

な予算編成に取り組んでいる。 

 しかしながら、公立病院の再編をはじめ、旧内海病院を活用した介

護施設と庁舎の整備、国土強靭化に向けた消防庁舎の整備や低地帯対

策事業などを積極的に展開した結果、町債残高は 100 億円を超えてお

り、本町の財政規模を考えると、大きな額となっている。 

 さらに、普通交付税における合併算定特例が令和２年度で終了し、

合併特例債の発行も令和７年度をもって終わることから、ふるさと納

税等の新たな自主財源の確保は喫緊の課題となっている。 
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③ 施設整備水準

等 

 町道については、住民生活や地域産業の発展を目指して、改良事業

等を実施してきた結果、総延長は２００㎞を超えており、順調な整備

が進んでいる。特に舗装率については、９０％を超えていることから、

社会インフラの基盤となる道路改良事業は、過疎対策事業の効果もあ

って、大きく進展してきたと言える。しかしながら、過去に整備した

道路や橋梁については、経年劣化による老朽化が著しく、長寿命化に

向けた対策を鋭意進めていく必要がある。 

 農道については、農業生産の基盤となるが、耕作放棄地の拡大等に

よって、耕地面積は減少しており、耕地面積あたりの農道延長につい

ては、縮小している状況にある。現在、池田地区において、パイプライ

ンや農道改良等を行う県営中山間地域総合整備事業に取り組んでお

り、農作業の効率化に向けた対策を講じている。 

 森林については、水の安定供給や自然災害の発生防止、生物の多様

性の確保や自然環境の保全、良好の景観の形成等において多面的な機

能を有するが、令和になって「ナラ枯れ」が発生し、島内で拡大してい

る状況にある。現在、国、県の補助事業を活用しながら、伐倒等の防除

事業に取り組んでいるが、森林の環境保全に向けて、担い手の確保と

林道等の整備が必要である。 

 水道は、平成 30 年４月に香川県広域水道企業団へ一元化され、広域

化による水道供給の安定化と持続可能な組織体制が確立されており、

水道普及率も 100％に近い値となっている。 

 水洗化率については、合併処理浄化槽の普及によって、90％を超え

る状況になっている。 

 病院については、医師や看護師等の医療人材が不足するなかで、地

域医療再生計画に基づき、島内に２つあった公立病院の内海病院と土

庄中央病院を平成 28 年４月に統合再編し、新たに設立した小豆島中央

病院が２次医療を担っている。 

 香川県地域医療構想では、小豆島中央病院を中心として、急性期か

ら慢性期、在宅医療等まで、基本的な医療については、島内で安定的

に提供できる体制を構築することとしている。人口あたりの病床数は、

人口の減少によって伸びているが、人口 10 万対診療所医師数を示す、

外来医師偏在指標は４８％となっており、全国の２次医療圏内順位で

は最下位の状況にあることから、医師をはじめとする医療スタッフの

確保は大きな課題となっている。 
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表１－２(1)町財政の状況                         （単位：千円、％） 

区   分 平成２７年度 令和２年度 令和６年度 

歳 入 総 額   Ａ 11,454,129 12,398,846 14,270,340 

 一 般 財 源 5,893,090 5,928,500 6,544,298 

国 庫 支 出 金 829,738 2,633,798 1,565,020 

都道府県支出金 557,920 592,987 568,250 

地 方 債 2,113,800 1,185,326 1,319,200 

 （うち過疎対策事業債） (1,498,300) (910,000) (877,100) 

そ の 他 2,059,581 2,058,235 4,273,572 

歳 出 総 額    Ｂ 10,833,197 11,771,652 13,021,422 

 義 務 的 経 費 3,095,418 3,709,575 3,952,586 

投 資 的 経 費 1,214,638 1,965,929 2,547,598 

 （うち普通建設事業） (1,206,384) (1,964,659) (2,542,537) 

そ の 他 6,523,141 6,096,148 6,521,238 

（過疎対策事業費） (2,561,061) (2,100,528) (2,765,181) 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 620,932 627,194 1,248,918 

翌年度へ繰越すべき財源    Ｄ 73,574 214,240 202,684 

実 質 収 支  Ｅ（Ｃ－Ｄ） 547,358 412,954 1,046,234 

財 政 力 指 数 0.319 0.309 0.289 

公 債 費 負 担 比 率 13.1％ 15.7％ 12.0％ 

実 質 公 債 費 比 率 4.2％ 6.3％ 5.4％ 

起 債 制 限 比 率 2.6％ － － 

経 常 収 支 比 率 91.7％ 93.5％ 90.2％ 

将 来 負 担 比 率 － － － 

地 方 債 現 在 高 8,976,079 10,752,438 10,205,511 
【地方財政状況調査】 

 

表１－２(2)主要公共施設等の整備状況 

区   分 
平成２ 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

令和２ 

年度末 

令和６年

度末 

市 町 村 道 187km 210km 218km 222km 224 ㎞ 

 改 良 率（％） 41.2 47.4 46.4 55.0 55.8 

舗 装 率（％） 81.4 85.0 93.4 94.6 94.9 

農道延長（ｍ） 38,869 10,145 14,094 14,318 14,318 

耕地１ha あたり農道延長（ｍ） 58.7 62.8 46.5 － － 

林道延長（ｍ） 20,688 12,281 12,516 12,281 12,281 

林野１ha あたり林道延長（ｍ） 4.5 2.1 2.5 － － 

水 道 普 及 率（％） 93.1 97.0 98.1 98.6 98.9 

水 洗 化 率（％） 37.4 58.1 76.8 94.4 95.1 

人口千人あたり病院、診療所の病床数（床） 23.5 29.1 29.3 32.9 33.2 
【公共施設状況調査】 
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(4) 地域の持続的発展の基本方針 

① これまでの 

過疎法に基 

づく過疎対 

策の成果と 

現在の課題 

等 

 本町では、合併前の旧内海町、旧池田町時代から、昭和 45 年の「過

疎地域対策緊急措置法」制定以降、４次にわたる時限立法に基づき総

合的な対策を推進した結果、各種公共施設等の整備が進展し、地域住

民の暮らしの充実と地域産業の発展等が見られる。とりわけ、「小豆島

オリーブ公園」や「小豆島ふるさと村」をはじめとする観光関連施設

は、交流の拡大と雇用の創出、地場産品の販売促進等において大きな

役割を果たしている。また、病院や高齢者施設等の医療福祉施設の充

実、道路、港湾、漁港等の社会インフラ整備、消防施設の高度化、公民

館、図書館等の社会教育施設の整備等が進み、過疎対策事業の果たし

てきた役割は、本町の行財政運営において、極めて大きなものと言え

る。 

しかしながら、日本全体が本格的な人口減少社会を迎えたなか、本

町においても少子高齢化による人口減少に歯止めがかからない状況に

あり、労働力人口の減少や社会保障関係経費の増嵩が懸念されている。 

一方、住民の価値観やライフスタイルの多様化、地球環境問題の顕

在化など、時代の潮流の大きな変化の中、過疎地域は自然環境の保全、

多様な文化の継承、良好な景観の形成など多面に渡る機能を有してい

ることから、今後においても地域資源を活用した地域活力の更なる向

上を図り、持続可能な地域社会の形成が求められている。 

このため、より一層の地域住民の「安全・安心な暮らしの確保」を図

るとともに、人と自然、文化等が共生する「誇りを持てる地域づくり」

に取り組み、各種施策を展開する必要がある。 

具体的には、先人たちが育んできた自然、文化、伝統、産業、人々の

絆などの魅力に磨きをかけ、次の世代へ確実に引き継ぐとともに、過

疎法において整備してきた公共施設等を有効に活用し、人口減少時代

における新しい社会のあり方をつくっていかなければならない。 

② 持続的発展 

の基本方針 

本町では、人口減少を少しでも緩やかにし、「次代に夢をつなぐ 持

続可能なまちづくり」を実現するため、令和７年３月に第３期の「人

口ビジョン」と「総合戦略」を策定している。 

過疎地域持続的発展計画についても、目指すべき社会と基本的な戦

略・施策は、総合戦略と相通ずることから、「産業の再興と雇用基盤の

強化」、「公共交通の確保と港の再整備」、「教育施設の再編による教育･

子育て環境の充実」、「集落活性と空き家活用」、「安全・安心施策の推

進」の５つを基本戦略とし、香川県過疎地域持続的発展方針を踏まえ

つつ、「１．観光の再興」、「２．地場産業の再興」、「３．農林水産業の

再興」、「４．公共交通の確保」、「５．港の再整備」、「６．教育環境の充

実」、「７．子育て環境の充実」、「８．集落活性に向けた移住定住」、「９．
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空き家活用と住環境の整備」、「１０．防災対策」、「１１．医療・福祉の

充実」の１１の基本施策の取組みを基本方針とする。 

また、情報通信基盤の整備、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エ

ネルギーの推進等を実施し、持続可能なまちづくりを進め、地方創生

の実現を目指す。 

 

 

(5) 地域の持続的発展のための基本目標 

① 人口に関す

る目標 

 人口ビジョンに基づき、毎年度移住者１５０人を目指し、内５０％

の７５人が定住することを目標とする。 

 

② 財政力に関

する目標 

 総合戦略に基づき、町民税納税義務者１人当たりの平均所得につい

て、令和１１年度の課税状況調査において３，０００千円を目指す。 

 

 

 

(6) 計画の達成状況の評価に関する事項 

① 評価の時期  総合戦略の進捗状況の点検・評価にあわせて実施する。 

② 評価の手法  小豆島町創生総合戦略会議（産官学金労言士の有識者等で構成）に

おいて、評価の結果を報告する。 

 

(7) 計画期間 

 計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５箇年間とする。 

 

(8) 公共施設等総合管理計画との整合 

 本町の公共施設等総合管理計画については、国の指針等を参酌し、平成２９年度に策定し

ており、総合的な管理の考え方については、次のとおりである。 
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【小豆島町公共施設等総合管理計画の基本的な考え方】 

本町の過疎地域持続的発展計画に基づき実施する公共施設等の整備については、公共施設

等総合管理計画の基本的な考え方を適合させて行う。 

なお、公共施設等総合管理計画の計画期間は令和８年度までとなっており、新たな計画を

策定予定であるため、過疎地域持続的発展計画に記載の内容は新たな公共施設等総合管理計

画に反映し、適合させることとする。 

 

【参考：公共施設等の再編等の状況と基本的考え方との整合性】 

■内海病院と土庄中央病院の再編・統合による小豆島中央病院の発足 H28 年度～ ①・② 

■内海病院跡を活用した高齢者施設（老健・特養）と庁舎への転用 H29 年度～ ①・② 

■老人保健施設跡を活用した庁舎への転用 H30 年度～ ①・② 

■旧福田小学校教員住宅の解体撤去 H28 年度 ② 

■旧吉田火葬場の解体撤去 H29 年度 ② 

■庁舎再編に伴う旧池田庁舎の解体撤去 H30 年度 ② 

■庁舎再編に伴う旧内海庁舎の解体撤去 R 元年度 ② 

■旧サイクリングターミナルの解体撤去 R２年度 ② 

■内海斎苑との統合に伴う吉田斎場の解体撤去 R２年度 ② 

① 既存の公共施設の有効活用 

本町の更なる発展に向け、町有の遊休施設や遊休地の有効活用を推進する。また、空

き家、空き店舗等の改修支援を積極的に行い、本町の魅力の再発見、再発信のひとつ

となるよう取り組む。 

② 公共施設等の総量の適正化 

老朽化し安全性が確保できない公共施設については計画的に解体を行い、施設の総

量、延床面積の適正化に努める。また、維持をする施設の用途機能・付加価値を充実

させることで、住民サービスの向上を図る。 

③ 適正な施設の維持管理による安全確保 

計画的な点検・診断を行うことで、利用者の安全確保を最優先し、施設を快適かつ長

期的に活用できるように取り組む。 

④ 費用対効果を考慮した適切な整備の促進 

町の状況を踏まえて、費用対効果や経済波及効果を考慮し、新設及び改修・更新をバ

ランスよく実施する。 

⑤ 修繕計画に基づいた定期点検の実施 

定期的な点検、現状把握を行い、劣化や損傷が分かり次第、迅速な対応を行うことで、

予防保全型の継ぎ目のないメンテナンスサイクルを実施していく。 

⑥ 長寿命化とライフサイクルコストの抑制 

長寿命化計画等を策定・実施し、予防保全型の維持管理を推進し、保全費用の平準化

を図るとともにコストの縮減及び自主財源の確保を進める。 
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■福田教育集会所の解体撤去 R２年度 ② 

■福田町民プールの解体撤去 R３年度 ② 

■福田団地の解体撤去 R５年度 ② 

■北条住宅の解体撤去及び新設 R６年度 ②、④ 

■オリーブ公園テニスコートの解体撤去 R６年度 ② 

■小豆島坂手ポートターミナルの新設 ④ 
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

(1) 現況と問題点  

① 移住・定住  

の促進 

 

 本町では、急激な人口減少を緩やかにし、多様な人材の確保と地

域社会での活躍等を目指して、移住・定住に向けた施策を積極的に

展開している。 

 平成 19 年度に小豆２町（小豆島町・土庄町）で「小豆島移住・交

流推進協議会」を立ち上げ、香川県の「地域資源を活用した移住促

進に関する調査研究事業」の委託を受けたことを契機に、２町が連

携して、各種の移住・定住施策を開始している。 

 平成 28 年には、移住者であり、地域おこし協力隊員であった者が

中心となって、「ＮＰＯ法人トティエ」を設立し、町と連携した移住

相談、空き家等の掘り起こし、都市部でのＰＲ活動、移住体験ツア

ー、移住体験施設及び就労者向け滞在施設の運営等を展開し、移住・

定住活動の推進に大きな役割を果たしている。 

 こうした取組みが実を結びつつあり、本町のここ数年の移住者は、

毎年度１００名を超え、特に、２０代、３０代の若い世代の移住者

が大きな割合を占めている。 

 一方、人口の減少や商業の衰退等によって、空き家、空き地、空

き店舗等の増加が社会問題となるなか、「小豆島町空き家等対策計

画」を策定し、「空き家化の予防」、「空き家の流通・活用促進」、「管

理不全の空き家の発生防止・解消」を柱に、空き家等の適正化に向

けた取組みを推進している。 

 空き家等の有効活用に向けては、町のホームページに空き家バン

クを立ち上げ、ＵＩＪターン者等に向けて、空き家物件の情報を提

供するとともに、空き家の改修支援補助金制度を設けて、空き家の

有効活用と空き家物件の確保に取り組んでいるが、より多くのＵＩ

Ｊターンを目指すためには、さらに多くの物件確保と登録が大きな

課題となっている。 

 また、人口ビジョンでは、移住者の５年後の定住率を５０％とす

る目標を掲げているが、雇用環境のミスマッチや島暮らしへの憧れ

と生活実態との乖離等によって、島を離れる移住者も多いことから、

事業者や地域コミュニティとのきめ細やかな連携、協働等によって、

定住率の向上を図る必要がある。 

 さらに、ＵＩＪターンの増加に向けては、若者にとって多様で魅

力的な働く場の確保や情報通信技術を活用した仕事の創設等が求め

られている。 
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② 地域間交流 

の促進 

 本町では、ギリシャミロス島と姉妹島提携を、大阪府茨木市、長

崎県南島原市と姉妹都市提携を結び、子どもたちを中心とした交流

事業を行っている。 

また、平成 28 年２月に「瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の形成に

係る連携協約」を高松市をはじめとする３市５町で締結し、「生活関

連機能サービスの向上」のうち、結びつきやネットワークの強化に

係る政策分野において、地域内外の住民との交流・移住促進を掲げ、

地域間交流の取組みを進めている。 

この他、シリアル型で認定を受けた日本遺産の魅力向上に向けて、

岡山県笠岡市、香川県丸亀市、土庄町、小豆島町の２市２町で「せ

とうち備讃諸島日本遺産推進協議会」を設立し、石の文化による地

域活性化に取り組んでいる。 

また、令和５年２月に航路で繋がる兵庫県神戸市、香川県高松市、

土庄町及び小豆島町との連携・協力に関する協定の締結により、航

路がつなぐ人とモノの交流、特に観光誘客のさらなる促進を図ると

ともに、各市町が持つ資源や強みを活かして連携・協力した取組を

実施し、防災面においては、大規模災害発生時にお互いに助け合う

仕組みづくりを行っていく必要がある。 

 地域間交流は、交流人口や関係人口の拡大を図り、移住・定住を

推進する上で重要な取組みであるが、物理的な距離の制約があるこ

とに加え、財源やマンパワーの不足が心配され、継続性の確保が大

きな課題となっており、情報通信技術等を活用した新たな取組みが

必要である。 

 

 

③ 人材育成  人口の減少によって、地域産業や地域コミュニティを担う人材が

不足し、若者をはじめとする人材育成は喫緊の課題である。 

 地場産業の担い手育成では、各種セミナーの開催など、若手経営

者をはじめ、意欲のある若者の育成と産業の課題解決に向けて、都

市部でのＰＲ活動など実践を通じた人材育成に取り組んでいる。 

 地域づくりの担い手確保に向けては、都市部からの有能な人材を

地域おこし協力隊員として呼び込み、令和７年度では、政策分野ご

とに１０数名の隊員が活動しているが、今後は地域コミュニティ等

との連携・協働を深化させることによって、さらなる活躍を促す必

要がある。 

 また、大学・企業等との包括連携協定を活かして、関係人口の拡

大を促進し、専門的知見を活かした地域の人材育成を図らなければ

ならない。 
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(2) その対策  

① 移住・定住  

の促進 

 

◎ 移住相談体制等の強化・充実 

  移住コーディネーターの配置や地域おこし協力隊の活用等によ

り、町の移住相談体制の強化・充実を図るとともに、ＮＰＯ法人

トティエの機能等の向上によって、さらなる移住・定住の推進を

図る。 

  また、移住相談者は、京阪神地方からの玄関港である坂手港を

利用することが多いことから、ＮＰＯ法人トティエは、港の待合

所、テレワーク拠点、コワーキングスペース、移住体験施設等の

機能を併せ持つ複合ターミナル拠点である「さかてらす」内に事

務所を移転し、移住相談体制の強化を図っていく。 

  さらに、コロナ禍の工夫によって生み出した、ＷＥＢでの空き

家の内覧等、オンライン移住相談の充実を図る。 

 

◎ 空き家バンクの充実と空き家等の有効活用 

  「小豆島町空き家等対策計画」に基づき、空き家等の適正管理

を推進し、空き家の有効活用と移住・定住の促進に向けた物件を

確保するため、きめ細やかな地域巡回相談を実施するなど、空き

家等の掘り起こしと空き家バンクの充実を行う。 

  また、空き家の有効活用に向けて、テレワークの促進を含めた

空き家改修助成事業の実施や町が空き家を借り上げ、改修を実施

し移住者等に貸し出す空き家資源活用事業を実施し、空き家の劣

化防止及び移住者用住宅の確保を図る。 

 

◎ 移住・定住に向けた受入環境の充実と情報発信 

  ＮＰＯ法人トティエ等と連携し、移住体験施設、就労者向け滞

在施設等の整備・運営を行い、お試し移住や新規就労者の滞在施

設等の充実を図るとともに、移住に向けて必要となる情報発信を

展開する。 

 

◎ 地方創生に向けたテレワーク等拠点施設の整備 

  テレワークやワーケーション等、情報通信技術を活用し、新し

い人の流れを生み出すため、空き家や公共施設等の有効活用、新

たな複合ターミナル拠点の整備等によって、コワーキングスペー

スやサテライトオフィス等の整備を推進する。 
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 ◎ 都市部における移住フェア等の開催 

  香川県、小豆島移住・交流推進協議会、ＮＰＯ法人トティエ、

その他関係団体が連携し、「ふるさと回帰支援センター」や「瀬戸・

たかまつ移住＆キャリアサポートセンター」を中心に、都市部で

の移住フェア等を開催し、移住・定住の拡大を図るとともに、町

の情報発信を行い、交流人口の増加を目指す。 

 

◎ 移住体験ツアー、移住者交流事業の実施 

  小豆島移住体験ツアーを開催し、空き家バンクの内覧や就労相

談、事業所見学、先輩移住者との交流、医療・教育環境等の現地

確認等を通じて、移住前の不安を解消し、体験から移住へとつな

げていく。また、移住者の定住率の向上に向けて、移住者交流イ

ベント等を実施する。 

 

◎ 移住者生活支援対策の実施 

  移住促進家賃等補助事業、東京圏ＵＩＪターン移住支援事業、

地方就職学生支援事業、移住定住促進事業等の実施により、ＵＩ

Ｊターン者の初期段階の経済的負担軽減を図り、移住者の増加に

努める。 

 

◎ 多文化共生に向けた外国人の移住支援 

  外国人の移住や島暮らしの充実を図るため、外国人移住者のイ

ンタビュー集の作成や外国人向けの移住の手引き等を作成し、外

国人移住者の拡大と多文化共生の町づくりを進める。 

 

◎ 特定地域づくり事業協同組合制度の活用 

  地域産業の担い手を確保するための島ワーク派遣事業協同組合

に対して、財政的、制度的な支援を行うことで、地域で働きたい

移住希望者と地域の事業者とのマッチングを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-26-



② 地域間交流  

の促進 

◎ 姉妹島、姉妹都市交流事業の促進 

  ギリシャミロス島、大阪府茨木市、長崎県南島原市など、歴史・

文化等でつながる地域との交流を促進し、交流人口、関係人口の

拡大を図る。 

 

◎ 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の連携強化 

  連携中枢都市圏の連携事務、取組内容を促進し、圏域全体の生

活関連機能サービスの向上を目指す。 

 

◎ せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会の持続的発展 

  日本遺産ストーリーや構成文化財の魅力を高める活動を２市２

町（岡山県笠岡市、香川県丸亀市、土庄町、小豆島町）で推進し、

交流人口の拡大、産業の活性化、人材育成、郷土愛の醸成等を進

める。 

 

◎ 防災対策の強化等に向けた連携協定の活用 

  令和５年２月に阪神航路でつながる神戸市、高松市、土庄町と

連携協定を締結した。この協定を活用し、大規模災害発生時に助

け合う仕組みをつくるとともに、平時からの情報交換、人材交流

を実施し、地域間交流の促進に努める。 

また、関西エリアと瀬戸内エリアを繋いだ周遊型旅行商品の造

成など、様々な施策に取り組む。 

 

③ 人材育成 ◎ 地域産業担い手育成事業の実施 

  若手人材の育成を図るため、知識と技能向上を目指した人材育

成を進め、研修会やワークショップの開催、都市部での販売促進

の実践等を通じて、人材育成に取り組む。 

 

◎ 地域おこし協力隊の拡充 

  都市部の有能な人材を呼び込み、地域の課題を解決する地域お

こし協力隊等の拡充を図る。 

 

◎ 大学・企業等との包括連携協定の拡充 

  大学等との包括連携協定数を増やし、専門的な知見への接触や

交流によって、地域人材の育成を図り、関係人口の拡大を目指す。 
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(3) 計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

(1)移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)地域間交流 

 

 

 

 

 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

移住・定住 

空き家バンクの充実事業（ハード事業分） 

 

移住・定住環境整備事業（ハード事業分） 

 

移住情報発信事業（ハード事業分） 

 

テレワーク、ワーケーション等拠点整備事業

（ハード事業分） 

 

瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進事業（ハ

ード事業分） 

 

せとうち備讃諸島日本遺産推進事業（ハード

事業分） 

 

〇移住相談体制等強化事業 

【具体的な事業内容】 

 移住コーディネーターの配置や地域おこ

し協力隊の活用等による町の相談体制の強

化に加えて、ＮＰＯ法人等の窓口機能の充実

を図る。 

【事業の必要性】 

多様化、複雑化する移住相談に迅速かつ的

確に対応する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

相談体制を充実することで、きめ細やかで

高度な移住・定住の促進が可能になる。 

 

〇空き家等の掘り起こし事業 

【具体的な事業内容】 

 空き家の悉皆調査や現地確認、地区巡回相

談、周知・交渉等、空き家の掘り起こしに向

けた事業を実施する。 

【事業の必要性】 

 本町への移住希望は高まっているが、紹介 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

 町 

都市圏 

 

町 

協議会 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
瀬戸・高松

広域連携中

枢都市圏 

 

 

 

せとうち備

讃諸島日本

遺産推進協

議会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

移住・定住 

（つづき） 

 

 

 

 

できる空き家が不足している状況にある。 

【見込まれる事業効果等】 

 空き家バンクへの登録物件を充実するこ

とで、移住希望者とのマッチングが進展す

る。 

 

〇空き家バンクの充実事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 町が運営する空き家バンクについて、登録

物件の充実のほか、検索機能等の充実を図

る。 

【事業の必要性】 

 移住希望者の住居等の選択肢を広げる必

要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 住まい等の情報が増加することで、移住・

定住の促進につながる。 

 

〇移住・定住環境整備事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 ＮＰＯ法人トティエ等、関係団体と連携

し、移住体験施設、就労者向け滞在施設等の

整備・運営を行う。 

【事業の必要性】 

 お試し移住の機会や移住後間もない就労

者の滞在施設等を確保しておく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 移住前の体験機会を確保することにより、

移住者の増につながり、移住後の住まいの選

択肢が広がる。 

 

〇移住情報発信事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 町、ＮＰＯ法人トティエの運営するホーム

ページ等の情報を充実・強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

移住・定住 

（つづき） 

【事業の必要性】 

 移住希望者が求める町、島の情報を幅広く

発信する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 情報発信を充実・強化することで、多様な

人材の移住につながる。 

 

〇テレワーク、ワーケーション等拠点整備事

業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 情報通信技術を活用したテレワークやワ

ーケーション等を推進するため、公共施設、

空き家等を活用した拠点等の整備を進める。 

【事業の必要性】 

 二地域居住や週末移住等、新しい生活・仕

事のスタイルに対応する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 ウイズコロナ、ポストコロナの中にあっ

て、新しい人の流れを生み出すことにつなが

る。 

 

〇都市部等での移住ＰＲ事業 

【具体的な事業内容】 

 都市部での移住フェア等のイベントを通

じて、町と島のＰＲ活動等を行う。 

【事業の必要性】 

 移住を検討している都市部の方へ島暮ら

しの魅力をＰＲする必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 移住・定住の促進に加え、観光や関係人口

の拡大が期待できる。 

 

〇移住体験事業 

【具体的な事業内容】 

 移住体験ツアー等を開催し、空き家バンク

の内覧や就労相談、事業所見学、先輩移住 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発 展特

別事業 

（つづき） 

移住・定住 

（つづき） 

者との交流、医療・教育環境等の確認を実施

する。 

【事業の必要性】 

 島暮らしへの関心を高めるとともに移住

後のミスマッチ等を減らす必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 あらかじめ島の環境を体験することで、

定住率の向上につながる。 

 

〇移住者等交流事業 

【具体的な事業内容】 

 移住後の悩みや島暮らしの課題解決等に

向けて、移住者等の交流会を開催する。 

【事業の必要性】 

 移住者個人で抱える問題等を情報交換等

によって解決していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流による新たな発想や事業の展開に加

え、定住率の向上が期待できる。 

 

〇移住者生活支援対策事業 

【具体的な事業の内容】 

 移住促進家賃等補助事業、東京圏ＵＩＪ

ターン移住支援事業、地方就職学生支援事

業、移住定住促進事業等の生活支援事業を

実施する。 

【事業の必要性】 

 ＵＩＪターンの初期段階の経済的負担の

軽減を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

収入が不安定になりがちな初期段階を応

援することによって、移住希望者の生活支

援につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

移住・定住 

（つづき） 

〇外国人の移住・定住に向けた多文化共生

事業 

【具体的な事業の内容】 

 外国人移住者のインタビュー集や移住の

手引き等を作成する。 

【事業の必要性】 

 世界各国からの移住を促進し、多文化共

生の社会をつくる必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 産業における担い手不足の解消や世界各

国との交流の促進が期待できる。 

 

○Ｕターン者実家改修補助事業 

【具体的な事業の内容】 

Ｕターン者の住まいを確保することを目

的に、Ｕターン者が町内に居住する親と同

居するために必要な住宅改修費の一部を町

が助成する。 

【事業の必要性】 

定住人口の増加及び地域コミュニティの

活性化を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

Ｕターン希望者の住まいの確保を応援す

ることによって、定住促進につながる。 

 

○若者住宅取得補助事業 

【具体的な事業の内容】 

 町内に住む４０歳未満の者が住宅を取得 

するための購入等費用の一部を町が助成す 

る。 

【事業の必要性】 

 定住人口の増加及び地域コミュニティの 

活性化を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 住宅取得を支援することで移住の促進、 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

移住・定住 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域間交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定住人口の増加、不動産物件の流動化につ 

ながる。 

 

〇特定地域づくり事業 

【具体的な事業の内容】 

特定地域づくり事業を行う事業協同組合

に対して財政的、制度的な支援を行う。 

【事業の必要性】 

人手不足と人口減少に対し、多様な仕事

を組み合わせた安定雇用を創出し、移住促

進と地域経済の活性化を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

地域の多様な産業（農林水産業、商工業、

介護、観光など）の担い手を確保されること

で、地域経済の維持・活性化につながる。 

 

〇姉妹島、姉妹都市交流事業 

【具体的な事業内容】 

 ギリシャミロス島、大阪府茨木市、長崎県

南島原市等との交流事業を実施する。 

【事業の必要性】 

 歴史・文化等でつながる地域との交流を

進め、教育環境等の向上を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 子どもたち等の視野の拡大や豊かな社会

経験につながり、将来の人材育成につなが

る。 

 

〇瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進事業

（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 連携協約に沿って、取組みを進める。 

【事業の必要性】 

 人口減少、少子高齢社会にあっても活力

ある社会経済を維持するための拠点を形成

する必要がある。 

 

 

 

組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

都市圏 

 

 

 

 
島ワーク派

遣事業協同

組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸・高松

広域連携中

枢都市圏 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

地域間交流 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

人材育成 

【見込まれる事業効果等】 

 連携中枢都市圏の生活関連機能のサービ

スの向上が期待できる。 

 

〇せとうち備讃諸島日本遺産推進事業（ソ

フト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 日本遺産ストーリーと構成文化財を活用

した交流人口の拡大、産業の振興等を推進

する。 

【事業の必要性】 

 離島で構成される唯一の日本遺産ブラン

ドを活かしていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

文化の力による人材育成、交流人口の拡

大、郷土愛の醸成等が図られる。 

 

〇自治体間の包括連携協定推進事業 

【具体的な事業内容】 

 航路でつながる自治体が包括連携協定を

締結し、観光振興を含めたさまざまな取組

みを進める。 

【事業の必要性】 

 一つの自治体だけでは対応困難な政策課

題を解決していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 大規模災害発生時に助け合う仕組みや平

時からの情報の交換、地域間交流の促進が

期待できる。 

 

〇地域産業担い手育成事業 

【具体的な事業内容】 

 地域産業の人材育成セミナー等を開講

し、多様な人材を育む。 

【事業の必要性】 

 人口減少によって、地域産業の後継者等 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 
せとうち備

讃諸島日本

遺産推進協

議会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

（つづき） 

 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

人材育成 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の確保が困難になっており、次世代人材を

育む必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域産業の活性化、次世代への承継等が

期待される。 

 

〇地域おこし協力隊等推進事業 

【具体的な事業内容】 

 都市部の有能な人材を呼び込むために地

域おこし協力隊を拡充する。 

【事業の必要性】 

 多様な人材を確保し、さまざまな行政課

題を解決していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域住民の主体的な活動との連携・協働

等によって、新たな視点での地域づくりや

地域人材の育成が期待できる。 

 

〇大学・企業等との包括連携協定推進事業 

【具体的な事業内容】 

 大学、企業等との包括連携協定の拡大を

進める。 

【事業の必要性】 

 地域づくりにおいて、大学、企業等の専門

的知見を活かしていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域人材の育成、関係人口等の拡大のほ

か雇用機会の創出等が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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(4) 公共施設等総合管理計画等との整合 

 個別施設計画名 基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画との整合性 備考 

小豆島町空き家等

対策計画 

地域の実情に応じた

空き家の適正管理を推

進し、空き家の有効活用

による移住・定住の促進

を図る。 

本計画においても、空き家等の適正

管理と有効活用を推進し、移住・定住

の促進を図ることとしている。 
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３．産業の振興  

(1) 現況と問題点  

① 農   業 本町における農業は、平坦地が少なく、耕地が狭小であるという

地形的要因により、農家１戸あたりの経営耕作面積が 30 アール以下

の農家が大部分を占め、零細な経営形態である。 

このような状況の中、池田地区の基幹作物である電照菊について

は、耕地の少ない本町には適した労働集約型の農業で、小豆島全体

における主要な作物の一つである。 

しかし、洋花傾向による業務需要の減少、新興産地の台頭による

産地間競争の激化、さらには市場の大型化・通信販売の普及による

流通の変化、多様化する消費者ニーズへの対応など、産地の課題は

山積している。これらの対策として、生産者の花き用保冷庫の設置、

新品種の導入、省エネ化施設への改修助成などを行ってきた。また、

アスパラガスやイチゴなどの施設園芸に取り組む農家も増えてい

る。今後も、新規就農者の確保、ＩＣＴの活用、農地の集積・集約化

による経営規模の拡大、経営近代化施設の導入、環境型農業の推進

による安全・安心な生花の供給等が求められている。 

果樹については衰退が著しいが、柑橘の新品種の導入等に取り組

んでおり、今後、消費者のニーズに沿った製品化を進め、付加価値

の高い農業を目指す必要がある。 

また、高齢化による担い手の不足が深刻化しているほか、シカや

サル、最近ではイノシシ、ヌートリアなどの有害鳥獣による農作物

被害も多く、営農意欲の減退による農業離れが問題となっている。 

このように大変厳しい環境にあるなかで、美しい景観を保ってい

くためには、農業の保全管理を進め、遊休農地の解消を図るととも

に、持続可能な農業の構築にむけて、人材の確保や近代化設備の導

入、農道等基盤整備を推進する必要がある。 

近年のオリーブ関連商品の人気の高まりによるオリーブの栽培意

欲の向上及び地元企業などによる耕作放棄地を活用したオリーブ栽

培への参入により、オリーブの栽培面積は令和 6 年度に 149 ヘクタ

ールまで拡大し、過去最大の面積となっている。 

一方、近年の健康ブームと地域活性化に向けた６次産業化の流れ

の中で、全国各地においてオリーブ栽培の取組みが始まっている。

このため、オリーブ栽培発祥の地として安住することなく、「オン

リーワン」から「トップワン」を目指す戦略である「オリーブトッ

プワンプロジェクト」を中心に、様々な取組みを進め、オリーブを

島の顔として磨きあげ、ブランド力の向上を図っているところであ

るが、今後も新たな施策を展開していくことが必要となっている。 
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 農業は産業としての価値に加え、島の美しい景観を創りあげると

ともに、生物の多様性の確保や自然環境の保全、グリーンツーリズ

ムや文化活動の推進などにも大きく寄与することから、棚田等の環

境保全事業をはじめ、有害鳥獣対策の推進が重要である。 

 

② 林   業 本町の森林面積は 6,928ha で、町の総面積の 72.5％と多くを占め

ているが､その大部分が痩地で経済林としての価値は低い。山林所有

形態も零細で、針広葉樹を主とした雑木林が多く、松くい虫による

被害もあり、山林の荒廃化が進んでいる。 

また、令和になって「ナラ枯れ」が発生し、島内で拡大している

状況にあり、国・県の補助事業を活用しながら、伐倒等の防除事業

に取り組んでいる。 

森林については、水の安定供給や自然災害の発生防止、生物多様

性の確保や自然環境の保全、良好な景観の形成等において多面的な

機能を有していることから、防除事業や緑化活動の推進、治山治水

事業や林道の整備等を図るとともに、担い手の確保が課題となって

いる。 

 

③ 水 産 業 本町は、播磨灘等の天然の地形を利用し、古くから沿岸漁業の盛

んな地域である。 

しかし、水産業の現状は、輸入水産物の増加による魚価の低迷と

消費者ニーズの多様化に加え、水域環境の変化や乱獲による水産資

源の減少といった外部的要因と、漁業従事者の高齢化や後継者不足

といった内部的要因を抱え、厳しい状況にある。 

昭和から平成にかけては、海苔養殖が盛んであったが、瀬戸内海

の水質の変化による色落ちが発生し、価格競争に苦しんでいる。 

産業活動の基盤となる漁港施設については、老朽化した施設も多

く、漁業活動や防災面においても支障が出ており、持続可能な漁業

の実現に向けて、漁港等の環境整備は引き続き重要な施策となって

いる。 

一方、瀬戸内の旬な魚料理を望む旅行者は多く、漁港景観の魅力

をあわせた体験型の産業へ発展する可能性もあり、漁業の魅力を再

生することが求められている。 

現在、漁業振興協議会が、普及啓発活動をはじめ、漁業の活性化

に向けた取組みをおこなっており、引き続き、瀬戸内海の環境保

全、生産加工施設等の高度化、魚の高付加価値化を推進する必要が

ある。 
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④ 工   業 

 

「醤油」、「佃煮」、「素麺」、「オリーブ」などの食品を中心とした

本町の工業は、地域産業の主軸を担っている。 

しかし、本四架橋や四国横断自動車道などによる高速交通体系の

確立と、それに伴う経済圏の拡大による効果を享受できる立地環境

になく、輸送面において、今後も厳しい産地間競争にさらされるこ

とが予想される。 

また、食生活や嗜好の変化、食事の洋食化によって、出荷額等は

苦戦している状況が長く続いている。 

このような状況にあっても、地域の資源を活用した新製品の開発

や地域ブランドの確立による付加価値の高い製品の開発、都市部で

のＰＲ活動等により、新たな市場の開拓を目指す必要がある。 

幸いにも「和食」が再び脚光を浴びはじめ、佃煮の防災食や宇宙

食への展開、醤油蔵等食品工場の観光資源としての活用など、持続

可能な食品産業のあり方について、新しい取組みもはじまっている。 

今後も香川県発酵食品研究所や小豆オリーブ研究所等との連携に

よって、試験研究等を進め、民間事業者による新たな生産加工施設

等の展開も必要である。 

 

⑤ 企業誘致・ 

起業の促進 

本町の主要産業である食品工業をはじめとして、農漁業、商業、

観光業などの地域産業が厳しい経営環境にあるなか、人口減少によ

って担い手の不足にも直面している。 

島しょ部という地理的なマイナス要因に加え、新型コロナウイル

スの感染拡大等による経済不況も相まって、大規模な企業の誘致は

困難な状況にあるが、情報通信技術を活用したテレワーク等も拡大

していることから、情報通信関連産業の振興を図っていく必要があ

る。 

また、文化、農業、漁業、工業を活用した体験型の観光産業や移

住者の知識・技術を活かしたスモールビジネスの拡大など、島の地

域資源を最大限に活用した産業振興が重要になっており、企業立地

促進条例や地域経済循環創造事業などによる企業誘致、起業の促進

を実施している。 

島の大きな地域資源である「オリーブ」については、県による新

品種開発や品種改良、耕作放棄地を活かした生産拡大を図るととも

に、６次産業化のさらなる推進等をはかり、担い手の育成と農業の

法人化による起業の促進を図っていく。 

このほか、島の温暖少雨な気候を活かした太陽光発電事業は、脱

炭素社会を目指す上で有力なエネルギー源となることから、環境や

景観への負荷に配慮しつつ、良質な企業誘致等に向けて、取組みを
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進める必要がある。 

 

⑥ 商   業 商業については、零細で小規模な商店が多く、人口の減少や大型

スーパー、コンビニエンスストアの台頭によって、減少の一途を辿

ってきたが、移住者の独創的な発想等によって、島の地域資源を活

用した新しい飲食店等の出店が活発化している。 

今後も海の幸、山の幸、伝統・文化等の地域資源を活かした商店

の誕生が交流人口の拡大や地域住民の拠り所の創出につながること

から、さらなる発展が必要である。 

 

⑦ 情報通信産 

 業 

 

本町のＩＴ産業等については、普及していない状況にあるが、最

近では、インターネットを活用したＷＥＢデザイン等のリモートワ

ークも現れており、情報通信産業は、過疎地の地理的制約を克服し、

若者にとっても魅力的な産業分野であることから、まずはテレワー

クやワーケーション等の拡大によって、振興を目指す必要がある。 

また、地域産業における新サービスの創出や生産性の向上による

産業競争力の強化にも期待でき、香川県や高松市、民間事業者との

連携によって取組みを開始することが重要である。 

 さらに、５Ｇ等の移動通信システムの新規展開は、過疎地におい

て、民間事業者の参入が遅れることが多いことから、情報通信基盤

の整備についての働きかけを行っていく。 

 

⑧ 観光・レクリ 

エーション 

本町の観光資源は、寒霞渓をはじめ、オリーブ、小説「二十四の

瞳」の舞台の映画村、自然体験が満喫できる小豆島ふるさと村、醤

油文化が漂う「醤の郷」、中山の棚田と農村歌舞伎、石の文化の日本

遺産など実に豊富であるが、団体旅行から個人旅行への変化やニー

ズの多様化などによって、地域間競争は激化しており、観光地とし

てのさらなる魅力向上と観光施設の老朽化が喫緊の課題である。 

３年に１度の、瀬戸内国際芸術祭の開催等によって、船旅やアー

トを楽しむ観光が少しずつ拡大していたが、新型コロナウイルス感

染症の影響による観光客数の激減など、極めて厳しい状況を経過し、

観光客が回復する一方で、特定の時期に集中する観光客への対応、

地域住民との共存といったいわゆるオーバーツーリズムへの課題が

顕在化してきている。 

２０２４年に、「島は一つ」として観光振興に取り組むため、一般

社団法人小豆島観光協会を中心に、土庄町と連携して、「小豆島観光

ビジョン」を策定した。 
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このビジョンでは「持続可能な島づくり」を目標に掲げ、観光に

より消費される島ではなく、観光により持続できる島を目指すこと

としている。 

 また、様々な視点からの持続可能な観光地域づくりの実現に向け

た取り組みを進めており、２０２４年には、持続可能な観光地の公

式認証機関であるグリーン・デスティネーションズが行う国際認証

制度「グリーン・デスティネーションズアワード」において「小豆

島」としてシルバーアワードを受賞している。 

 今後において、この国際表彰の更なる高みに向けた取り組みを推

進するとともに、国内の先進地として「選ばれる観光地」を目指し

た活動を進める。 

 

⑨ そ の 他 海上交通は、小豆島と島外の主要拠点とを結び、地域住民の日常

生活や社会生活を支えるとともに、地域産業の維持・発展にとって

欠くことのできない極めて重要な社会インフラである。 

また、災害時に道路が崩壊した場合の代替輸送手段としても活用

でき、海上交通とその拠点となる港湾については、防災面において

も重要な機能を担っている。 

しかしながら、港湾については、老朽化が進んでいる施設もあり、

今後の津波・高潮災害等に備えた施設の改良が必要である。 

さらに、クルーズ客船やスーパーヨットの誘致や船舶の大型化に

対応するため、港湾施設の機能高度化が求められており、国、県、

町、事業者等が連携し、対策を進めなければならない。 
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（2）その対策 

① 農   業 

 

◎ 地域計画による農業振興 

高齢化や人口減少により、農業者の減少が懸念されるなか、農

地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取り組みを加速化

することを目的として地域計画が策定された。その過程で浮き彫

りとなった問題に対して、継続して話し合いを行うことにより、

10 年後を見据えた地域農業の推進を図っていく。 

 

◎ 農業基盤の整備 

中山間地域総合整備事業により、農業生産基盤および生活環境

基盤などの整備を総合的に行うとともに、単独県費補助土地改良

事業やため池整備事業等により農業用施設の整備を行う。 

また、近代化設備の導入やＩＣＴ等の活用によって、農業の生

産性や収益性を高め、農業基盤の整備を推進する。 

 

◎ 農地の流動化 

農業経営基盤強化促進法に基づき、農用地利用集積計画による

農地の貸借を積極的に推進するなど、意欲ある農家に農地を集積

し、中核農家の育成を図る。 

農業委員会などの関係機関と連携し、遊休農地の解消に努め、

生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図る。 

土地の有効利用及び農業活性化のため、オリーブ栽培を振興し、

観光資源としても活用する。 

 

◎ 農村環境の保全 

日本型直接支払制度の中山間地域等直接支払制度や多面的機能

支払制度などにより、農業生産活動の維持や農業・農村が有する

多面的機能を確保する。 

 

◎ 担い手の育成 

認定農業者の拡大を目指し、高齢者、女性、ＵＩＪターンによる

新規就農者が活躍する農業を推進し、多様な担い手の確保につな

げる。 

就農･就業相談活動を強化するとともに、就農準備資金・経営開

始資金事業等を通じて、新規就農者を育成し、経営が不安定な就

農直後の所得を確保することで、農業への定着支援を図る。 

 

◎ 有害鳥獣被害防止対策の推進 
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 捕獲・侵入防止・環境づくりの柱によって、鳥獣との共生を推進

し、農業の持続的な発展につなげる。 

 

◎ 中山地区棚田活性化事業の推進 

  棚田の素晴らしい景観を保全し、農村歌舞伎等の伝統文化を確

実に継承する取組みを進める。中山棚田協議会を中心に棚田保全

員や地域おこし協力隊の活用や連携によって、休耕田を解消し、

原風景を守りつつ、棚田米の魅力向上に努め、農業を活かした観

光や交流・関係人口の拡大を図り、棚田の活性化を推進する。 

 

◎ オリーブトップワンプロジェクトの推進 

「研究開発」、「人材育成」、「高付加価値化」、「イメージ戦略」の４

つの柱によってプロジェクトを推進し、「産地の継承」、「人と財を

育む」、「ブランド力の強化」の戦略を実行する。 

 

② 林   業 ◎ ナラ枯れ等の防除事業の推進 

  島内で拡大している「ナラ枯れ」をはじめ、松くい虫等の防除事

業を推進し、森林が有する多面的機能を保全する。 

 

◎ 林業基盤の整備 

山地の荒廃化防止のため、林道、林道橋の整備事業や緑化活動、

治山治水事業の推進を図る。 

 

③ 水 産 業 ◎ 漁業の活性化に向けた普及啓発活動 

  漁師、漁協、レストランオーナー、町で構成する漁業振興協議会

を立ち上げ、小学校への水産出前授業、魚のさばき方教室、地引網

体験など普及啓発活動に取り組んでおり、活動の幅を広げるため、

新たに地域おこし協力隊員を採用し、魚料理の魅力向上に向けた

取組みを進めている。また、養殖漁業等の先進地を視察し、つくる

漁業への拡大に向けて、調査研究と実践活動を推進する。 

 

◎ 漁場等保全事業の推進 

カワウによる漁業被害を防除することで、漁場等保全事業を推

進する。また、香川県との連携によって、水産物の被害防止に取り

組む。 

 

◎ 漁業の経営近代化施設等整備事業の推進 
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  水産物加工販売の強化に向け、鮮魚等の高品質化が可能となる

近代化施設等を整備し、新たな商品の開発による事業拡大を図る。 

 

◎ 販路拡大に向けた海上輸送費の支援 

産地間競争が高まるなか、海上輸送費の支援を通じて、京阪神

方面等への販路を拡大し、収益性の強化を図り、水産業の発展を

目指す。 

 

◎ 漁港の整備 

漁業者の生産性向上を目指し、活力ある漁業活動の基盤づくり

を推進するため、地域の特性を活かした漁港整備に取り組む。ま

た、老朽化した漁港施設も計画的に改修を行い、適正な維持管理

を推進することで、長寿命化につなげる。 

 

◎ 防災対策 

地震、津波、高潮、越波等による災害から漁港施設を守るため、

各種の防災対策事業等を推進する。 

 

④ 工   業 ◎ 地域資源を活かした地場産業の振興 

産業のブランド化を推進し、戦略的な活動を展開することで、

販路を拡大し、地域産業の振興を通じて、稼ぐ力を高め、雇用の確

保を図る。 

 

◎ 創業支援や企業立地等の推進 

   製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館・ホテ

ル業、ゴルフ場業、畜産業、水産業、専門サービス業、社会保険・

社会福祉・介護事業等における新規企業の進出、既存企業の規模

拡大を目指すため、事業者に対する支援等を通じて、地域経済の

発展と雇用機会の拡大を図る。 

 

◎ 都市部での地場産業ＰＲ活動の展開 

スーパーマーケット・トレードショーをはじめ、都市部での物

産展やイベントにおいて、地場産品をＰＲするブース等を設け、

認知度の向上、販路拡大を目指し、ブランド力の向上を図る。 

 

◎ 地域産業担い手育成事業の実施（再掲） 

若手人材の育成を図るため、知識と技能向上を目指した人材育

成を進め、研修会やワークショップの開催、都市部での販売促進
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の実践等を通じて、人材育成に取り組む。 

 

◎ インターンシップ等の推進 

  地域産業の人材確保に向けて、企業等が実施するインターンシ

ップ等に対し支援することで、担い手の確保と産業の持続可能性

を高める。 

 

◎ 新食材の開発による食品産業の高付加価値化の推進 

健康食品へのニーズが高まるなかで、長命草やオリーブといっ

た新たな食材の活用に向けて、調査・研究や商品化を試み、食品

産業の高付加価値化を目指す。 

 

◎ オリーブトップワンプロジェクトの推進（再掲） 

「研究開発」、「人材育成」、「高付加価値化」、「イメージ戦略」

の４つの柱によってプロジェクトを推進し、「産地の継承」、「人

と財を育む」、「ブランド力の強化」の戦略を実行する。 

 

◎ 多文化共生による産業の活性化 

  かがわ外国人相談支援センター等との連携により、外国人労働

者の受入れと共生に向けた取組みを進め、担い手の確保と産業の

活性化を目指す。 

 

◎ 中小企業及び小規模企業への対策 

  生産性向上に資する経営改善や設備投資等に取り組む中小企業

等を支援するため、利子補給等をはじめとする経済対策を実施す

る。 

 

⑤ 企業誘致・ 

起業の促進 

◎ 創業支援や企業立地等の推進（再掲） 

   製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館・ホテ

ル業、ゴルフ場業、畜産業、水産業、専門サービス業、社会保険・

社会福祉・介護事業等における新規企業の進出、既存企業の規模

拡大を目指すため、事業者に対する支援等を通じて、地域経済の

発展と雇用機会の拡大を図る。 

 

◎ 移住者等によるスモールビジネスの推進 

  地域資源を活用した飲食店等の新たな展開など、移住者による

起業等が活発になっていることから、多様な産業分野において、

さらなる拡大を図っていく。 
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◎ 再生可能エネルギーの活用による起業の促進 

  環境、景観への負荷や防災面への影響に配慮しつつ、太陽光発

電事業など、脱炭素社会に向けて、新たな起業を促進する。 

 

⑥ 商   業 ◎ 地域商品券発行事業の展開 

  商工会と連携した商品券事業を通じて、地元商店の維持・確保

を目指す。また、スマートフォン等を活用した電子決済サービス

の導入について、商工会等と連携し、調査・研究を進める。 

 

◎ 移住者等によるスモールビジネスの推進（再掲） 

  地域資源を活用した飲食店等の新たな展開など、移住者による

起業等が活発になっていることから、多様な産業分野において、

さらなる拡大を図っていく。 

 

◎ 中小企業及び小規模企業への対策（再掲） 

  生産性向上に資する経営改善や設備投資等に取り組む中小企業

等を支援するため、利子補給等をはじめとする経済対策を実施す

る。 

 

⑦ 情報通信産 

 業 

◎ テレワークやワーケーション等の拡大 

過疎地の地理的制約を克服し、若者にとっても魅力的な産業分

野であることから、さらなる拡大・振興を図る。また、地域産業に

おける新サービスの創出や生産性向上による産業競争力の強化に

も期待でき、香川県や高松市、民間事業者との連携による取組み

を開始する。 

 

◎ ５Ｇ等の高速移動通信システムの普及促進 

  過疎地においては、民間事業者の参入が遅れることが多いこと 

から、５Ｇ等の高速情報通信基盤の整備・普及について、働きかけ

を行う。 

 

 

 

 

 

 

-46-



⑧ 観光・レクリ

エーション 

◎ 小豆島観光ビジョンに基づく観光事業の推進 

  ２０２４年に策定した小豆島観光ビジョンでは、観光により消

費される島ではなく観光により持続できる島を目指すこととして

おり、ビジョンに定めた基本戦略及びアクションプランの着実な

取り組みを推進する。 

 

◎ 持続可能な観光による島づくりの推進 

  グリーン・デスティネーションズアワードの更なる高みに向け

て、審査結果の分析や必要なガイドラインの制定等のほか、事業

者の主体的な取り組みを支援するなど、持続可能な観光地として

のステップアップを目指す。 

 

◎ 寒霞渓の魅力向上 

  瀬戸内海国立公園を代表する寒霞渓の魅力向上に向けて、官民

連携による登山道及び遊歩道のほか、施設のバリアフリー化など

の環境整備を行うとともに、ジオパークとしての価値、文化遺産

としての価値を深掘りし、アート等の魅力を加えることで、来訪

者の拡大を推進する。 

 

◎ 観光資源の磨き上げによる活性化 

  小豆島オリーブ公園、小豆島ふるさと村、二十四の瞳映画村等

の観光施設において、体験・参加型観光等を充実し、自然、歴史、

文化等を堪能する周遊観光を目指す。また、老朽化による観光施

設の建替等の将来ビジョンについて検討を進めるとともに、その

対策に取り組む。 

 

◎ 地場産業を活かした文化観光の推進 

  醤の郷、素麺工場等を散策・見学し、木桶や素麺の天日干し等の

文化景観を楽しむ知的観光を推進し、景観形成の環境整備に取り

組む。 

 

◎ せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会の持続的発展（再掲） 

  日本遺産ストーリーや構成文化財の魅力を高める活動を２市２

町（岡山県笠岡市、香川県丸亀市、土庄町、小豆島町）で推進し、

交流人口の拡大、産業の活性化、人材育成、郷土愛の醸成等を進め

る。 
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◎ 瀬戸内国際芸術祭の開催等アート交流の推進 

３年に一度、「海の復権」をテーマに、瀬戸内の島々で開催され

る瀬戸内国際芸術祭の持続的発展を目指した取組み等を行い、ア

ートの力による交流の拡大を図る。 

 

◎ 中山地区棚田活性化事業の推進（再掲） 

  棚田の素晴らしい景観を保全し、農村歌舞伎等の伝統文化を確

実に継承する取り組みを進める。棚田保全員や地域おこし協力隊

の活用によって、休耕田を解消し、原風景を守りつつ、棚田米の魅

力向上に努め、農業を活かした観光や交流・関係人口の拡大を図

り、棚田の活性化を推進する。 

 

◎ 港を活用した観光・交流の活性化 

  港は島の玄関であり、交流の拠点としての機能があることか

ら、港の特性にあわせた祭りやイベント等を開催し、交流人口・

関係人口の増加を図り、賑わいを創出する。 

 

◎ クルーズ客船・スーパーヨットの誘致による観光の活性化 

  海と島を堪能するクルーズの魅力を活かし、クルーズ客船やス

ーパーヨットの誘致を推進することで、新たな人の流れを生み出

していく。 

 

◎ 国際観光の推進 

  インバウンド誘致を加速させるため、ニーズ調査、情報発信、

プロモーション、多言語対応やガイド養成等の受入環境整備を展

開することで国際観光の推進を図る。 

 

◎ 情報発信 

  ホームページ、ＳＮＳ、パンフレット、メディア等を活用した

情報発信事業を積極的に展開する。 

 

◎ 観光商談会、エージェント招聘等の推進 

  大都市や海外における大手旅行会社との商談会の開催、新たな

旅行商品開発のためのエージェントの招聘、関係団体との連携に

よる観光誘致キャンペーン等を実施し、観光産業の活性化を目指

す。 
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◎ 農泊事業の展開等、新たな宿泊環境の整備 

  古民家等を活用した農泊事業の推進など、民間活力による新た

な宿泊環境の整備を図る。 

 

◎ Wi-Fi 等インターネット環境の充実 

  町内の観光拠点等に Wi-Fi 環境を整備し、インターネット環境

の充実を図る。 

 

◎ サイクリング環境の充実 

  自転車等を活用した観光振興に向けて、環境整備等を実施す

る。 

 

⑨ そ の 他 ◎ 港湾施設の整備 

港の機能の高度化に向けて、港湾施設等の整備を実施し、地域

住民の社会生活の向上と産業の活性化、交流人口の拡大を目指す。 

 また、維持管理を推進し、港湾の長寿命化を図る。 

 

◎ 防災対策 

地震、津波、高潮、越波等による災害から港湾施設を守るため、

各種の防災対策事業等を推進する。 

 

◎ 減価償却の特例の適用を受けるための広域連携 

  産業の振興にあっては、国の適切な配慮を受けつつ、施策全般

において、香川県、高松市、土庄町、民間事業者など関係団体と連

携して推進する。 
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(3) 計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

(1) 基盤整備 

  農 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林 業 

 

 

 

水産業 

 

 

 

(2) 漁港施設 

漁 港 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 経営近代化

施設 

農 業 

 

水産業 

 

中山間地域総合整備事業 

 

県営ため池等整備事業 

 

ため池等整備事業 

 

農道・水路等土地改良事業 

 

オリーブ生産拡大加速化事業 

 

農産物直売施設等整備事業 

 

林道、林道橋等整備事業 

 

県営治山治水事業 

 

水産業近代化施設等整備事業 

 

水産物直売施設等整備事業 

 

 

漁港整備事業 

 

漁港長寿命化事業 

 

漁港防災対策事業 

 

漁港維持管理事業 

 

 

 

農業生産施設機能高度化事業 

 

漁業生産施設機能高度化事業 

 

県 

 

県 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

県 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

 

町 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(4) 地場産業の

振興 

流通販売施設 

 

(5) 企業誘致 

 

 

 

(6) 起業の促進 

 

 

 

(7) 商   業 

その他 

 

(8) 情報通信産

業 

 

(9) 観光又はレ

クリエーシ

ョン 

 

  

 

 

 

道の駅等地場産品販売施設等整備事業 

 

テレワーク等情報技術活用拠点整備事業 

 

企業立地促進事業 

 

地域経済循環創造事業 

 

空き家等活用事業 

 

 

空き店舗等活用事業 

 

情報通信基盤等整備事業 

 

 

寒霞渓遊歩道等環境整備事業 

 

小豆島オリーブ公園機能高度化事業 

 

小豆島ふるさと村機能高度化事業 

 

二十四の瞳映画村等機能高度化事業 

 

醤の郷景観整備事業 

 

石丁場遊歩道等環境整備事業 

 

瀬戸内国際芸術祭アート作品等整備事業 

 

Wi-Fi 等インターネット環境整備事業 

 

小豆島ふるさと村再整備事業（ハード事業分） 

 

 

町 

 

町 

 

民間 

 

民間 

 

民間 

 

 

民間 

 

民間 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

商工会 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

第 1 次産業 

〇地域計画の適正化等推進事業 

【具体的な事業内容】 

 地域で話し合いを継続して行い、目指すべ

き地域農業を具体化していく。 

【事業の必要性】 

 人口減少や高齢化により農業者の減少が

予想されており、農業を効率的に行うために

は、作成した地域計画をブラッシュアップし

ていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

基盤整備の検討や地域内外からの農地の

受け手を確保し農地の集約化等を図ること

により、地域農業の健全な発展が期待でき

る。 

 

〇農業基盤施設の長寿命化計画等の策定 

【具体的な事業内容】 

 農業の基盤施設の長寿命化に向けた計画

を策定する。 

【事業の必要性】 

 老朽化した施設について、適正な維持管理

を実施するための計画が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 長寿命化等を図ることで、財政負担の低減

と農業の持続的発展が期待できる。 

 

〇農地流動化促進事業 

【具体的な事業内容】 

 農用地利用集積計画による農地の貸借を

促進する。 

【事業の必要性】 

 小規模農家から中核農家へ転換していく

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 意欲ある農家の育成と農地の集積が進む。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

第 1 次産業 

（つづき） 

〇遊休施設整備支援事業 

【具体的な事業内容】 

 農業のスムーズな継承に向けて、園芸施設

等の保全管理に対し助成を行う。 

【事業の必要性】 

 園芸施設等の荒廃を未然に防ぎ、農業の継

承を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 新規就農者の施設への改修投資を抑制し、

優良農地の耕作放棄地の発生防止につなが

る。 

 

〇農村環境の保全事業 

【具体的な事業内容】 

 条件が不利な急傾斜地、緩傾斜地にあって

も耕作が持続するよう、営農集団等が行う草

刈り等の保全管理、減農薬栽培を推進するた

めに、助成を行う。 

【事業の必要性】 

 農業の持続化に向けて、きめ細やかな多面

的な支援が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 農村環境の保全が図られ、耕作放棄地の発

生防止につながる。 

 

〇農業担い手育成事業 

【具体的な事業内容】 

 高齢者、女性、ＵＩＪターン等の新規就農

者を経済的に支援する。 

【事業の必要性】 

 経営が不安定な就農直後の所得を補てん

する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 新規就農者の確保と農業への定着が図ら

れる。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

第 1 次産業 

（つづき） 

〇有害鳥獣被害防止対策事業 

【具体的な事業内容】 

 捕獲、侵入防止、環境づくりの対策の３本

柱によって、農作物と農地被害の防止を図

る。 

【事業の必要性】 

 猪、鹿、猿、ヌートリア等有害鳥獣被害を

解消していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 農業の諦めを防ぎ、耕作のモチベーション

を保つことで、農業の持続的発展につなが

る。 

 

〇水産物海上輸送費支援事業 

【具体的な事業内容】 

 海上輸送費のコスト負担軽減を図る。 

【事業の必要性】 

 産地間競争が高まるなか、離島のハンディ

を克服していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 京阪神方面等への販路拡大につながり、収

益性の強化と水産業の発展につながる。 

 

〇中山地区棚田活性化事業 

【具体的な事業内容】 

 中山千枚田の景観を保全するため、休耕田

を解消し、棚田米の魅力向上を図る。 

【事業の必要性】 

 生産性が低い棚田であっても、景観、文化

等多面的機能を守る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 農業を活かした観光、交流人口・関係人口

の拡大等によって、農村歌舞伎や虫送り等の

伝統・文化が継承され、地域の持続性が高ま

る。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

第 1 次産業 

（つづき） 

〇オリーブトップワンプロジェクト 

【具体的な事業内容】 

 「研究開発」、「人材育成」、「高付加価値化」、

「イメージ戦略」の４つの柱によって、日本

のトップであり続けるよう事業を推進する。 

【事業の必要性】 

 全国各地でオリーブ栽培が広がるなか、オ

リーブ栽培発祥の地として、発展を続ける必

要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 「産地の継承」、「人と財を育む」、「ブラン

ド力の強化」が実現されることによって、オ

リーブの島・小豆島の持続発展性が高まる。 

 

〇ナラ枯れ等防除事業 

【具体的な事業内容】 

 「ナラ枯れ」、「松くい虫被害」の防除事業

を推進する。 

【事業の必要性】 

 豊かな森林を保全し、景観と守るととも

に、山崩れ等の災害を防止する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 自然環境の保全、防災対策が期待できる。 

 

〇林道等長寿命化計画等の策定 

【具体的な事業内容】 

 林道の適正な保全に向けて、維持管理や長

寿命化の計画をつくる。 

【事業の必要性】 

 林道の荒廃化を防ぎ、適正な維持管理を進

める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 コスト負担の平準化をはじめ、森林の保全

等につながる。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

第 1 次産業 

（つづき） 

〇漁業活性化普及啓発事業 

【具体的な事業内容】 

 漁業振興協議会を中心に漁業の再生に向

けて、漁師の意欲向上と担い手育成を目指す

普及啓発活動を推進する。 

【事業の必要性】 

 魚離れ、担い手不足が深刻化するなかで、

漁業の再生を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 多様な関係者が知恵を出し合い、活動を進

めることで、漁業の持続発展性が高まる。 

 

〇漁場等保全事業 

【具体的な事業内容】 

 カワウ駆除を実施するとともに、香川県と

の連携の下、被害防止に取り組む。 

【事業の必要性】 

 香川県内でカワウの頭数が増加したこと

によって、水産物の被害が見られることから

改善の必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 水産物の被害を防止することで、漁場の保

全が図られる。 

 

〇漁港等長寿命化等計画の策定 

【具体的な事業内容】 

 漁港の適正な保全に向けて、維持管理や長

寿命化の計画をつくる。 

【事業の必要性】 

 漁港の荒廃化を防ぎ、適正な維持管理を進

める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 コスト負担の平準化をはじめ、漁港の保全

等につながる。 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

漁業振興

協議会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

第 1 次産業 

（つづき） 

 

 

 

 

 

商工業・ 

６次産業化 

 

○ため池保全管理サポート事業 

【具体的な事業の内容】 

 ため池の劣化状況調査、管理状況調査、管

理者指導・助言を行う。 

【事業の必要性】 

 ため池の適正な管理及び保全を図るため、

町と管理者の相互の連携が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 農業用水の確保とともに、ため池の決壊等

による災害の防止につながる。 

 

〇地域資源を活かした地場産業振興事業 

【具体的な事業内容】 

 産業のブランド化を推進し、戦略的な活動

を展開する。 

【事業の必要性】 

 産地間競争が激化し、出荷額等が停滞する

なかで、新たな販路等を開拓し、知名度向上

を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 稼ぐ力が高まり、雇用の確保が図られるな

ど、地域産業の魅力向上につながる。 

 

〇企業立地促進事業 

【具体的な事業内容】 

 工場、観光施設及び情報処理関連施設に係

る新規企業の進出、既存企業の規模拡大を目

指す。 

【事業の必要性】 

 企業の誘致、他産業への進出、規模拡大等

を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域経済の発展、雇用機会の拡大等につな

がる。 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

商工業・ 

６次産業化 

（つづき） 

〇地域経済循環創造事業 

【具体的な事業内容】 

製造業、情報サービス業等、農林水産物等

販売業、旅館・ホテル業、ゴルフ場業、畜産

業、水産業、専門サービス業、社会保険・社

会福祉・介護等事業における新規企業の進

出、既存企業の規模拡大を目指す。 

【事業の必要性】 

 企業の誘致、他産業への進出、規模拡大等

を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域経済の発展、雇用機会の拡大等につな

がる。 

 

〇事業者販路開拓支援事業 

【具体的な事業内容】 

国内外で新規販路開拓に主体的に取り組

む民間事業者が実施する展示会等への出展

等に係る経費に対して支援を行う。 

【事業の必要性】 

 地場産品の魅力をＰＲし、販路の拡大を図

る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地場産品の認知度の向上、商談機会が拡大

し、地場産業のブランド力が高まる。 

 

〇地場産業ＰＲ事業 

【具体的な事業内容】 

 スーパーマーケット・トレードショー等、

都市部での物産展やイベントにおいて、ＰＲ

活動を実施する。 

【事業の必要性】 

 地場産品の魅力をＰＲし、販路の拡大を図

る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

商工業・ 

６次産業化 

（つづき） 

認知度の向上、商談機会が拡大し、地場産

業のブランド力が高まる。 

 

〇地域産業担い手育成事業（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 地域産業の人材育成セミナー等を開講し、

多様な人材を育む。 

【事業の必要性】 

 人口減少によって、地域産業の後継者等の

確保が困難になっており、次世代人材を育む

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域産業の活性化、次世代への承継等が期

待される。 

 

〇インターンシップ等推進事業 

【具体的な事業内容】 

 人材確保に向けて、企業等が実施するイン

ターンシップに対し、支援を行う。 

【事業の必要性】 

 担い手の確保が困難になるなかで、島外か

ら多様な人材を確保する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 企業の負担軽減が図られ、人材の確保につ

ながる。 

 

〇新食材開発による高付加価値化推進事業 

【具体的な事業内容】 

 長命草やオリーブといった新たな食材を

活用した高付加価値商品をつくる。 

【事業の必要性】 

 健康食品へのニーズが高まるなかで、新た

な商品の開発が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 食品産業の高付加価値化によって、稼ぐ力 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

商工業・ 

６次産業化 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業誘致 

 

 

 

 

 

 

 

 

が高まる。 

 

〇多文化共生による産業活性化事業 

【具体的な事業内容】 

 外国人労働者の受入れと地域での共生に

向けた事業を実施する。 

【事業の必要性】 

 担い手不足を解消するため、外国人労働者

の確保を進め、単なる労働者ではなく、住民

として共生できる仕組みをつくる必要があ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 担い手の確保が図られ、多文化共生のまち

づくりが前進する。 

 

〇中小企業及び小規模企業支援事業 

【具体的な事業内容】 

 中小企業等を支援するため、利子補給等の

対策を講じる。 

【事業の必要性】 

 地域産業の持続性を高め、雇用の確保を図

る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 企業の経営を支援し、財務体質の強化が図

られる。 

 

〇テレワーク促進空き家改修補助事業 

【具体的な事業内容】 

 空き家を購入する事業者等に対し、改修費

と情報通信機器等の整備費を助成する。 

【事業の必要性】 

 企業誘致や移住を促進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 テレワーク等により新しい人の流れが生

み出され、移住者によるスモールビジネスの 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

観 光 

 

拡大が期待される。 

 

○小豆島観光ビジョン推進事業 

【具体的な事業の内容】 

 観光により持続できる島を目指すため、小

豆島観光協会を中心に土庄町と連携して観

光ビジョンを策定、基本戦略等を実行する。 

【事業の必要性】 

 持続可能な島づくりのため、これまで以上

に連携を強化し、観光振興を小豆島全体 

で取り組んでいく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 小豆島の観光施策の指針として、小豆２町 

が観光ビジョンを共有することにより、効果 

的に観光施策を実施できる。 

 

〇持続可能な観光推進事業 

【具体的な事業内容】 

「グリーン・デスティネーションズ」に

よる国際認証を目指した活動を推進する。 

【事業の必要性】 

 持続可能な観光による島づくりを実現し

ていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 ＧＳＴＣ認証によって、選ばれる観光地に

つながり、観光の持続発展性が高まる。 

 

〇醤の郷景観形成等事業 

【具体的な事業内容】 

 醤油工場等の散策や文化景観を楽しむ知

的観光を推進するため、醤の郷の景観づくり

事業を商工会等と連携して実施する。 

【事業の必要性】 

 地域産業の景観等を活かした観光を拡大

する必要がある。 

 

 

町 

協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 

 

 

 

土庄町 

小豆島観

光協会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

観 光 

（つづき） 

【見込まれる事業効果等】 

 食品産業と観光を組み合わせることで、産

業の持続発展性が高まる。 

 

〇石の魅力創造プロジェクト 

【具体的な事業内容】 

 日本遺産ブランドを活かし、石丁場等の

文化遺産を活用した歴史観光を推進する。 

【事業の必要性】 

 石材産業が苦戦するなかで、歴史・文化の

魅力によって、石の再生を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口の拡大、産業の活性化、人材育成、

郷土愛の醸成が図られる。 

 

○寒霞渓の魅力向上事業 

【具体的な事業内容】 

 瀬戸内海国立公園を代表する寒霞渓の魅

力向上に向けた取り組みを推進する。 

【事業の必要性】 

 気候変動等の影響が懸念されるなかで、寒

霞渓全体の再生を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口の拡大、産業の活性化、人材育成、

郷土愛の醸成が図られる。 

 

〇瀬戸内国際芸術祭等アートの推進 

【具体的な事業内容】 

 海と島の復権を目指した芸術祭等を開催

する。 

【事業の必要性】 

 アートや食等によって、地域産業の活性化

を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口・関係人口の拡大、地域産業の活 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

実行委

員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せとうち備

讃諸島日本

遺産推進協

議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土庄町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内国

際芸術祭

実行委員

会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

観 光 

（つづき） 

性化、地域の絆の形成など、持続可能な地域

づくりにつながる。 

 

〇港を活用した観光・交流イベント事業 

【具体的な事業内容】 

 それぞれの港の特性にあわせた祭りやイ

ベントを開催する。 

【事業の必要性】 

 港の賑わいを創出し、航路の持続性を高め

る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口・関係人口が拡大し、物販等によ

り、地場産業の活性化につながる。 

 

〇クルーズ客船・スーパーヨット誘致促進事

業 

【具体的な事業内容】 

 多様な船舶によるクルーズ観光を推進す

る。 

【事業の必要性】 

 地域資源である海を活かした観光を推進

する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 観光客の増加、地場産業の活性化、交流の

促進が図られる。 

 

〇国際観光促進事業 

【具体的な事業内容】 

 インバウンド誘致を加速させるため、ニ

ーズ調査、情報発信、プロモーション、多

言語対応やガイド養成等の受入環境整備

を展開することで国際観光の推進を図る。 

【事業の必要性】 

インバウンド誘致を加速させ来訪者の満

足度を高める必要がある。 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島観 

光協会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

観 光 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見込まれる事業効果等】 

 多様な観光ニーズを把握し、地域資源を活

かした観光戦略の推進により、国際交流の活

性化につながる。 

 

〇多様な媒体を活用した情報発信事業 

【具体的な事業内容】 

 ホームページ、ＳＮＳ、パンフレット、メ

ディア等を活用した情報発信を実施する。 

【事業の必要性】 

 小豆島の認知度向上に向けて、積極的な情

報発信が求められている。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知度向上による観光客の増加につなが

り、観光の持続発展性が向上する。 

 

〇観光商談会・エージェント招聘等推進事業 

【具体的な事業内容】 

 大都市や海外における大手旅行会社との

商談会の開催、新たな旅行商品開発のための

エージェントの招聘、関係団体との連携によ

る観光誘致キャンペーン等を実施する。 

【事業の必要性】 

 誘客に向けて様々な活動を展開する必要

がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 観光客の増加、地場産業の活性化、交流の

促進が図られる。 

 

〇農泊事業の展開等、宿泊環境の開発事業 

【具体的な事業内容】 

 古民家等を活用した農泊事業を開発する

民間企業等を支援する。 

【事業の必要性】 

 宿泊観光の増加を目指し、観光消費単価の 

 

 

 

 

 

町 

協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間 

 

 

 

 

 

 

小豆島観 

光協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島観

光戦略部

会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

観 光 

（つづき） 

 

上昇を目指す必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 空き家、空き地等の活用が推進し、景観保

全につながるほか、多様な宿泊環境を整える

ことができる。 

 

〇サイクリング観光促進事業 

【具体的な事業内容】 

 香川県等と連携し、サイクリング観光の

拡大に向けた環境整備を行う。 

【事業の必要性】 

 島の起伏を活かし、景観を楽しむ観光を促

進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 環境に優しい観光の促進、交流人口の拡大

が図られる。 

 

○小豆島ふるさと村再整備事業（全体整備推

進事業）（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 将来ビジョン、全体整備基本計画を基に、

官民連携の導入に向けた事業者公募をはじ

め、事業用地確定に向けた用地測量、土地鑑

定評価、既存施設の除却等を実施し、再整備

の事業化を進めていく。 

【事業の必要性】 

 多様化する観光ニーズに対応するには、民

間活力を導入し、施設全体の再整備を進めて

いく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

地域の特性や資源を活用した観光コンテ

ンツの造成等、民間事業者のアイデアを用い

た施設整備が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇池田港（小豆島港）再整備事業（ソフト事

業分） 

【具体的な事業内容】 

 島の生活及び経済活動並びに観光振興に

極めて重要な役割を担う池田港に、新たな係

留施設の整備や２次交通の充実を図る再整

備事業を進めていく。 

【事業の必要性】 

船員不足による減便や２次交通の不足な

どの課題を解決し、池田港の機能を維持する

ためには再整備が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

航路維持のほか、多様な船舶の来島機会の

創出により、観光客の増加及び地元産業の活

性化、民間事業者の新規参入など地方創生に

つながる。 

 

〇港湾施設長寿命化等計画策定事業 

【具体的な事業内容】 

港湾の適正な維持管理、機能高度化、長寿

命化等を目指すための基本となる計画を策

定する。 

【事業の必要性】 

 計画性を持った港湾の適正管理等を推進

する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 ライフサイクルコストの抑制につながり、

港湾機能を保持することによって、産業の持

続的発展につながる。 

 

○海岸保全区域等指定図書整備事業 

【具体的な事業内容】 

海岸保全区域と港湾隣接地域の整合性を

図る。 

【事業の必要性】 

港湾整備において適切な海岸保全区域の 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

２ 産業の

振興 

（つづき） 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

 

(11)その他 

    港 湾 

設定が必要である 

【見込まれる事業効果等】 

港湾整備に必要な基礎資料とすることが

できる。 

 

池田港（小豆島港）再整備事業 

 

県営港湾整備事業 

 

港湾整備事業 

 

港湾長寿命化事業 

 

港湾防災対策事業 

 

港湾維持管理事業 

 

 

 

 

 

 

県 

 

県 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

(4) 産業振興促進事項 

産業振興 

促進区域 

業種 振興を促進するために 

行う事業の内容 

計画期間 備 考 

小豆島町 

全域 

製造業、情報サ

ービス業等、農

林水産物等販売

業、旅館業 

 

「上記、(2)その対策、

(3)計画のとおり」 

令和８年４月１日から 

令和１３年３月３１日 

 

 

（5）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画との整合性 備考 

 

小豆島町漁港海岸

長寿命化計画 

漁港海岸等について、

長期的な修繕と更新を

合わせたライフサイク

ルコストの縮減に努め、

施設の長寿命化を図る。 

本計画においても、漁港海岸等の適

切な改良整備、維持修繕に努めること

としており、施設の長寿命化を図るこ

ととしている。 
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小豆島町観光施設

個別施設計画 

観光施設について、
長

期的な修繕と更新を合

わせたライフサイクル

コストの縮減に努め、施

設の長寿命化を図ると

ともに、施設の集約化・

複合化又は機能廃止を

検討する。 

本計画においても、観光施設の適切

かつ効率的な維持管理に努め、施設の

長寿命化を図るとともに、施設の集約

化・複合化又は機能廃止を検討し、そ

の対策に取り組むこととしている。 
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４．地域における情報化 

（1）現況と問題点  

① 情 報 化 本町では、住民生活の向上、地場産業の活性化、観光の振興、医療

体制の充実、地域雇用の創出、地域福祉の充実、行政の情報化、企業

誘致・移住定住の促進等を行っている。 

しかしながら、第５世代移動通信システム（5G）については、整備

されていない地区もあり、民間事業者への働きかけが必要である。 

テレビ放送の受信施設については、デジタル放送への移行による

難視聴等を解消するため、地域の組合が事業主体となって、施設の

運営管理を行っているが、設置から１０年以上が経過し、老朽化へ

の対策が必要になっている。 

防災行政無線は、老朽化に伴う全面更新を実施し、防災情報等の

伝達力の向上を図ったところであるが、今後は適切な維持管理や長

寿命化対策が求められている。 

地域の情報化、デジタル社会の推進は、過疎地域と都市部の格差

是正・解消に大きな役割を果たし、過疎地域においてこそ、進展が

図られるべきものであることから、住民生活の利便性向上や地域産

業の活性化等、地域の持続的発展において重要な施策である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-69-



（2）その対策 

① 情 報 化 

◎ 第５世代移動通信システム（5G）導入の促進 

  ５Ｇの早期導入に向けて、民間事業者への働きかけを実施する。 

 

◎ テレビ共聴施設の安定稼働 

  地域のテレビ組合等が運営管理しているテレビ共聴施設の安定

稼働に向けて、技術的な助言や必要となる支援を検討する。 

 

◎ 防災行政無線の適正管理と長寿命化対策 

  防災行政無線施設の適切な維持管理に努め、施設の老朽化対策

をはじめ、基幹ソフトウエアの更新などを計画的に実施し、長寿

命化による安全・安心な町づくりを推進する。 

 

◎ デジタル技術の利活用 

  医療・福祉の充実、地域産業の活性化、公共交通の高度化、国土

強靭化、教育の向上、移住定住等交流の促進を図るため、デジタル

技術の利活用を推進する。 

 

◎ デジタル人材の育成・確保 

  過疎地域では、デジタル技術に精通した人材が乏しいことから、

人材の育成や都市部等からの招聘による人材確保を進める。 

 

◎ デジタルデバイドの解消 

  高齢者から子どもまで、全ての住民が、安心してデジタル化に

よる便益を享受できるよう、デジタルデバイドの解消や個人情報

の保護等に取り組む。 

 

◎ 自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

  行政のデジタル化に向けて、①自治体の情報システムの標準化・

共通化、②マイナンバーカードの普及促進、③行政手続のオンラ

イン化、④ＡＩの利用促進、⑤テレワークの推進、⑥セキュリティ

対策等を推進する。 

 

◎ 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏を活かした情報化 

  連携協約による情報技術の利活用を推進する。 
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 (3)計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

３ 地域に

おける情

報化 

(1) 電気通信施

設等情報化

のための施

設 

テレビ放送

中継施設 

 

防災行政用 

無線施設 

 

その他の 

情報化の 

ための施設 

 

 

 

 

 

テレビ共聴施設整備事業 

 

 

防災行政無線長寿命化等推進事業（ハード事

業分） 

 

医療ＤＸ化事業（ハード事業分） 

 

かがわ医療情報ネットワーク（K-MIX R）推

進事業 

 

第 5 世代移動通信システム(5G)導入促進事

業 

 

自治体ＤＸ推進事業（ハード事業分） 

 

交通系 IC カード全国共通利用サービス導入

事業（ハード事業分） 

 

バスロケーションシステム導入事業（ハード

事業分） 

 

標準的なバス情報フォーマット導入事業（ハ

ード事業分） 

 

ＩＣＴ教育等推進事業（ハード事業分） 

 

 

 

 

組合 

 

 

町 

 

 

企業団 

 

県 

企業団 

 

民間 

 

 

町 

 

町 

協議会 

 

町 

協議会 

 

町 

民間 

 

町 

 

 

 

 

テレビ共

同組合等 

 

 

 

 

 

小豆島中

央病院企

業団 

 

 

小豆島中

央病院企

業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島地

域公共交

通協議会 

 

 

小豆島地

域公共交

通協議会 

 

 

 

オリーブ

バス 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

３ 地域に

おける情

報化 

（つづき） 

(1)電気通信施

設等情 報化

のため の施

設 

（つづき） 

その他の 

情報化の 

ための施設 

（つづき） 

 

(2) 過疎地域持

続的発展特

別事業 

情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 デジタル

技術活用 

 

テレワーク、ワーケーション等拠点整備事業 

（再掲） 

 

ＩＣＴインフラ等情報技術利活用事業（ハー

ド事業分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇自治体ＤＸ推進事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 政府の掲げる６つの柱に沿って、自治体の

情報化を推進する。 

【事業の必要性】 

 住民生活、産業の活性化等を目指す上で必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 過疎地であっても情報技術等を活用する

ことによって、持続的発展が期待できる。 

 

〇防災行政無線長寿命化等推進事業（ソフト

事業分） 

【具体的な事業内容】 

 防災行政無線システムの長寿命化 

【事業の必要性】 

 基幹ソフトウエア等の更新が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

町 

 

 

町 

都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸・高松

広域連携中

枢都市圏 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

３ 地域に

おける情

報化 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的 発展特

別事業 

（つづき） 

 デジタル

技術活用 

（つづき） 

 

長寿命化によって、機能の向上が図れる。 

 

〇医療ＤＸ化事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院の医療高度化に向けて、国

の政策に基づき遠隔診療等、医療のデジタル

化を推進する。 

【事業の必要性】 

診察の効率化等を進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 医療のデジタル化によって、医療従事者・

患者の負担軽減等が期待できる。 

 

〇かがわ医療情報ネットワーク（K-MIX R）

推進事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院の医療高度化に向けて、か

がわ医療情報ネットワークを活用する。 

【事業の必要性】 

 医療デジタル化を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

ネットワーク化による医療情報の共有を

推進でき、患者の利便性向上や医療の高度化

が図られる。 

 

〇高齢者向けスマホ教室の開催 

【具体的な事業内容】 

 スマホ教室の開催によって、デジタルを活

用した健康づくり・介護予防等を推進する。 

【事業の必要性】 

 高齢者のデジタルデバイド対策の手段及 

 

 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

小豆島中

央病院企

業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島中

央病院企

業団 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

３ 地域に

おける情

報化 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的 発展特

別事業 

（つづき） 

 デジタル

技術活用 

（つづき） 

 

び健康寿命の延伸に向けた取組みとして必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 自身で情報収集を行うことが可能となり、

日々の健康管理や社会とのつながりづくり

による健康寿命の延伸が期待できる。 

 

〇交通系 IC カード全国共通利用サービス導

入事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスに交通系 IC カー

ド（10 カード）システムを導入する。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客、運転手等の利便性向上が必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、高齢者の外出機会の

確保、交流人口の拡大、バスの経営向上につ

ながる。 

 

〇バスロケーションシステム導入事業（ソフ

ト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスにバスロケーショ

ンシステムを導入する。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客の利便性向上および運転手の

負担軽減が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

利便性の向上により、高齢者の外出機会の

確保、交流人口の拡大、バスの経営向上につ 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島地

域公共交

通協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島地

域公共交

通協議会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

３ 地域に

おける情

報化 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的 発展特

別事業 

（つづき） 

 デジタル

技術活用 

（つづき） 

 

ながり、運転手の負担軽減により、運転手の

確保維持につながる。 

 

〇標準的なバス情報フォーマット導入事業 

（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスの時刻表、ルート

等検索システムを導入する。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客の利便性向上が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、バス利用の拡大、経

営向上につながる。 

 

〇ＩＣＴ教育等推進事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 GIGA スクール等ＩＣＴ教育を推進する。

【事業の必要性】 

情報技術を活かし、子どもたちの学びを高

める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 子どもたちの資質・能力の育成が図られ

る。 

 

〇ＩＣＴインフラ等情報技術利活用事業（ソ

フト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 高松市との連携協約を活用し、ＩＣＴを活

用した各種事業を推進する。 

【事業の必要性】 

 行政課題が高度化、複雑化するなかで、情

報技術を活用した課題解決につなげる必要

がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 高松市との連携よる事業推進によって、初 
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民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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オリーブ 

バス 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

３ 地域に

おける情

報化 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的 発展特

別事業 

（つづき） 

 デジタル

技術活用 

（つづき） 

 

期コストの低減をはじめ、広域的な取組みが

実施できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

    

 

当該項目に該当する施設はない 
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５．交通施設の整備、交通手段の確保 

（1）現況と問題点  

① 道 路 

 

道路は、住民生活や経済活動の発展に欠くことの出来ない社会基

盤であり、安全で安心な住民の暮らしを支える最も根幹的施設であ

る。 

自家用車の普及や経済の発展に伴い、交通量が飛躍的に増大して

きており、交通混雑解消を図るために引き続き、基幹道路である国

道４３６号や県道の改良整備を推進するとともに、未舗装などの路

面状況が悪い路線や区画線が確認できない路線の改善、交通隘路区

間等の改良整備、老朽化した橋りょうやトンネル等施設の長寿命化

を含めた町道等の計画的な維持管理が必要となっている。 

また、交通事故防止の観点から、自転車・歩行者の安全確保を図

るため、専用道路の確保を含めた交通安全施設の整備の充実が課題

となっている。 

さらに、基幹道路である国道４３６号及び県道については、災害

時の緊急輸送路であることを踏まえ、国土強靭化の観点から、災害

に強い道路整備が求められているとともに、被災時の避難路や迂回

路等としての役割が期待される町道、里道、農道、農免道路、林道、

臨港道路、漁港関連道についても整備促進が急がれるところである。 

 

② 交 通 離島である小豆島にとって、交通体系の整備は住民生活の利便性

に大きく貢献するとともに、産業立地条件の向上、地場産業の活性

化、観光客の誘致など、島の経済に大きな効果をもたらすものであ

る。 

近年、本町を取り巻く交通体系は、本四架橋及び四国横断自動車

道の整備後、単に時間的距離を短縮するのみならず、人・物・情報

の流れを高速化、広域化するとともに、地域間競争を激化させてい

る。 

また、高速道路料金に係る国の基本方針により、さらに地域間格

差の拡大が懸念されるため、島内外を結ぶ総合的な交通体系の構築

が不可欠となっている。 

路線バスについては、生活様式の変化によるモータリーゼーショ

ンの進展や人口減少などにより利用者の減少が続き、平成２２年３

月をもって民間事業者が路線バスから撤退した。その後、島内唯一

の陸上公共交通機関を維持存続させるため、小豆島町、土庄町、地

域住民の出資により設立された新会社「小豆島オリーブバス株式会

社」が事業を継承している。平成２８年３月２０日からは、同年４

月の小豆島中央病院の開院、さらには平成２９年４月の小豆島中央
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高校の開校に合わせ、利用者の利便性向上のため、運賃の大幅な値

下げと大胆な路線の再編を行った。今後、地域住民の「足」の確保、

さらに瀬戸内国際芸術祭に代表されるイベント等における観光客の

利便性向上の観点から、町として各種利用促進策や利便性向上策を

展開し、地域住民、民間事業者、行政が「協働でつくり育てる公共

交通」を目指す。そのために「小豆島地域公共交通計画」を策定し、

まちづくりと一体となった施策を実施する必要がある。 

また、「働き方改革関連法」の施行や公共交通機関に携わる運転手

等の高齢化に伴い、今後、担い手不足による運転手の確保が懸念さ

れているところである。 

これまでに路線が廃止された地域については、民間事業者への運

行委託や町が独自で町営バスを運行することにより対応してきた

が、町営バス路線については、利用者の減少などから車両のダウン

サイジングを検討するほか、新たな輸送方法（コミュニティバス・

乗合タクシーなど）を検討する必要がある。 

加えて、路線バスを補完するシェアサイクルなど２次交通の充実

を目指すとともに、将来を見据え、持続可能な公共交通を実現する

ため、自動運転や空飛ぶクルマなど先進的な取り組みを調査、研究

し、あらゆる公共交通の持続的な発展を目指す必要がある。 

船舶業界では、昨今の新型コロナによる外出抑制や景気低迷、燃

油高騰の影響を受け、運賃の値上げや減便が行われており、地域住

民の生活や島の経済に大きな影響を与えている。 

島内に６つの港を有し、島内外へのアクセスについては、ある程

度充足が図られていたが、そのうちの１つである草壁港～高松港航

路については、航路事業者が船員の確保が難しくなったとして、平

成２９年８月３１日をもって高速艇運航を休止し、さらに経営難を

理由として令和３年３月３１日をもってフェリー運航が休止される

事態となった。 

魅力的なまちづくりと国土強靭化を両立させるためには、離島の

海の玄関口である港湾施設の耐震化や再整備、渡船施設の充実も視

野にいれなければならない。 

また、国が示している高速道路に係る各種政策により、鉄道やフ

ェリーなど、道路以外の輸送手段への影響は大きく、特に他の地域

とを結ぶ交通手段が航路に限定される本町にあっては、観光や産業

面において、輸送コストに直結することから他地域との競争力の低

下の一因となっている。 
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（2）その対策  

① 道   路 ◎ 全   般 

地形や交通状況等を反映した災害に強い、住民が安心して生活

できる地域の実情に応じた道路整備を促進する。 

新型コロナ収束後の物流・観光等を中心とする経済活動全体の

Ｖ字回復と防災・減災・国土強靭化に資する社会資本整備のため

の安定的、継続的な予算の確保を働きかける。 

また、防災力向上と景観保全を推進するため、無電柱化に取り

組む。 

 

◎ 町道の整備 

地元自治会等からの要望を勘案しつつ、歩行者の安全はもとよ

り、緊急車両の通行や災害時の避難路として円滑に通行できるよ

う、「道路舗装個別施設計画」等に基づいて、補助事業を活用しな

がら計画的な修繕や改良を実施する。 

 

◎ 橋りょう・トンネルの長寿命化 

定期的な点検等を実施し、「橋りょう長寿命化修繕計画」及び「ト

ンネル長寿命化修繕計画」に基づいた計画的な維持管理・補修や

ライフサイクルコストを意識した管理を行い、橋りょう及びトン

ネルの長寿命化を図る。 

 

◎ 国道４３６号の整備 

安田・西村・平木・蒲生地区等の自転車歩行者道等交通安全施

設の整備促進及び改良整備を働きかける。 

市街地における交通安全施設整備の継続を働きかける。 

交通隘路区間である外明神バイパス・橘内間工区の改良整備の

促進を図り、早期供用開始を働きかける。 

交通混雑解消に向け、安田・草壁・平木地区等の交差点改良の

促進を働きかける。 

 

◎ 県道の整備 

坂手港線苗羽地区の交通安全施設（歩道）整備促進を働きかけ

る。 

福田港神懸線は、未改良区間の整備促進を働きかける。 

田浦坂手港線は、大型バスの対向が可能となるよう観光道路と

して全線２車線化を働きかける。 

蒲野西村線・三都港平木線・神浦吉野線は、三都半島循環の主 
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要幹線道路として大型車が安全に通行できるよう整備促進を働

きかける。寒霞渓公園線は、寒霞渓への観光道路として全線２車

線化を働きかける。 

橘大角坂手港線は、一般廃棄物最終処分場へのアクセス道路と

して大型車が通行できるよう整備促進を働きかける。 

土庄福田線は、小豆島の循環道路として整備促進を働きかける。 

 

◎ 集落内の里道・農道・水路の整備 

集落内の里道・農道・水路については、原材料支給制度を活用

し、地域の自立性や一体感を高めるための整備支援を行っていく。 

 

◎ 農免道路・林道等・臨港道路・漁港関連道の整備 

農免道路、林道、林道橋、臨港道路及び漁港関連道の維持修繕

に努め、改良及び保全整備を図る。 

 

② 交 通 ◎ 持続可能な地域公共交通体系の構築 

令和３年１１月に策定した「小豆島地域公共交通計画」により、

小豆島地域公共交通協議会を中心として、航路との連携やアクセ

ス性向上を図るための運行形態の見直しや情報提供の充実による

利便性の向上、キャッシュレス決済の拡充など、ＭａａＳを目指

した、まちづくりと一体的に考えた持続可能な地域公共交通体系

の構築を図る。 

 

◎ 路線バスの維持存続 

島内唯一の陸上公共交通機関である小豆島オリーブバス株式会

社の維持存続を図るため、また、利用しやすい路線バスとなるよ

う、各種利用促進策の導入や新規バスの購入、最適な運行ダイヤ

の改正、通勤・通学定期の割引率などの見直しを事業者に働きか

ける。また、「働き方改革関連法」の施行や高齢化により懸念され

ている運転手の確保対策を実施し、持続可能な公共交通の確立を

目指す。 

ＩＣカードシステムやバスロケーションシステムの導入により

観光客等の路線バス利用者の利便性向上を図る。 

地域の実情に即した効果的な利用促進活動に取り組む団体に対

し活動費を助成する。 

マイバス意識の醸成を図るためのＰＲ活動を実施する。 

小豆島中央高校に通学する高校生に対し、路線バスの利用促進

及び家庭の経済的負担軽減を図り、ＳＤＧｓの観点からも路線バ
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スを利用してもらう目的から通学定期券購入に係る補助を行う。 

 

◎ 交通結節点の整備 

公共交通利用者にとってスムーズな乗り継ぎが可能となるよ

う、拠点施設や待ち合い施設を中心とした施設整備を行う。 

 

◎ 航路の維持 

運航休止となっている草壁高松航路については、新たな航路事

業者の参入などによる航路再開を待つとともに、草壁港の機能強

化を実施し、クルーズ客船やスーパーヨットなど多様な船舶の寄

港による草壁港の活性化、観光振興を図る。 

また、池田港については、島の生活及び経済活動に極めて重要

な役割を担っており、新たな係留施設の整備や２次交通の充実を

図り、既存航路を維持するとともに、多様な船舶の来島機会の創

出により、交流人口の拡大、産業の活性化、民間事業者の新規参

入等を促し、町と島の魅力を高める。 

 

◎ 海上交通網の研究 

各航路についての利用状況を注視する。 

自動運転などの新技術を取り入れた海上交通網を研究する。 

 

◎ 利便性の向上 

船舶のバリアフリー化など、利用者の利便性向上に関する改善

を航路事業者及び関係機関に働きかける。 

路線バスとの連携を強化するよう関係機関に働きかける。 

 

◎ 交通安全の推進 

警察や関係団体が協力し、交通弱者（子ども、高齢者）を中心

に、参加・体験型の交通安全教室を開催するなど、交通安全意識

の啓発に努める。 

交通事故の原因分析を行い、危険箇所へのカーブミラーやガー

ドレールの設置、転落防止柵の設置など、効果的な交通事故予防

対策を推進する。 

歩行者や自転車の交通事故を防止するため、歩道整備や交通危

険箇所の改良を進めるとともに、反射材利用を促進する 

急増する高齢者の交通事故防止のため、自主的に運転免許証を

返納した高齢者に対して支援を行う。 

安全運転意識の向上及び交通事故の減少や被害の軽減等を図る

-81-



ため、マイカーへのドライブレコーダー設置に対しての補助のほ

か、チャイルドシートや自転車用ヘルメット購入に対しての補助

を行う。 
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（3）計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

 

 

 

 

 

 

(1)市町村道 

道 路 

 

 

 

 

 

 

 

橋りょう 

 

その他 

 

 

 

(2)農道 

 

 

 

(3)林道 

 

 

 

(4)漁港関連道 

 

 

 

(5)自動車等 

自動車 

 

 

 

 

 

 

道路新設改良事業 

 

道路維持修繕事業 

 

道路舗装修繕事業 

 

国道４３６号及び県道整備事業 

 

橋りょう長寿命化改修事業 

 

トンネル長寿命化改修事業 

 

交通安全施設整備事業 

 

農道・水路等土地改良事業（再掲） 

 

農免道路維持修繕事業 

 

林道橋長寿命化事業（再掲） 

 

林道維持補修事業 

 

漁港関連道整備事業 

 

漁港関連道維持管理事業 

 

 

町営バス維持管理事業 

 

公用車等更新事業 

 

交通系ＩＣカード全国共通利用サービス

導入事業（ハード事業分）（再掲） 

 

町 

 

町 

 

町 

 

県 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 
県営事業

負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小豆島地域公

共交通協議会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車 

（つづき） 

 

 

 

 

自転車等 

 

 

(6)港湾施設 

 

 

(7)渡船施設 

係留施設 

 

(8)道路整備機 

械等 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バスロケーションシステム導入事業（ハ

ード事業分）（再掲） 

 

標準的なバス情報フォーマット導入事業

（ハード事業分）（再掲） 

 

２次交通整備事業 

 

 

池田港（小豆島港）再整備事業（ハード事

業分） 

 

 

浮桟橋等係留施設整備事業 

 

道路維持修繕機械等更新事業 

 

 

 

 

 

○地域公共交通活性化・再生総合事業 

【具体的な事業内容】 

 「小豆島地域公共交通計画」の策定を

はじめ、公共交通の再生・活性化を図る。 

【事業の必要性】 

 小豆島地域に暮らす、訪れる全ての

人々が安心して利用できる移動手段の確

保、小豆島地域のまちづくりに対応した

公共交通体系の形成が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の高い公共交通サービスを構 

町 

協議会 

 

町 

民間 

 

町 

民間 

 

町 

民間 

 

 

町 

 

町 

 

 

 

 

 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島地域公

共交通協議会 

 

 

オリーブバス 

 

 

交通事業者等 

 

 

交通事業者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小豆島地域公

共交通協議会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築、提供できることにより、利用者の増

加が図られ、健全な公共交通体系の維持

が期待できる。 

 

○交通系ＩＣカード全国共通利用サービ

ス導入事業（ソフト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスに交通系ＩＣ

カード（１０カード）システムを導入す

る。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客、運転手等の利便性向上

に必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、高齢者等の外出

機会の増加、交流・関係人口の拡大、事業

者の経営改善につながる。 

 

〇バスロケーションシステム導入事業

（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスにバスロケー

ションシステムを導入する。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客の利便性向上および運転

手の負担軽減が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、高齢者の外出機

会の確保、交流人口の拡大、バスの経営

向上につながり、運転手の負担軽減によ

り、運転手の確保維持につながる。 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

小豆島地域公

共交通協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

小豆島地域公

共交通協議会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○標準的なバス情報フォーマット導入事

業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスの時刻表やル

ート等検索システムを導入する。 

【事業の必要性】 

住民、観光客の利便性向上に必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、バス利用の拡大、

事業者の経営改善につながる。 

 

○路線バス運行体制維持確保事業 

【具体的な事業内容】 

島内唯一の路線バス事業者である「小

豆島オリーブバス株式会社」の運営体制

の維持を図る。 

【事業の必要性】 

 島内唯一の路線バスの維持を図り、住

民、観光客の移動手段を確保することで、

島内の「足」を守る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

移動手段の確保により、高齢者等の外

出機会の増加、交流・関係人口の拡大に

つながる。 

 

○交通空白地域公共交通確保事業 

【具体的な事業内容】 

 町営バスを運行する。 

【事業の必要性】 

 フィーダー系統としての交通不便地域

に住む住民の「足」の維持（三都西線）と 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

オリーブバス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリーブバス 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内国際芸術祭等における観光客の拠

点施設へのアクセス性や周遊性確保（臨

時線）を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交通空白地域に住む住民の移動手段を

確保し利便性向上を図るとともに、瀬戸

内国際芸術祭における観光客の利便性向

上、地域の活性化につながる。 

 

○交通空白地域公共交通確保事業 

【具体的な事業内容】 

 町営乗合タクシーを運行する。 

【事業の必要性】 

 町営の路線バス廃止に伴う交通空白地

域の住民の「足」の維持を図る必要があ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 交通空白地域に住む住民の移動手段を

確保し利便性向上につながる。 

 

○交通空白地域公共交通確保事業 

【具体的な事業内容】 

 寒霞渓シャトルバスを運行する。 

【事業の必要性】 

 オリーブバス寒霞渓急行線の運行期間

の短縮により、観光地への移動手段を守

る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

名勝寒霞渓への移動手段を確保するこ

とで、観光客の利便性向上、交流・関係人

口の拡大及び地域の活性化につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２次交通整備事業 

【具体的な事業内容】 

 シェアサイクルやレンタルバイク等の

充実を図る。 

【事業の必要性】 

 路線バスでは担えきれない島内の移動

手段を確保するため、２次交通の充実を

図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

さまざまな２次交通を充実すること

は、多様化する公共交通ニーズに対応し、

移動手段の利便性向上、観光交流・関係

人口の拡大、ひいては地域の活性化につ

ながる。 

 

〇池田港（小豆島港）再整備事業（ソフト

事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 島の生活及び経済活動並びに観光振興

に極めて重要な役割を担う池田港に、新

たな係留施設の整備や２次交通の充実を

図る再整備事業を進めていく。 

【事業の必要性】 

船員不足による減便や２次交通の不足

などの課題を解決し、池田港の機能を維

持するためには再整備が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

航路維持のほか、多様な船舶の来島機

会の創出により、観光客の増加及び地元

産業の活性化、民間事業者の新規参入な

ど地方創生につながる。 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通施設維持 

 

○小豆島中央高校通学支援事業 

【具体的な事業内容】 

小豆島中央高校に通う生徒の通学定期

購入に対して助成を行う。 

【事業の必要性】 

 高校生の通学による路線バスの利用促

進及び家庭の経済的負担軽減を図る必要

がある。 

【見込まれる事業効果等】 

路線バス利用者の増加及び事業者の経

営改善、マイカー送迎抑制による脱炭素

効果が期待できる。 

 

○路線バス利用促進事業 

【具体的な事業内容】 

自主的な運転免許の返納を行った高齢

者に対し、公共交通利用促進のためバス

の回数乗車券やタクシー助成券の支給を

行うほか、路線バスの利用促進を図る。 

【事業の必要性】 

 運転免許を返納した高齢者の「足」の

確保と公共交通の利用促進を図る必要が

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

運転免許を返納した高齢者の移動手段

の確保及び公共交通利用者の増加が期待

でき、経営改善につながる。 

 

○橋りょう点検等長寿命化事業 

【具体的な事業内容】 

 橋りょうやトンネル等の長寿命化を図 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

交通施設維持 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るための定期的な点検を実施する。 

【事業の必要性】 

 施設の安全性確認に必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

ライフサイクルコストの縮減が期待で

きる。 

 

○道路新設改良事業（基本設計等） 

【具体的な事業内容】 

 町道の新設改良に係る基本設計等を実

施する。 

【事業の必要性】 

 町道の新設改良に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 住民の利便性向上及びスムーズな道路

交通を維持確保できる。 

 

○林道等点検診断事業 

【具体的な事業内容】 

 林道等の長寿命化を図るため、点検診

断を実施する。 

【事業の必要性】 

林道等の長寿命化に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

ライフサイクルコストの縮減が期待で

きる。 

 

○道路橋りょう河川台帳等整備事業 

【具体的な事業内容】 

 道路や橋りょう、河川等の台帳を整備

する。 

【事業の必要性】 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

交通施設維持 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

道路や橋りょう、河川等の現状を適切

に把握する上で必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 道路や橋りょう、河川等の現状を正確

に把握でき、持続可能な維持管理が期待

できる。 

 

○農道・里道・水路整備に係る原材料支

給事業 

【具体的な事業内容】 

 自治会等が行う農道・里道・水路整備

に対し、原材料（コンクリート等）を支給

する。 

【事業の必要性】 

 自治会等による自主的な施設の維持管

理を促進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

自治会等による自主的な施設の整備が

図られ、地域の一体感の醸成や団結力の

向上につながる。 

 

○ドライブレコーダー設置支援事業 

【具体的な事業内容】 

 マイカーへのドライブレコーダー設置

に対して補助を行う。 

【事業の必要性】 

 交通安全意識の向上及び交通事故抑

制、迅速な事故処理に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

交通事故発生件数の減少につながり、

交通事故死傷者の減少が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

(9)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)その他 

 

 

 

 

○チャイルドシート設置支援事業 

【具体的な事業内容】 

 チャイルドシート購入に対して補助を

行う。 

【事業の必要性】 

交通安全意識の向上に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

交通安全意識の向上及び子育て家庭の

経済的負担軽減につながる。 

 

○自転車用ヘルメット購入支援事業 

【具体的な事業内容】 

自転車用ヘルメット購入に対して補助

を行う。 

【事業の必要性】 

交通事故による被害の軽減を図るため

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

交通安全意識の向上及び安全安心なま

ちづくりにつながる。 

 

バス停等整備事業給事業 

自治会等による自主的な施設の整備が

図られ、地域の一体感の醸成や団結力の

向上につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

小豆島町橋りょう

長寿命化修繕計画 

小豆島町トンネル

長寿命化修繕計画 

小豆島町道路舗装

個別施設計画 

橋りょう、トンネル及

び道路舗装について、長

期的な修繕と更新を合

わせたライフサイクル

コストの縮減に努め、施

設の長寿命化を図る。 

 

本計画においても、橋りょう、トン

ネル及び道路等の適切な改良整備、維

持修繕に努めることとしており、施設

の長寿命化を図ることとしている。 
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６．生活環境の整備 

（1）現況と問題点  

① 水   道 

 

 

水道の整備は、本町の都市基盤の整備、基礎的ライフラインの確

保及び地域経済活動の基盤確立のために特に重要な課題である。新

内海ダムの完成により、島内に４つのダムを有しており、安定水源

は確保できたが、現有の水道設備は、大半が昭和４０年代に整備し

ており、耐用年数を過ぎていることから設備更新が必要となってい

る。 

また、将来の人口減、給水人口の減により、自治体単独経営での

水道経営に課題があったため、県と県内８市８町を構成員として水

道事業を統合することにより、施設の統廃合や業務の効率化、経費

の削減などを目指し、経営基盤の強化を図るため、平成２９年１１

月に「香川県広域水道企業団」が設立され、平成３０年４月に事業

を開始している。 

 

② 下 水 道 本町では、家庭や工場等の排水を処理するための公共下水道や下

水処理施設は整備されていない。そのため、排水処理の方式として

は、各家庭等における合併処理浄化槽の設置が進められている。 

一方で、都市計画区域内の低地帯については浸水対策を講じるた

め、都市下水路やポンプ場が整備されてきたが、近年の異常気象等

による豪雨に対応するために、今後は雨水公共下水道事業を展開し、

既存施設の長寿命化を図る必要がある。 

 

③ 廃棄物処理 本町では、可燃ごみ・不燃ごみの指定袋制度の導入を機に、家庭

から出るごみは、減少傾向にあるが、近年ではライフスタイルの変

化やごみ減量化、ごみ分別に対する住民意識の薄れが見られる。可

燃ごみ、資源ごみについては、それぞれ、小豆地区広域行政事務組

合が運営するごみ処理施設「小豆島クリーンセンター」での焼却処

理や「小豆島リサイクルセンター」でのリサイクルが進められてお

り、民間委託による紙のリサイクルも行われている。 

ごみの減量化意識のさらなる高揚を図るため、平成２７年６月か

ら大型ごみの有料収集制度を開始したが、本町のごみ排出の状況か

ら一層ごみの減量化に関する政策投入が求められている。 

また、本町の最終処分場は、令和４年に小豆島町一般廃棄物最終
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処分場を整備したが、既存の徳本処分場については、埋立処理を継

続して行うことから、老朽化している汚水処理施設の計画的な修繕

が必要となっている。 

さらに、昨今のＳＤＧｓへの取組みから持続可能な社会を実現す

るため、プラスチック資源循環等のごみの減量化策を推進し、最終

処分場の長寿命化を図ることを目的とした中間（破砕選別）処理施

設の整備を広域的に進める必要がある。 

 

④ 火 葬 場 本町は、池田斎場と内海斎苑の２つの火葬場を有している。両施

設とも経年による老朽化がみられ、設備についても定期的な点検や

維持修繕を要しており、基幹改良を含めた長寿命化を図る必要があ

る。また、施設の集約化も検討していかなければならない。 

 

⑤ 消防・防災 本町は、昭和４９年・５１年の二度にわたる大災害を貴重な教訓

として、災害に強いまちづくりを目指し、砂防事業、治山事業、治水

事業、急傾斜地崩壊防止対策事業などの防災施設整備に取り組んで

きた。また、防災意識の高揚を図るため、７月の第２日曜日を「小豆

島町防災の日」と定め、関係機関と連携し、自治会や住民の積極的

な参加のもと、避難訓練や無線通信訓練、避難誘導訓練など総合防

災訓練を毎年実施している。 

しかしながら、離島という特性や特有の地形、地質、人口密集度

を考えると、さらなる防災施設や防災設備の整備（公助の充実）を

図るとともに、自治会や自主防災組織を中心とした地域ぐるみの防

災体制を確立（自助・共助の強化）する必要がある。 

施設整備などのハード面のみならず、防災士や防災リーダーなど

地域防災力の主役となるべき人材の育成や防災研修等の実施、防災

教育の推進など防災・減災・国土強靭化を誰もが身近に感じられる

環境も重要である。 

さらに、今後３０年以内に８０％程度の確率で発生が懸念されて

いる南海トラフ地震に対し、島外からの支援に頼らない防災体制を

構築し、防災備蓄を計画的に進めるなど十分な備えが必要である。 

消防については、常備消防としての小豆地区消防本部を広域で設置

しており、消防・救急等の業務を担っている。今後は、施設、設備、

車両等の長寿命化を図るため、計画的な更新や維持修繕に努めると
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るとともに、広域化、高度化、多様化、デジタル化する業務に対応し

た設備整備や人材の育成を図る必要がある。 

非常備消防については、消防団を設置しており、地域防災力の要

として消防・防災業務にあたっている。高齢化に伴う団員の確保や

施設設備の老朽化が課題となっており、多様な方法による団員確保

策の実施や「消防団施設個別施設計画」等に基づく計画的な施設や

設備、車両等の更新（長寿命化）が必要である。 

防災・減災・国土強靭化を図るため「小豆島町国土強靭化地域計

画」を基本として、「小豆島町地域防災計画」に基づく施策の実現を

目指す。 

 

⑥ 住   宅 本町では、核家族化の進展や少子高齢化により、高齢者世帯が急

激に増加している。 

高齢者が住み慣れた地域の中で自立した生活が送れるためには、

小豆島中央病院を核とした地域包括ケアシステムの確立・実現が求

められており、バリアフリー化などを含めた住宅整備を進めるとと

もに、若者の定住を促進し地域産業の振興を図るために、多様なラ

イフスタイルに応じた住宅の整備が必要となっている。 

一方で、建設から相当年数が経過し、老朽化による劣化が目立つ

町営住宅については、施設の長寿命化を図るため、「小豆島町営住宅

長寿命化計画」に基づき計画的な維持管理に努めるとともに、今後

３０年以内に８０％程度の確率で発生が予想されている南海トラフ

地震に備えた、防災対策や耐震化等を図る必要がある。 

 

⑦ 公園・緑地 公園や緑地は、児童、青少年の健全な遊び場や町民のコミュニケ

ーションの場となるばかりでなく、災害時の避難場所や拠点として

も活用できるなど、多面的な機能を有している。 

本町においては、都市計画を策定する上で公園・緑地などをシン

ボル的な位置付けとして整備してきたが、近年、その老朽化が際立

っており、施設の長寿命化を図るため適切な維持管理が求められて

いる。 

また、住民主体のまちづくりの一環として実施されている緑化推

進運動によって、緑あふれる快適な環境づくりや観光客の憩いの風

景として定着しているが、継続的な運営を図る必要がある。 
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⑧ 環境保全・環境

衛生 

瀬戸内海国立公園内にある豊かな自然環境は本町の財産であり、 

これら先人から受け継いだ財産を地域資源として守り育てること

が、将来にわたり豊かな生活環境の確保に繋がるものと考えられる。 

 一方で、自然環境との共生に配慮した都市的生活環境の整備が不

十分であれば、若者の定住を促進することは極めて困難となる。こ

のため、多様な生活様式の変化に対応した環境保全、環境衛生につ

いて住民の協力と理解を得ながら、基盤整備と啓発に取り組む必要

がある。 

 また、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、瀬戸内海の水質環

境の保全等を進めるとともに、海洋プラスチックなどの漂流ごみ等

の除去や発生抑制等の対策を、国、県と連携して行う必要がある。 
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（2）その対策  

① 水   道 

 

 

◎ 香川県広域水道企業団の設立 

将来的な人口減・給水人口減により、単独自治体での水道事業

経営が困難であることから、県と県内８市８町を構成員として水

道事業を統合することにより、施設の統廃合や業務の効率化、経

費の削減などを目指し、経営基盤の強化を図るため、平成２９年

１１月に「香川県広域水道企業団」が設立され、平成３０年４月

に事業を開始している。 

 

◎ 水資源の確保、老朽管の改良による有収率の向上及び防災対策 

香川県広域水道企業団により、水資源の有効活用の観点から老

朽管の布設替えを計画的に実施し、有収率の向上を図る。 

香川県広域水道企業団により、水質の安全性確保のために浄水

場施設などの整備に努め、経営の効率化を図る。また、耐震性送

水管の布設や浄水場等への発電設備の設置など防災対策の充実を

図る。 

 

② 下 水 道 ◎ 公共下水路の整備、長寿命化 

「小豆島町雨水管理総合計画」に基づき、低地帯の浸水対策を

目的として、雨水排水路及び排水施設の整備を推進する。 

「小豆島町下水道ストックマネジメント計画」に基づき、既存

施設、設備の定期的な点検と計画的な修繕を行い、長寿命化を図

るとともに、今後、耐用年数が経過する施設や設備については、

改築やリプレイスを含めた対策を検討する。 

５箇所あるポンプ場の効率的な運転管理を実施する。 

 

◎ 合併処理浄化槽設置の推進 

合併処理浄化槽の整備を推進するため、設置者に対する補助制

度を継続するとともに、既設単独処理浄化槽撤去費用補助金や、

単独処理浄化槽・くみ取り便槽から転換する際の配管費用補助を

行い、さらなる普及促進を図る。 
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③ 廃棄物処理 ◎ 一般廃棄物の処理 

ごみの減量化とリサイクル率の向上を図るため、プラスチック

使用製品の資源化を含めた不燃ごみの中間（破砕選別）処理施設

の広域的な整備を推進する。 

計画容量に到達することが見込まれる最終処分場については、

埋立処分地の延命のための措置を講じる 

埋立処分地の汚水処理施設について、老朽化の状況を調査し、

計画的な修繕を行う。 

 

◎ し尿処理施設の長寿命化 

みさき園については、引き続き計画的な改修・修繕を行い、大

規模改修も視野に入れた施設の長寿命化を図る。 

 

◎ 塵芥収集車・し尿収集車等の更新 

塵芥収集車及びし尿収集車は、耐用年数の経過や老朽度、収集

計画の変更に応じて、計画的な更新を行う。 

また、し尿収集車両保管庫兼作業員詰所の老朽化対策を行う。 

 

◎ ごみ減量化・分別等の啓発 

ＳＤＧｓに取り組み、持続可能な地域社会の実現を図るため、

住民へのごみの減量化や分別等の啓発を図る。 

 

④ 火 葬 場 ◎ 火葬場の長寿命化 

経年による老朽化が見られる池田斎場と内海斎苑の施設や設

備、機材について、計画的な修繕、更新で長寿命化を図り、適切な

運営管理に努める。 

 

⑤ 消防・防災 ◎ 国土強靭化地域計画の見直し 

国土強靭化に係る各種計画の指針となる「小豆島町国土強靭化

地域計画」について、中長期的かつ広域的な視野に基づき、また、

社会経済情勢、科学的知見等の変化により計画の見直しを図る。 

 

◎ 地域防災計画の修正 

  「小豆島町地域防災計画」が災害の予防対策に一層有効なもの
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となるように、随時的確な修正を行う。 

「小豆島町地域防災計画」に沿って、災害発生危険箇所や避難

場所を掲載したハザードマップや総合防災マップを作成し、住民

に周知啓発を行うことで、防災意識の高揚を図る。 

 

◎ 業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し、研修等の実施 

大規模災害等被災時の行動指針を示した「小豆島町業務継続計

画」について、より実効性を確保するための計画の見直しを行い、

防災研修の実施や危機管理研修プログラムの受講など、職員への

防災意識の高揚を図る。 

 

◎ 災害時における各種対応マニュアル、行動計画等の策定 

多岐にわたる災害時の業務において、誰もがわかりやすく実効

性のある対応マニュアルや行動計画等を策定し、災害時の迅速な

対応を可能とする。 

 

◎ 総合防災訓練の実施、地域防災訓練への支援 

地震・津波災害や豪雨・土砂災害などの想定に基づく総合防災

訓練を継続的に実施し、防災意識の高揚を図る。また、自治会等

が自主的に行う各地域における防災訓練等に対して支援を行い、

自主防災力の強化に努める。 

 

◎ 防災施設等の整備 

安心して住み続けられる環境づくりのために、周辺環境に配慮

した砂防ダムや治山ダム、河川などの整備や災害の激甚化に対応

した改築、改修を関係機関へ働きかけていくとともに、河川、急

傾斜地、排水路などの整備を行う。 

 

◎ 複合災害への備え 

南海トラフ地震をはじめとして、台風、豪雨、洪水、高潮、土砂

災害などの自然災害事象と、新型コロナウイルス感染症などの複

合災害への備えを充実させ、体制の強化を図る。 

 

◎ 防災通信体制、情報収集・伝達体制の確立 
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防災情報システム等による防災情報の迅速な把握に努めるとと

もに、ＡＩやドローンなどの新技術を活用した情報収集方法の検

討を進める。また、防災行政無線設備の適切な維持管理に努める

とともに、新たな情報伝達方法の整備を図り、住民への迅速かつ

的確な情報伝達を行う。 

 

◎ 常備消防の充実 

  広域行政によって運営されている常備消防の施設や設備、車両

や機材等の計画的な修繕による長寿命化や更新を行い、充実を図

る。 

  救急業務の高度化、迅速化と医療機関との連携強化を図る。 

 

◎ 非常備消防の充実 

  町内各事業所と協力、連携し、消防団員の確保に努める。 

  女性消防団、機能別分団、大規模災害団員などの導入や消防団

員の処遇改善、福利厚生などあらゆる施策をもって、消防団員の

維持・確保に努める。 

  「小豆島町消防団施設個別施設計画」に基づいた消防屯所等の

拠点の修繕や建替、設備の計画的な整備、更新を行う。 

 

◎ 自主防災組織の育成 

自主的に開催される訓練や講座への消防職員や町職員の派遣、

資機材購入に対する助成などを行い、自治会、自治消防団、婦人

防火クラブ、少年消防クラブなどの育成と防災意識の高揚を図る。 

また、自分たちの住む地域を守る共助のあり方について、自発

的な防災計画である地区防災計画の策定を推進し、町と自治会等

の相互の協力体制・連携体制を構築し、防災体制の充実を図る。 

 

◎ 避難行動要支援者への対応 

災害時において、高齢者や障がい者をはじめ、日本語が通じな

い外国人などの避難行動要支援者については、特段の配慮が必要

となるため、災害時避難行動要支援者管理システム等を活用して、

避難行動要支援者名簿の作成を速やかに進めるとともに、福祉専

門職や関係機関との連携を図り、要支援者ごとの個別避難計画の
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策定を進める。 

 

◎ 消防施設の整備 

防火水槽や消火栓などの計画的な整備を行い、消防水利の充実

を図るとともに、既存施設の改修や修繕により長寿命化を図る。 

また、消防ポンプ車や消防積載車などの車両や小型動力ポンプ

などの資機材については、適切な維持管理に努めるとともに、耐

用年数を超えたものについて計画的に更新していくなど消防設備

の充実を図る。 

 

◎ 災害応急対策の充実 

地震津波災害や風水害などの自然災害に備え、災害時応急対策

を充実させ、災害時に必要な設備、物品の備蓄に努める。 

 

◎ 定期フェリー航路を活用した災害時支援船 

  官民の連携協定により、大規模災害において、車中泊避難者、

医療・介護・看護の必要な避難者、在宅医療患者等の避難者を定

期フェリーで寄港地に移送し、そこで必要な支援等を行うことで

災害関連死を防ぐ。 

 

◎ 災害拠点施設の整備促進 

災害の拠点施設となる防災センターの整備を検討し、公民館な

どの指定避難所や指定緊急避難場所等へ備蓄物資等を保管する防

災備蓄倉庫の整備を進める。 

災害時に拠点となる施設の耐震化などの防災対策を図る。 

災害時に拠点となる施設の大規模災害時の停電対策として、発

電設備や再生可能エネルギー設備（太陽光発電設備や風力発電設

備など）の設置や適切な維持管理に努めるとともに、蓄電池等の

設置も促進する。 

指定避難所等となる体育館にエアコンを整備し、防災機能の強

化を図り、避難所機能を充実させる。 

 

◎ 危険ブロック塀等の撤去促進 

  沿道に存在する倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去を促進
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し、災害時の緊急輸送路や避難路を確保する。 

 

◎ 公共施設の再編・整備 

  経年により老朽化が著しい公共施設の再編及び整備にあたって

は、耐震性や防災対策を考慮する。 

 

⑥ 住   宅 ◎ 町営住宅の耐震化及び整備・維持管理 

「小豆島町営住宅長寿命化計画」に基づき、安全性確保を目標

とし、補助事業を活用した耐震化や計画的かつ効率的な改修や修

繕、改善事業を実施し、適切な維持管理に努め、町営住宅ストッ

クの長寿命化を図る。 

 

◎ 住宅の耐震化促進 

「小豆島町耐震改修促進計画」に基づき、民間住宅の耐震診断

及び耐震改修に要する費用の一部について助成を行い、住宅の耐

震化の促進を図る。 

 

◎ 一般住宅のリフォーム推進 

町民の生活環境の向上に資するとともに、地域経済の活性化を

図るため、自己の居住に供する住宅に係るリフォームについて助

成金を交付する。 

 

◎ 家具類転倒防止対策の促進 

  地震発生時における家具類の転倒等による被害を軽減するため 

に、居住する住宅に設置する家具類転倒防止器具の購入について

助成金を交付する。 
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⑦ 公園・緑地 ◎ 緑化推進団体の活動 

定着している緑化推進運動は、行政が目指す住民との協働のま

ちづくりのシンボル的な活動であることから、持続可能な活動と

して実施できるようサポートする。 

旧町単位で組織されている団体を、それぞれの長所を活かした

組織への統合を推進し、より持続可能性の高い団体を目指す。 

 

◎ 公園の整備と維持管理 

各施設の定期的な点検を引き続き実施し、計画的な維持補修に

努め、施設の長寿命化を図る。耐用年数を経過している施設につ

いては、補助事業を活用した効率的な改築が実施できるよう検討

する。 

５箇所ある都市公園について、適切な維持管理に努める。 

 

⑧ 環境保全・ 

環境衛生 

◎ 環境美化の推進 

環境美化に関する活動を行うことにより、良好な生活環境の保

全、再資源化の促進及び環境美化意識の高揚を図り、清潔できれ

いなまちづくりを推進する。 

適切な管理が行われていない空き家が増加傾向にあることか

ら、町内の空き家の実態調査を行うとともに、空き家の適正管理

の指導や老朽危険空き家に対する除却費用の補助を行い、良好な

生活環境の確保を推進する。 

 

◎ 水質保全の推進 

内海湾の水質保全意識の高揚のための普及啓発に取り組むとと

もに、本町の実情に適した水質保全対策について検討し推進する。 

工場排水の監視体制強化や生活雑排水の処理に関する啓発に取

り組むなど、適切な排水処理を推進する。また、海洋プラスチッ

クなどの漂流ごみ等の除去や発生抑制等の対策について、国、県

との連携を図る。 

 

◎ 地区衛生組織の充実 

各地区における実情を把握し、地域住民の衛生活動に対する意

識を高め、持続可能な活動が推進できる体制づくりに努める。 
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（3）計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

 

 

 

 

 

 

(1)水道施設 

上水道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)下水処理施設 

公共下水道 

 

 

 

 

(3)廃棄物処理施 

 設 

ごみ処理施設 

 

 

 

 

 

原水設備・導水設備更新事業 

 

浄水場更新事業 

 

配水池設備更新事業 

 

老朽管更新（耐震化）事業 

 

配水池整備事業 

 

配水融通施設更新事業 

 

特設配水管拡張事業 

 

浄水施設防災対策事業 

 

ポンプ場長寿命化事業 

 

雨水公共下水道整備事業 

 

合併処理浄化槽設置整備事業 

 

最終処分場保全事業（一般廃棄物最終処

分場・徳本・吉野地区） 

 

ごみ処理用車両等整備事業 

 

小豆島クリーンセンター長寿命化事業 

 

小豆島クリーンセンター防災対策事業 

 

小豆島リサイクルセンター長寿命化事業 

 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

 
香川県広域

水道企業団 

 
 

香川県広域

水道企業団 

 
香川県広域

水道企業団 

 
 

香川県広域

水道企業団 

 
香川県広域

水道企業団 

 
香川県広域

水道企業団 

 
 

香川県広域

水道企業団 

 
香川県広域

水道企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小豆地区広域

行政事務組合 

 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 

 
 

 

小豆地区広域

行政事務組合 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

(つづき) 

 

 

 

 

 

(3)廃棄物処理施 

 設 

（つづき） 

 

し尿処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)火葬場 

 

(5)消防・防災施 

  設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ中間処理（破砕選別・プラスチック

資源化）施設整備事業（ハード事業分） 

 

 

みさき園長寿命化事業 

 

みさき園防災対策事業 

 

し尿車両等整備事業 

 

し尿収集車両保管庫兼作業員詰所整備事

業 

 

池田斎場・内海斎苑維持修繕事業 

 

防火水槽整備事業（新設・有蓋化等） 

 

防火水槽長寿命化事業 

 

消火栓整備事業 

 

消防団車両等整備事業 

 

消防団施設整備事業 

 

消防団施設長寿命化事業 

 

消防団用資機材整備事業 

 

消防本部指令台整備事業 

 

消防署増改築事業 

 

消防ポンプ自動車整備事業 

 

広域 

 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

小豆地区広域

行政事務組合 

 
 

小豆地区広域

行政事務組合 

 
 

小豆地区広域

行政事務組合 

 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

(つづき) 

 

 

 

 

 

(5)消防・防災施 

  設 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)公営住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高規格救急車整備事業 

 

消防はしご車長寿命化事業 

 

救急資機材整備事業 

 

査察広報車整備事業 

 

救助工作車整備事業 

 

消防救急デジタル無線整備事業 

 

備蓄倉庫整備事業 

 

災害時生活環境持続施設整備事業（トイ

レトレーラー等） 

 

公営住宅改修（修繕）事業 

 

公営住宅長寿命化事業 

 

公営住宅個別改善事業 

 

改良住宅改修（修繕）事業 

 

改良住宅長寿命化事業 

 

改良住宅個別改善事業 

 

更新住宅整備事業 

 

定住促進住宅改修（修繕）事業 

 

定住促進住宅長寿命化事業 

 

定住促進住宅個別改善事業 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

広域 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

小豆地区広域

行政事務組合 

 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 

 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 

 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 

 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 

 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ごみ減量化・分別啓発推進事業 

【具体的な事業内容】 

 ごみの減量化及び分別に関する啓発を

推進する。 

【事業の必要性】 

 持続可能な地域社会の実現のため、住

民への啓発が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

最終処分場など施設の長寿命化が期待

できる。 

 

○ごみ中間処理（破砕選別・プラスチッ

ク資源化）施設整備事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

ごみの減量化とリサイクル率の向上を

図るため、不燃ごみの中間（破砕選別・プ

ラスチック資源化）処理施設の広域的な

整備を推進する。 

【事業の必要性】 

 持続可能な地域社会の実現のため、ご

みの減量化と適切なごみ処理が必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 最終処分場など施設の長寿命化が期待

できる。 

 

○一般住宅リフォーム促進事業 

【具体的な事業内容】 

住宅のリフォーム工事費用の一部を助

成する。 

【事業の必要性】 

 居住者の快適な住環境の維持や地域経

済の活性化に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 居住者の快適な住空間確保を図ること

ができ、地域経済の活性化につながる。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆地区広域

行政事務組合 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

生活 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○まちづくり協議会推進事業 

【具体的な事業内容】 

 老朽化した公営住宅や改良住宅の建替

え等再整備を通したまちづくりを検討 

し、推進する。 

【事業の必要性】 

 住環境の安全性や快適性を確保する必

要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 住環境整備を通して、安全で快適な地

域づくりにつながる。 

 

○民間住宅耐震改修促進事業 

【具体的な事業内容】 

民間住宅の耐震診断及び耐震改修費用

の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

 住宅の耐震性を確保し、居住者の安全

性を図るために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 居住者の安全性を確保し、災害に強い

まちづくりが実現できる。 

 

○町内緑化推進事業 

【具体的な事業内容】 

 町内の緑化推進団体を支援し、緑豊か

な環境づくりを推進する。 

【事業の必要性】 

 ＳＤＧｓへの取組みとして、緑豊かな

環境づくりの必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 緑あふれる環境をつくることで、温室

効果ガス抑制効果があるのみならず、地

域の癒し空間の創出につながる。 

 

○瀬戸内海の環境保全の推進 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

まちづく

り協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-109-



  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

生活 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な事業内容】 

国、県とともに瀬戸内海の水質の適正

保全、海洋環境の維持に努める。 

【事業の必要性】 

ＳＤＧｓの取組みとして、環境保全は

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 持続可能で世界に誇れる瀬戸内海の海

洋環境を実現できるとともに、漁獲量や 

水産物の回復による経済効果も期待でき

る。 

 

○市街地イノシシ等侵入防止対策事業 

【具体的な事業内容】 

 市街地へのイノシシ等有害鳥獣の侵入

を防止する。 

【事業の必要性】 

 イノシシ等有害鳥獣被害をなくすため

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 イノシシ等の侵入危険性を排除するこ

とで、安心安全な生活を維持できる。 

 

○空き家再生等推進事業 

【具体的な事業内容】 

企業が事業拡大等のために取り組む空

き家再生の推進を図る。 

【事業の必要性】 

増大する空き家の利活用・再生事業は

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 空き家活用による企業誘致やテレワー

クの推進、移住・定住の促進につながる。 

 

○町営住宅長寿命化計画策定事業 

【具体的な事業の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

生活 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

危険施設撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町営住宅の維持管理や更新を的確に行

うため、長寿命化計画を策定する。 

【事業の必要性】 

 今後の財政負担を軽減しつつ、変化す 

る町民ニーズ等へ対応していくため、建

替え、個別改善等の事業の手法を定める

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

維持管理事業及び機能更新事業の効率

化並びにライフサイクルコストの縮減等

につながる。 

 

○民間危険ブロック塀等撤去支援事業 

【具体的な事業内容】 

 道路等に面した民間の危険ブロック塀

等の撤去を行う所有者等に対して助成を

行う。 

【事業の必要性】 

 危険ブロック塀の倒壊防止に必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 緊急輸送道路や避難路の安全性や機能

確保につながる。 

 

○公共施設除却事業 

【具体的な事業内容】 

耐用年数を超え老朽化した公共施設の

除却を行う。 

【事業の必要性】 

 災害による倒壊等の被害をなくし、地

域の住環境保全のために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 南海トラフ地震等による建物倒壊等の

被害をなくし、周辺住環境の保全及び跡

地の地域活性化利活用が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

危険施設撤去 

（つづき） 

 

 

 

 

 

防災・防犯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○老朽危険空き家除却支援事業 

【具体的な事業内容】 

老朽化して倒壊などの恐れのある空き

家の除却を促進する。 

【事業の必要性】 

 地域の住環境の向上を図るために必要

である。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域の安全性の確保や治安の維持につ

ながる。 

 

○地域防災訓練支援事業 

【具体的な事業内容】 

自治会等が自主的に行う地域の防災訓

練に際して、実施費用や資機材の購入な

どに助成を行う。 

【事業の必要性】 

 防災意識の高揚を図り、地域の連帯感

を高めるために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域の防災意識の高揚、地域防災力の

強化につながる。 

 

○防災士育成支援事業 

【具体的な事業内容】 

防災士資格取得のための支援を行う。 

【事業の必要性】 

 地域の自主防災リーダーを育成し、地

域防災力強化のために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

地域の防災リーダーによって、災害時

の自主的で迅速な対応につながる。 

 

○家具類転倒防止対策促進事業 

【具体的な事業内容】 

 住宅内の家具類転倒防止を図る器具や 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

防災・防犯 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金具等の購入などに助成を行う。 

【事業の必要性】 

住宅内での被害防止の促進を図るため

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 南海トラフ地震等による被害の軽減に

つながる。 

 

○地域防災計画等改定事業 

【具体的な事業内容】 

 町の防災大綱とも言える国土強靭化地

域計画や地域防災計画等の改定を行う。 

【事業の必要性】 

環境の変化や状況に対応した臨機応変

な計画の改定は必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 防災体制の確立、防災意識の向上につ

ながる。 

 

○ハザードマップ等作成・更新事業 

【具体的な事業内容】 

 災害に応じたハザードマップや総合防

災マップ等の作成・更新を行う。 

【事業の必要性】 

 住民への危険地域や防災情報の周知の

ために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 住民の防災意識の向上や被害の軽減に

つながる。 

 

○防災対応マニュアル等策定事業 

【具体的な事業内容】 

 大規模災害に備えたＢＣＰや防災対応

マニュアルの策定・更新を行う。 

【事業の必要性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

防災・防犯 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災体制の構築・維持のために必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 防災対応の迅速化・的確化につながる。 

 

○雨水公共下水道整備事業 

【具体的な事業内容】 

 雨水浸水対策を実施するポンプ場、水

門、管路等排水施設の新設や長寿命化を

図る。 

【事業の必要性】 

雨水による浸水被害を防止するために

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 浸水被害の常襲地区の解消と継続した

雨水排水機能の確保が図られる。 

 

○防災研修等の実施 

【具体的な事業内容】 

 自治体職員として必要な防災知識等を

習得するため、香川大学等と連携した研

修等を実施する。 

【事業の必要性】 

 多岐にわたる災害時の業務に迅速に対

応できるよう必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

職員一人ひとりが当事者意識を持ち災

害対応に臨むことで、迅速かつ的確な対

応につながる。 

 

○災害時避難支援船推進事業 

【具体的な事業内容】 

 連携協定により、定期フェリーを災害

時に避難支援船として活用する。 

【事業の必要性】 

 広域的な防災連携体制を構築するため 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

委員会 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
災害時支援船

活用委員会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

防災・防犯 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

広域かつより強固な防災体制を構築す

ることができる。 

 

○災害時避難行動要支援者管理システム 

更新等事業 

【具体的な事業内容】 

 災害時避難行動要支援者管理システム

の更新等を図る。 

【事業の必要性】 

高齢者や障がい者、外国人など災害時

に配慮が必要となる方を把握し、個別避

難計画を策定するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

迅速な避難体制の構築につながり、人

命を守ることができる。 

 

○備蓄物資整備事業 

【具体的な事業内容】 

 災害に備え、備蓄物資の整備を行う。 

【事業の必要性】 

 災害発生時、支援物資が届くまでの間、

人命を守るために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 備蓄物資を活用することで、人命を守

ることができる。 

 

○自治会集会所等整備事業 

【具体的な事業内容】 

 自治会集会所等の改修、備品購入や自

治会が設置する防犯カメラへの助成を行

う。 

【事業の必要性】 

 地域活動の活性化と地域の防犯に必要

である。 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

(7)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

防災・防犯 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)その他 

 

 

 

【見込まれる事業効果等】 

集会所等が快適になることで、地域の

団体による活動活性化につながり、犯罪

発生の抑制により安全安心が期待でき

る。 

 

○防犯灯設置支援事業 

【具体的な事業内容】 

 道路等を照らす防犯灯の設置に対して

助成を行う。 

【事業の必要性】 

 安心安全で明るいまちづくりのために

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

安心安全で明るいまちづくりにつなが

る。 

 

○防犯カメラ等設置推進事業 

【具体的な事業内容】 

 町内の拠点への防犯カメラの設置を推

進する。 

【事業の必要性】 

安心安全に暮らせるまちづくりのため

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

犯罪の抑制につながり、安心安全なま

ちづくりを実現できる。 

 

○県営の海岸改修・急傾斜地崩壊防止対

策事業 

 

○河川等維持・改修事業 

 

○交通安全施設整備事業 

 

○防災倉庫等整備事業 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

 

 

町 

 

町 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

 

(8)その他 

（つづき） 

 

○急傾斜地崩壊防止対策事業 

 

○避難所エアコン等整備事業 

 

町 

 

町 

 

 

 

（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

小豆島町雨水管理

総合計画 

小豆島町下水道ス

トックマネジメン

ト計画 

小豆島町消防団施

設個別施設計画 

小豆島町営住宅長

寿命化計画 

 

公共下水路、消防団施

設及び町営住宅につい

て、長期的な修繕と更新

を合わせたライフサイ

クルコストの縮減に努

め、施設の長寿命化を図

る。 

 

本計画においても、公共下水路、消

防団施設及び町営住宅等の適切な改

良整備、維持修繕に努めることとして

おり、施設の長寿命化を図ることとし

ている。 
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（1）現況と問題点  

① 高齢者福祉 本町における高齢者人口は、平成２８年に６，１６６人とピーク

に達し、その後減少傾向となっているが、高齢者の中でも特に医療

や介護が必要となる７５歳以上の人口は今後も高い水準を維持し、

生産年齢人口の急減により高齢化率はさらに上昇する見込みであ

る。 

こうした状況の中、住み慣れた地域で健康で安心して歳を重ねる

ことができる“幸齢社会”の実現を基本方針とした「第９期小豆島

町介護保険事業計画・老人福祉計画」を策定し、この計画に沿って

様々な施策に取り組んでいる。 

高齢化の進展により、介護を必要としない高齢者が、今後も生き

生きとした生活が送れるよう、就労や社会参加の支援など多様な取

組みが求められるほか、増加傾向である身寄りのない高齢者や認知

症高齢者に対する施策の充実を図る必要がある。 

 

② 母子等、児童 

福祉の充実 

長引く景気の低迷や雇用状況の悪化により、若者の晩婚化や出生

率の低下が進み、少子化が問題となっている。 

そのため、高齢者に対する施策と並行して、若者の定住を図り、

次代を担う子どもを安心して産み育てられる環境をつくるための施

策が必要となっている。 

出生率の低下により乳幼児数は減少しているが、保育の需要は高

く、核家族化の進展と女性の社会進出により、多様な保育形態が求

められている。今後は、子ども・子育て支援法に基づく、子ども・子

育て支援事業計画を兼ねた「小豆島町すくすく子育ち応援アクショ

ンプラン」を指針として、施策を展開していく。 

また、子どもを持つ家庭は、家計、仕事、教育や夫婦間・親子間・

親族間の問題など、多くの悩みを抱えているため、経済的負担の軽

減を図る施策を展開するほか、相談支援体制を充実し、関係機関と

連携しながら地域全体で子育てを支援する必要がある。 
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③ 障がい者支援 障害者総合支援法による在宅サービスや施設サービスなどの各種

サービスを少ない社会資源の中で提供しているが、高齢化社会が急

速に進む中、障がい者自身や介護者の高齢化も進んでいる状態であ

り、今後も多様な福祉サービスが求められるなど、障がい者への対

応は地域全体の重要な課題となっている。 

本町においては、誰もが安心して住み慣れた地域で過ごせるまち

づくりを目指して、「小豆島町第５期障害者計画・第７期障害福祉計

画・第３期障害児計画」を策定し、障がい福祉施策を進めている。 

 

④ 保   健 少子高齢化が進む本町で、医療・福祉の充実は不可欠であるが、

それと同時に、住民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むこ

とのできる体制整備が必要となっている。 

本町においては、令和７年度に「小豆島町にこにこプラン２１」

を策定し、７の健康指標における令和１８年度までの目標設定と、

妊娠期から高齢期までの各ライフステージに応じた実践指針を示し

ている。 

各妊産婦及び乳幼児を対象とした母子保健事業と成人保健事業、

予防接種事業などで、個人・集団・地域を対象として実施している

が、母子では育児支援の必要なケースの増加、成人では各種がん検

診受診率の低迷及び感染症の発症などに対する施策の必要性が高ま

っている。 

このような状況の中、疾病の早期発見・早期治療を目的とした事

業の実施とともに、病気そのものの発症を予防する「一次予防」に

重点を置き、健康で生き生きと生活できる「健康寿命」の延伸を目

標に事業を推進していくことが必要である。 
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（2）その対策  

① 高齢者福祉 ◎ 地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進 

 多職種と地域住民が連携し、小豆島全体で健康寿命の延伸、地

域力の向上を図る。 

 

◎ 地域支援事業の効果的な実施 

介護保険法における地域支援事業の効果的な実施を目指し、介

護予防事業を実施する。 

要介護状態となっても、可能な限り地域で自立した生活が送れ

るよう、各種事業を展開する。 

 

◎ 元気高齢者が活躍できるまちづくり 

高齢者のまちづくり活動への参画や世代間交流の促進など、各

関係機関と連携し、老人クラブやサロン活動を支援するとともに

活動拠点の拡充を図る。 

公民館や高齢者の通いの場を拠点とした生涯学習や地域の文

化・伝統芸能の伝承活動など、高齢者の学習・発表の場の充実を

図る。 

高齢者の働く場や機会の拡充を図るため、シルバー人材センタ

ーの取組みを支援する。 

 

◎ 生活支援事業の充実 

 町内に居住する高齢者の要介護状態の軽減、悪化の防止及び地

域での日常生活を支援する。 

 

◎ 介護サービスの維持・人材確保 

介護サービスの維持を図るとともに、その基盤となる介護従事

者の確保・定着に向けた取組みを推進する。 

 

◎ 介護給付等費用適正化事業の推進 

介護給付について、不要なサービスが提供されていないかの検

証や介護保険制度の趣旨の徹底、利用者に適切なサービスを提供

できる環境整備を図り、介護給付費適正化を推進する。 

 

◎ 第９期介護保険事業計画・老人福祉計画の策定と更新 

令和６年度から令和８年度までの３年間を対象として策定した

計画に基づき、現状分析と将来予測を的確に行い、新しい目標の

設定と施策を実行する。 
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 また、３年毎（令和８年度・令和１１年度）に計画を更新する。 

 

② 母子等、児童 

福祉の充実 

◎ すくすく子育ちアクションプラン（子ども・子育て支援事業計

画）の推進 

本プランを子育ち応援、子育て支援の指針とし、基本施策や重

点事業の実施により、安心して子どもを産み育てることができる

「子育ち応援社会」の構築を目指す。 

 

◎ 子育て支援 

地域社会で子育てを支援する基礎を形成するため、子育て家庭

に対する育児相談や情報提供、子育てサークルや子どもの居場所

づくりなどへの支援を行う。 

夫婦共働き家庭などに対応するため、預かり保育や障がい児保

育は継続して実施するとともに、多様な保育サービスの提供につ

いて検討を行う。 

病児、病後児保育については、引き続き実施し、通院サービス

も含めて、利用者の利便性向上を図る。 

施設の改善や教材・教具の充実など、保育環境の整備を図る。 

特別な保育を必要とする園児等に対する支援策を推進する。 

 

◎ 認定こども園の推進 

内海地区の幼稚園・保育所を集約する方向で検討を進め、認定

こども園化を目指す。また、小豆島こどもセンターの認定こども

園への移行を検討する。 

 

◎ 保健医療体制の充実 

母子家庭等の医療費を公費負担することにより、健全育成に努

める。 

子ども医療費の無料化を継続するなど、子どもを持つ家庭の経

済的負担を軽減する施策の充実に向けた検討を行う。 
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③ 障がい者支援 ◎ 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の推進 

「小豆島町障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」を基本

として、障がい者にとって住みよいまちづくりを進める。 

 

◎ 福祉サービスの充実 

福祉サービスを継続して実施し、住み慣れた地域で自立した生

活が送れるよう障害者やその家族のニーズに沿った支援を行う。 

地域生活支援事業での相談支援事業や日常生活用具の給付など

については、地域の実態にあった事業の実施に努める。 

制度改正など、福祉に関する情報発信を行うとともに、関係機

関と連携し、あらゆる相談に対応できるよう相談支援体制の強化

を図る。 

施設や在宅における障がい者の生活の場が確保できるよう、支

援する。 

 

◎ 障がい者の自立支援 

障がいの軽減を目指し、早期リハビリや治療が受けられるよう

支援を行い、将来的な介護者の負担軽減を図る。 

県や関係福祉団体などと緊密に連携をとりながら、障がい者の

はたらく場を確保し、社会参加や地域で安心して暮らせるよう支

援する。 

 

④ 保   健 ◎ 各種がん検診受診率の向上 

がん検診の啓発活動や検診体制の充実を図り、各種検診の受診

率を向上させる。 

 

◎ 生活習慣病予防を中心とした健康づくり推進事業の展開 

住民自らが自主的に健康づくりに取り組めるよう、関係機関と

の連携を図る。また、あいいく会や食生活改善推進協議会などの

地区組織を育成・充実し、町民の健康意識の向上を図る。 

 

◎ 母子の健康づくり支援事業の推進 

妊娠中の適切な健康管理及び安全・安心な出産のため、健診費

用や島外医療機関への交通費・滞在費等の支援を継続実施すると

ともに、育児支援のための各種相談教育事業及び健診事業、予防

接種事業、産後ケア事業の充実を図り、母子の健康づくりの支援

を行う。 
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(3) 計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)児童福祉施 

  設 

保育所 

 

児童館 

 

(2)認定こども

園 

 

 

(3)高齢者福祉

施設 

その他 

 

(4)障害者福祉 

施設 

その他 

 

 

 

 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉施設維持管理事業 

 

児童館維持管理事業 

 

内海地区認定こども園整備事業 

 

小豆島こどもセンター機能高度化事業 

 

 

 

介護保険施設等長寿命化・集約化事業 

 

 

 

障害者支援施設グループホーム等整備事業 

 

障害者支援施設バリアフリー化等推進事業 

 

障害児通所支援サービス整備事業 

 

 

 

 

○病児・病後児保育推進事業 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院内「オリーブキッズ」で実

施する。 

【事業の必要性】 

 体調不良の子どもを保護者が保育できな

い場合に、保護者に代わり保育する。 

【見込まれる事業効果等】 

 保育環境を充実させることにより、子ども

の健やかな成長と、保護者の子育て支援につ 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

 

町 

 

 

 

民間 

 

民間 

 

民間 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

児童福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ながる。 

 

○特定不妊治療助成事業 

【具体的な事業内容】 

 特定不妊治療費を助成する。 

【事業の必要性】 

 不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減

を図る。 

【見込まれる事業効果等】 

 赤ちゃんを望む夫婦への経済的負担の軽

減を図り、子どもを生み育てることを支援す

る。 

 

○５歳児健診・相談事業 

【具体的な事業内容】 

 町独自で５歳児健診を実施、検診後のサポ

ートとして育児相談等を開催する。 

【事業の必要性】 

 保護者の育児に対する悩み、不安の解消に

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

子どもたちが健やかに成長・発達し、保護

者が安心して子育てできる環境づくりにつ

ながる。 

 

○家庭保育サポート事業 

【具体的な事業内容】 

 一時的に保育が困難になった児童を預か

り、保護者を支援する。 

【事業の必要性】 

 保護者の疾病、入院、育児疲れ等により一

時的に預けられる保育環境が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 共働き世帯でも子育てしやすい環境を作

り、子育て世代の社会参加の促進を図る。 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

 （つづき） 

児童福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○オリーブの島保育合宿事業 

【具体的な事業内容】 

 香川大学教育学部の学生が町内の保育現

場に入り、園児たちとふれあいながら職員と

情報交換する保育実習を行う。 

【事業の必要性】 

 保育士、学生相互の保育力向上及び大学 

との連携強化のために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 現場の職員と幼児教育を学ぶ学生が交流

することにより就学前教育の質の向上と小

豆島町の保育士確保を図る。 

 

○子ども医療費給付事業 

【具体的な事業内容】 

子どもの誕生から高校卒業までの医療費

の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

 子育て世代の医療費負担の軽減に必要で

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

 子育て世代の経済的負担を軽減し、子ども

たちが夢を持って健やかに成長するよう応

援する。 

 

○ひとり親家庭等医療費給付事業 

【具体的な事業内容】 

高校卒業までの子どもを養育するひとり

親家庭等の医療費の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

 ひとり親家庭等の医療費負担の軽減に必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、子

どもたちが夢を持って健やかに成長するよ

う応援する。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

児童福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

高齢者・障害者

福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○こども食堂支援事業 

【具体的な事業内容】 

 こども食堂を運営する団体等に対し、事業

に要する費用の一部を補助する。 

【事業の必要性】 

子どもが安心できる居場所を提供するた

め、安定的な運営を支援する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

栄養ある食事や安心できる居場所を提供

することで、子どもの健全な成長につなが

る。 

 

○高齢者就業機会確保事業 

【具体的な事業内容】 

 シルバー人材センターの活動を支援する。 

【事業の必要性】 

 意欲ある高齢者の就労機会の確保が必要

である。 

【見込まれる事業効果等】 

培ってきた知識や経験を活かせる高齢者

の活躍を推進する。 

 

○緊急通報体制等整備事業 

【具体的な事業内容】 

 65 歳以上のひとり暮らしで日常生活に不

安がある方を対象に、緊急通報装置を貸与す

る。 

【事業の必要性】 

 ひとり暮らしで近隣に介護者のいない場

合に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 日常生活において急病や災害などの緊急

事態への不安の解消が図られる。 

 

○福祉電話設置事業 

【具体的な事業内容】 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-126-



  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 歳以上のひとり暮らし等で、電話の設

置が困難かつ必要な方を対象に、福祉電話を

設置する。 

【事業の必要性】 

 高齢者のみの世帯で近隣に介護者のいな

い場合に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 在宅生活において連絡手段が確保できる

ことから、緊急時等の不安解消が図られる。 

 

○生活支援事業 

【具体的な事業内容】 

 ひとり暮らし高齢者等に対し、軽度家事支

援サービス、配食サービスを実施する。 

【事業の必要性】 

 高齢者が在宅での自立した生活を継続す

るために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 要介護状態への進行・悪化を防止し、栄養

バランスの取れた食事、安否確認によって、

在宅生活を継続することができる。 

 

○高齢者訪問事業 

【具体的な事業内容】 

 100 歳以上の高齢者を町長が訪問し、記念

品を渡す。 

【事業の必要性】 

 長年社会に貢献してきた高齢者の長寿を

祝い、感謝の気持ちを直接伝えるために必要

である。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域との交流が少ない高齢者にとって、町

長との会話や訪問は孤独感を軽減し、高齢者

の生きがいや社会参加を促す。 

 

○老人保護措置事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-127-



  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な事業内容】 

 環境上・経済的理由等により居宅での生活

が困難な者に対して、養護老人ホーム等への

入所措置を図る。 

【事業の必要性】 

 虚弱高齢者等が安定した生活を送るため

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 施設での適切な生活環境の下、安心安定し

た日常生活を送ることができる。 

 

○老人クラブ活動等事業 

【具体的な事業内容】 

 それぞれの地域で組織し、みずからの生き

がいを高め、健康づくりを進める活動に取り

組む。 

【事業の必要性】 

高齢者の状態に応じた趣味活動や社会参

加の場が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 培ってきた知識や経験を活かせる高齢者

の活躍を推進する。 

 

○高齢者福祉施設等再整備支援事業 

【具体的な事業内容】 

 国、県等の補助金を活用し、高齢者福祉施

設等の再整備に対する支援を行う。 

【事業の必要性】 

 経年により老朽化した高齢者福祉施設の

再整備に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 入所者の安全安心を守り、持続可能な高齢

者福祉施策の推進が図られる。 

 

○障害福祉計画等策定事業 

【具体的な事業内容】 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス、地域生活支援事業の提

供体制の確保等、障害児通所支援等の提供体

制の確保等を定める。 

【事業の必要性】 

 障害者福祉の推進のため必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 障害者へのニーズ調査や有識者の意見を

もとに計画的な福祉施策の推進が図られる。 

 

○介護人材確保事業 

【具体的な事業内容】 

 研修費用の助成によって、介護職員の確保

や資質向上を図る。 

【事業の必要性】 

 慢性的な人手不足である介護業界を支え

る人材を確保するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 人材を確保することで、持続可能な介護施

策の推進が図られる。 

 

○介護職員初任者研修開催事業 

【具体的な事業内容】 

 島内で介護職員初任者研修を開催する。 

【事業の必要性】 

 慢性的な人手不足である介護業界を支え

る人材を確保するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 島内での開催により、時間的、経済的な負

担を軽減し、人材確保・資質向上が図られる。 

 

○重度心身障害者等医療費給付事業 

【具体的な事業内容】 

一定以上の障害がある者に対して医療費

の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

障害者の医療費負担の軽減に必要である。 
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土庄町

と合同

開催 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見込まれる事業効果等】 

 障害者の健康保持と経済的負担の軽減に

より生活の安定化が図られる。 

 

○障害児島外通院等交通費補助事業 

【具体的な事業内容】 

一定以上の障害等を有する児童を養育す

る者に対して、島外への通院等にかかる交通

費を補助する。 

【事業の必要性】 

島外への通院等が必要な障害児を養育す

る世帯への経済的負担の軽減に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 障害児が早期の治療や療育を受けること

ができ、障害児の福祉の向上が図られる。 

 

○通院等困難者支援事業 

【具体的な事業内容】 

バス利用が困難な高齢者、障害者等に対し

て、小豆郡内での通院等に要するタクシー料

金の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

通院が必要な高齢者、障害者の経済的負担

の軽減に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

高齢者、障害者の健康保持と経済的負担の

軽減により生活の安定化が図られる。 

 

〇高齢者向けスマホ教室の開催（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 スマホ教室の開催によって、デジタルを活

用した健康づくり・介護予防等を推進する。 

【事業の必要性】 

 高齢者のデジタルデバイド対策の手段及

び健康寿命の延伸に向けた取組みとして必

要である。 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

健康づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見込まれる事業効果等】 

 自身で情報収集を行うことが可能となり、

日々の健康管理や社会とのつながりづくり

による健康寿命の延伸が期待できる。 

 

 

 

 

〇健康づくりのリーダー養成・自主的な健康

づくりの推進 

【具体的な事業内容】 

 町内で健康づくりのリーダーを養成する

ため、オリーブ健康塾や食生活改善推進員養

成講座等の実施により、自主的な健康づくり

を推進する。 

【事業の必要性】 

 受け身ではなく、自ら積極的に地域の住民

を巻き込みながら、健康づくりのリーダーと

なる人材育成が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

健康寿命の延伸により、医療・介護費用の

削減が期待できる。 

 

〇小豆島町にこにこプラン２１実施事業 

【具体的な事業内容】 

子どもから高齢者まで、全ての住民が健や

かで心豊かに生活できることを目指し、健康

や食、こころの健康に関する理解を深める。 

【事業の必要性】 

生活習慣病の増加や運動不足、喫煙、オー

ラルフレイル、特定健診・がん検診の受診率、

こころの健康等の多岐にわたる食と健康問

題に取り組む必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

誰もが生きがいを持って安心して暮らせ

る魅力ある地域社会が構築され、将来的な医 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

健康づくり 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

療費や介護費用の削減が図られる。 

 

 

○出産子育て応援給付金事業 

【具体的な事業内容】 

 妊娠期から出産・子育てまで身近な伴走型

相談支援と経済的支援を一体的に実施する。 

【事業の必要性】 

 子育て家庭の精神的・経済的負担の軽減を

図る。 

【見込まれる事業効果等】 

子育て家庭の負担軽減を図ることで、安心

して子どもを生み育てられる環境づくりに

つながる。 

 

○出産費用補助事業 

【具体的な事業内容】 

 セミオープンシステムを利用し、島外の連

携病院で出産する妊婦に対し、連携病院での

妊婦健診等にかかる交通費及び連携病院で

出産するための事前滞在費用等を補助する。 

【事業の必要性】 

 島外連携病院で出産する妊婦の経済的負

担の軽減を図る。 

【見込まれる事業効果等】 

妊婦への経済的負担を軽減することで、健

全で安心した出産体制の確保につながる。 

 

○社会福祉協議会補助事業 

【具体的な事業内容】 

行政が実施する各種社会福祉制度だけで

は対応できない、福祉の隙間に対する社会福

祉活動事業や情報提供、協議会の運営を助成

する。 

【事業の必要性】 

 地域住民が抱える様々な福祉課題、生活課 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

-132-



  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

題等を解決するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域のニーズに寄り添った事業を展開し、

地域の福祉増進が期待できる。 

 

○認知症サポーター養成講座・こまめ隊養成

塾 

【具体的な事業内容】 

 認知症サポーター等を養成する研修を行

う。 

【事業の必要性】 

 認知症を正しく理解し、認知症の人への適

切な対応を図る上で必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 増加傾向にある認知症の人を地域でやさ

しく見守る体制を構築できる。 

 

○認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワー

ク事業 

【具体的な事業内容】 

 外出した際に帰宅できなくなる可能性が

高い認知症高齢者等が、行方不明になった場

合の支援体制を構築する。 

【事業の必要性】 

 認知症高齢者等の安全確保のため、島内の

関係機関等が連携する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知症等が原因で、万が一行方不明になっ

ても、早期に発見することができ、安全確保

及び家族等への支援を図ることができる。 

 

○認知症高齢者位置情報検索サービス利用

支援事業 

【具体的な事業内容】 

 外出した際に帰宅できなくなる可能性が

高い認知症高齢者の家族等が、ＧＰＳ位置情 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

報検索サービスを利用した場合の費用につ

いて一部助成する。 

【事業の必要性】 

 認知症高齢者等の安全確保のために必要

である。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知症等により行方不明になった場合の

早期発見と、費用助成による家族の負担軽減

を図ることができる。 

 

○認知症初期集中支援推進事業 

【具体的な事業内容】 

 認知症初期集中支援チームを配置し、早期

診断・早期対応に向けた支援体制を構築す

る。 

【事業の必要性】 

 認知症の初期段階から関わり、適切な支援

に繋げるため必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知症の初期段階から集中的に関わるこ

とで、病気の進行に沿った対応ができ、重症

化防止に繋がる。 

 

○認知症カフェ事業 

【具体的な事業内容】 

 認知症の人やその家族、地域住民、専門職

等が集う場を設置する。 

【事業の必要性】 

 認知症の人及びその家族を支援する場と

して必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知症になっても、住み慣れた地域で安心

してその人らしい生活ができる環境を確保

することができる。 

 

○介護予防グループ活動支援事業 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

【具体的な事業内容】 

 健康づくり・介護予防の活動を行う地域の

住民グループに対して補助を行う。 

【事業の必要性】 

 地域住民が自主的に介護予防を行うため

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 住み慣れた地域で健康で生きがいを持っ

て生活できる。 

 

○介護予防ボランティア組織化事業 

【具体的な事業内容】 

 地域の中で、配食・会食・見守り活動など

のボランティア活動を行う住民グループに

対して補助を行う。 

【事業の必要性】 

 地域における支え合いの輪を広げるため

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 高齢者が積極的に社会参加し、生活支援の

担い手となって地域の中で支え合う体制が

構築できる。 

 

○地域リハビリテーション活動支援事業 

【具体的な事業内容】 

 リハビリ専門職が個別訪問を行い、自宅で

できる運動指導、福祉用具等について助言を

行う。 

【事業の必要性】 

地域における介護予防の取組み強化のた

め必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 リハビリ専門職等が関与することにより、

地域における介護予防の取組み推進に繋が

る。 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家族介護継続支援介護者交流事業 

【具体的な事業内容】 

 高齢者を在宅で介護している家族が交流

できる「家族のつどい」を開催する。 

【事業の必要性】 

 介護者がリフレッシュできる場、相談でき

る場を設けることが必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 長期介護による心身の疲労を癒し、介護に

よる日常の身体的、精神的負担を軽減するこ

とができる。 

 

○家族介護継続支援介護用品支給事業 

【具体的な事業内容】 

 在宅で高齢者を介護している家族等に、介

護用品を支給する。 

【事業の必要性】 

 重度の介護が必要な高齢者の在宅生活を

支援する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 介護者の経済的負担を軽減できる。 

 

○家族介護継続支援慰労金支給事業 

【具体的な事業内容】 

 在宅で高齢者を介護している家族等に、慰

労金を支給する。 

【事業の必要性】 

 重度の介護が必要な高齢者の在宅生活を

支援する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 介護者の精神的、経済的負担を軽減でき

る。 

 

○生活支援体制整備事業 

【具体的な事業内容】 

 生活支援コーディネーターを配置し、高齢 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)その他 

 

者の日常生活上の支援体制を充実させる。 

【事業の必要性】 

 単身世帯が増加し、支援を必要とする高齢

者が増加する中、多様な主体による生活支援

が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 多様な生活支援サービスの利用ができる

と共に、高齢者自身の社会参加による生きが

いづくりや介護予防につながる。 

 

○成年後見制度利用支援事業 

【具体的な事業内容】 

 低所得の高齢者等が成年後見制度を利用

するにあたり、必要となる費用を助成する。 

【事業の必要性】 

 判断能力が十分でない高齢者等の権利擁

護を図るため必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 成年後見制度の利用が有効な高齢者等の

負担軽減に繋がり、要支援者がその有する能

力を活用し、自立した日常生活を営むことが

できる環境を整備することができる。 

 

サン・オリーブ施設修繕事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

小豆島町すくすく

子育て応援アクシ

ョンプラン 

幼稚園・保育所・幼児

/児童施設について、施

設として求められる機

能水準を保つため、必要

となる修繕及び教材器

具等の整備に努めるほ

か、定期的に点検を行

い、補修箇所等の早期発

見に努め、修繕費の縮小

に努める。 

本計画においても、幼稚園・保育所・

幼児/児童施設等の適切な整備、維持

修繕に努めることとしており、施設の

長寿命化を図ることとしている。 
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８．医療の確保 

（1）現況と問題点  

 

 

本町における医療施設は、公立では小豆島中央病院及び内海診療

所の各 1 か所、民間では病院 2 か所、診療所 4 か所、歯科診療所 5

か所となっており、小豆郡医師会の協力のもと、在宅当番医制とし

て１次救急のほか、予防医療や災害医療の対応も行っている。 

公立病院である小豆島中央病院は、内科や外科、産婦人科など、

複数の診療科目を有しており２次救急・結核・感染症・災害医療・リ

ハビリテーション・在宅医療・巡回診療など、地域の中核的病院と

しての機能を担っている。 

 

◎ 医師等の確保について 

近年、全国的な問題となっている医師不足は、本町においても

例外ではなく、地域医療体制に大きな影響が出ている。 

小豆島中央病院における慢性的な医師不足に加え、民間の開業

医も高齢化しており、小豆医療圏の医療体制を維持していくため

には医師確保対策が極めて重要である。 

また、看護師や薬剤師等についても、慢性的に不足しており、

これらの人材確保が重要な課題となっている。 

 

◎ 定期的な巡回診療 

  小豆島中央病院において無医地区の巡回診療を行っており、福

田地区が毎週木曜日、橘地区が月１回（第３木曜日）、田浦地区が

隔月１回（第４木曜日）となっている。また、患者の年齢が年々高

齢化しており、地域内で受けられる巡回診療は極めて重要である。 

 

◎ 医療機関の協力体制について 

離島という地理的なハンディキャップから、脳外科などの高度

な医療が必要な患者の治療は島外医療機関に依存している。 

島外搬送については、昼間はフェリーや高速艇のほか、令和４

年４月から運航を開始した香川県ドクターヘリ、夜間は、瀬戸・

高松広域連携中枢都市圏事業による救急艇の活用がなされてい

る。 

荒天、濃霧などにより搬送が不可能な場合には、事実上、島外

の高度医療機関の支援を受けることは極めて困難なことから、よ

り高度あるいは特殊な医療にも対応できる設備の充実と、医師お

よび看護師などの医療スタッフ確保が重要な課題となっている。 
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(2）その対策  

◎ 巡回診療 

小豆島中央病院による無医地区の巡回診療については、可能な

限り継続に努める。特に交通弱者である高齢者に対し、地域の公

民館等で定期受診ができるよう努める。 

 

 

◎ 医療スタッフの確保 

高度化、専門化する医療需要に応えるため、香川県や香川大学

などの関係機関との連携や瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の活用

を図り、医師をはじめとした医療職の人材確保と資質の向上に努

めるとともに、住宅整備や生活環境、処遇改善等に必要な経費を

助成する。 

また、保健医療福祉関係職修学資金による無利子での貸付など、

将来的な人材確保のための施策を展開する。 

 

◎ へき地医療、在宅医療の充実 

地域包括支援センター、保健師との連携や情報交換を図るとと

もに、巡回診療、訪問看護、在宅サービスなどに必要な器材の整

備を行い、地域医療の充実に努める。 

 

◎ 医療機器及び設備の更新整備 

医療機器及び設備を適切に更新し、医療体制を充実させる。 

将来の高度医療に対応可能な機器・設備を整備する。 

 

◎ 高度医療機関への患者輸送体制の維持 

  島しょ部における救急搬送体制を強化するため、瀬戸・高松広

域連携中枢都市圏事業による救急艇を活用した海上輸送ネットワ

ークを維持する。 

また、ドクターヘリによる迅速な患者輸送が図られるよう、必

要な整備を行う。 
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（3）計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の確保 

 

 

 

 

 

 

(1)診療施設  

病院・診療所等 

 

 

 

(2)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

自治体病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療施設等機能高度化事業 

 

医療機器等整備事業 

 

 

 

 

〇医療福祉の人材確保・育成事業 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院を核として、医療福祉

の情報発信、求人活動、移住支援、人材

定着に取り組み、多様な人材の確保に努

める。 

【事業の必要性】 

 医療福祉に係る人材を島内外から確

保・育成する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

島内・島外の人材を確保することで持

続可能な医療の提供により、小豆島の医

療を守る。 

 

 

企業団 

 

企業団 

 

 

 

 

企業団 

町 

 

 

 

 

 
小豆島中央

病院企業団 

 

 

 

小豆島中央

病院企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島中央

病院企業団 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

(2)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

 

〇保健医療福祉関係職修学資金貸与事業 

【具体的な事業内容】 

 将来、町内で保健医療福祉関係職(助産

師、看護師、保健師等）に従事しようと

する学生に対して修学資金を貸与する。 

 修学を支援するとともに慢性的に不足

している保健医療福祉関係職員の安定的

な確保を図る。 

【事業の必要性】 

将来の地域医療を守るため、地元出身

の医療人材を育成し、安定的に人材を確

保する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 医療人材の育成・確保により、持続可

能な医療の提供が期待できる。 

 

〇医療従事者確保対策事業 

【具体的な事業内容】 

医療機関等が実施する専門医師の派遣

や、処遇改善、研修機会の創出などの事

業支援を実施し、働きやすい環境づくり

に努める。 

 また、ナースサポートセンターなど、

町内の地域医療に資する取組みの応援を

継続する。 

【事業の必要性】 

地域医療を担う医療従事者に対する処

遇改善や専門医師の派遣等により、安定

的に人材を確保する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 医療人材の育成・確保により、持続可

能な医療の提供が期待できる。 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島中央

病院企業団 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

(2)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地域医療確保推進事業 

【具体的な事業内容】 

 地域医療フォーラムやワークショップ

を開催するなど、住民や行政、医療関係

者が協働して、安心して暮らせる地域医

療づくりの取組みを進める。 

【事業の必要性】 

地域医療を地域ぐるみで守るため、町

民の地域医療に対する意識を醸成するこ

とが必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

地域による協力体制の整備や健康寿命

を延ばすことによって、持続可能な医療

の提供と将来的な医療費や介護費用の削

減が図られる。 

 

〇医療ＤＸ化事業（ソフト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院の医療高度化に向け

て、国の政策に基づき、医療のデジタル

化を推進する。 

【事業の必要性】 

 診察の効率化等を進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 医療のデジタル化によって、医療従事

者・患者の負担軽減等が期待できる。 

 

〇かがわ医療情報ネットワーク（K-MIX 

R）推進事業（ソフト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院の医療高度化に向け

て、かがわ医療情報ネットワークを活用

する。 

【事業の必要性】 

 医療のデジタル化を推進する必要があ

る。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島中央

病院企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小豆島中央

病院企業団 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の確保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

(2)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見込まれる事業効果等】 

ネットワーク化による医療情報の共有

を推進でき、患者の利便性向上や医療の

高度化が図られる。 

 

〇瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進事

業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 連携協約に沿って、取組みを進める。 

【事業の必要性】 

 医師の偏在が顕著となっている中、医

療提供体制を維持する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 連携中枢都市圏の医療提供体制の向上

が期待できる。 

 

○ドクターヘリ運航体制整備事業 

【具体的な事業内容】 

 ドクターヘリによる迅速な患者輸送が

図られるよう必要な整備を行う。 

【事業の必要性】 

 一刻を争う救命救急において、迅速に

搬送するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 高度医療を必要とする救急患者の救命

率の向上が期待できる。 

 

○周産期医療体制確保事業 

【具体的な事業内容】 

 小豆医療圏における周産期医療を確保

する。 

【事業の必要性】 

 少子高齢化が進む本町において、安全

安心な周産期医療体制の確保が必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 

 

 

 

 

町 

都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸・高松

広 域 連 携

中 枢 都 市

圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小豆島中央

病院企業団 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の確

保 

（つづき） 

 

 

 

 

 

(2)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもを産み育てる体制を確保することで

少子化対策が図られる。 

 

○職員住宅整備事業 

【具体的な事業内容】 

 安定的な医療人材確保のために職員住宅を

整備する。 

【事業の必要性】 

 小豆島外から必要な人材を確保するため、

職員住宅の整備が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

島外からの人材を確保することで、安定的

に医療提供体制を継続することができる。 

 

 

 

 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島中央

病院企業団 

 
 

 

（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

    

 

当該項目に該当する施設はない 
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９．教育の振興 

(1)現況と問題点  

① 町立学校等 

施設のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田小学校は、長寿命化改修工事が完了した。内海地区の３小学校

（星城・安田・苗羽）は、学校施設の老朽化と児童数の減少により、

統合小学校を新設することが決定し、令和 9 年度に開校予定となっ

ている。 

統合小学校開校後、上記３小学校は廃校となるが、特に校舎は老朽

化が進んでおり、改修をすることなく公共施設として利用すること

は安全面や利便性の面で非常に困難である。防災・防犯の観点からも

学校施設を遊休施設とすることなく跡地を有効に活用できるよう検

討を進めなければならない。 

令和 9 年度の開校までは既存の学校施設を使用することから、日々

の学習活動等に支障が出ないよう、施設の機能管理を持続していく

ことが求められている。 

 

 

 

 

 

② 幼児教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の核家族化、少子化、都市化、情報化などの環境の変化が幼児

の生活に大きな影響を与えている中で、幼児期は、人間形成の基礎が

培われる極めて重要な時期である。 

幼児一人ひとりの望ましい発達を促す中、特に、基本的な生活習慣

や体力づくり、人と関わる力、考え工夫する力などを育成する教育活

動が重要である。 

そのために、幼稚園で、これらの内容を盛り込んだ教育課程の編成

や指導計画の作成を行い、計画的な保育を実践するとともに、家庭や

地域、保育所、小学校などとの連携を強化し、子ども同士の集団遊び

や豊かな自然や産業に触れる体験活動など、幼児教育の充実を図る

ことが必要である。 

少子高齢化の進展や過疎化の進行により、人口の減少が推計結果

に現れている状況から、安心して子どもを産み育てられる子育て支

援・次世代育成支援の理念に基づき、より充実した施策の展開が必要

である。 

また、幼児教育の機能向上を目指すため、内海地区の幼稚園・保育

所を集約する検討を進めなければならない。 
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 ◎園児の推移（各年 5 月 1 日現在） 

区  分 

3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

3 歳 
4/5
歳 3 歳 

4/5
歳 3 歳 

4/5
歳 3 歳 

4/5
歳 3 歳 

4/5
歳 

星城幼稚園 4 10 7 10 5 13 0 14 2 6 

安田幼稚園 10 12 0 19 1 10 2 1 5 7 

苗羽幼稚園 5 7 1 9 1 5 1 4 0 3 

旭幼稚園 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

福田幼稚園 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 

こどもセンター 5 19 7 13 1 12 4 8 3 4 

小  計 24 51 16 51 8 41 7 29 10 20 

※こどもセンターは、池田幼稚園のみの人数である。    【こども教育課】 

 

③ 学校教育 本町は、平成 26 年 4 月 1 日に池田中学校と内海中学校を統合し、

平成 27 年 4 月現在、4 小学校 1 中学校となっている。 

しかしながら、児童・生徒数は、過疎化が進む中で減少傾向が続い

ており、令和 9 年度には内海地区の 3 小学校を再編し、内海地区統

合小学校が開校予定で、2 小学校 1 中学校となる予定である。 

統合小学校となり 1 校あたりの児童数が増えることで、互いに切

磋琢磨し向上しようとする意欲や逞しさを育てていくとともに、こ

れまでどおり、児童 1 人ひとりの特性を把握し、きめ細やかな学習

指導、生活指導も図っていく必要がある。 

 

◎小・中学校児童・生徒数の推移（各年 5 月 1 日現在） 

区 分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

小

学

校 

星城小 130 131 135 129 131 

安田小 122 116 122 121 104 

苗羽小 119 106 92 90 77 

池田小 152 147 159 157 176 

合 計 523 500 508 497 488 

区 分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

中

学

校 

小豆島中 269 280 263 251 244 

【こども教育課】 
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④ 社会教育 変化の激しい現代社会の中で、人生の各時期に応じて、新しい生活

課題や多様な学習機会の提供が求められていることから、本町では

幼児期から高齢期の各年齢層に適応した学習と、町内 11 公民館、図

書館、勤労青少年ホーム、働く婦人の家など、それぞれの領域で特色

を活かした講座、教室を開催し、生涯学習の「機会」と「場」の提供

に努めている。 

一方、人口減少によって公民館をはじめとする社会教育施設の持

続可能性が課題となっており、抜本的な見直しと再編の時期を迎え

ていることから、今後の方針を策定する必要がある。 

⑤ スポーツ・ 

  レクリエー 

ション 

町民一人ひとりが、日常生活の中で、生涯にわたりスポーツに親し

むことは、健康の保持増進と体力の向上に役立つだけでなく、明るく

豊かで生きがいのある生活を営む上で、大変重要であることから、生

涯スポーツの充実を目指し、幼児から高齢者まで、楽しみながら健康

づくり、体力づくりができるよう、スポーツ・レクリエーション活動

を推進する必要がある。 

また、老朽化している社会体育施設等について、あり方検討会を設

置し、長寿命化計画に基づき、存続・廃止を含めてそれぞれの施設の

あり方を検討する必要がある。 

 老朽化が著しいプール等の再整備又は機能の高度化などの改修を

図る必要がある。 

 

⑥ 青少年の 

健全育成 

子どもの人格形成に一番大きい影響を与えるのは家庭であり、非

行の原因の 9 割が、家庭に問題があると言われている。 

戦後、価値観の多様化や核家族化、子どもの減少に伴う過保護など

で、人間形成の基礎部分がおろそかになっていると言われている。 

そこで、青少年の健全育成・非行防止に関する総合的な実践活動を

推進する拠点として、小豆地区少年育成センターが設立され、町には

少年育成センター分室を設置し、補導・育成活動や相談事業を行って

きた。 

今後、非行や不登校、引きこもりなどを未然に防ぎ、次世代を担う

青少年が心豊かに育つよう、社会参加や自主的活動の支援を行うと

ともに、家庭と学校、地域が協力して教育と見守りを行う体制づくり

を進める必要がある。 

また、保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童に対し、適切

な遊びと生活の場を設けることが必要となっている。 
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⑦ 人権・同和 

教育 

人権・同和教育については、これまで積み重ねてきた学校教育及び

社会教育における啓発活動の推進により、差別意識は改善されてき

たものの、今なお完全に払しょくされたとは言い難い状況である。 

このことから、すべての町民が、個人の尊厳と平等の原則の下、憲

法に保障された基本的人権を尊重し、差別のない誰もが住みやすい

町づくりを進めるため、今後も継続して啓発活動を図る必要がある。 

 

⑧ 男女共同参画 社会経済情勢の急速な変化や少子高齢化が進展する中、男女がお

互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分発揮することができる男女共同参画社会を実

現することが極めて重要になっている。 

 ついては、すべての町民が、その大切さと必要性を理解できるよう

積極的に施策を推進し、意識啓発を図る必要がある。 
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(2)その対策  

① 町立学校等 

施設のあり方 

 

◎ 小・中学校 

  内海地区の３小学校（星城・安田・苗羽）による新設統合小学

校の整備事業を、令和９年４月開校に向けて実施する。 

令和７年度に校舎本体工事に着手し、令和８年度にかけて順次

プール、体育館改修、グラウンド他外構等工事に取り掛かる。 

統合小学校開校後、上記３小学校は廃校となるため、学校跡地

利用の検討を進める。校舎などの老朽施設は早期の解体も視野に

入れながら、廃校プロジェクトへの登録など、幅広く活用方策を

探ることとする。 

町内の小学校の校舎空調設備は平成２４年度までに整備して

おり、すでに業務用空調設備の耐用年数１５年を迎えているもの

もあるため、統合対象の内海地区３小学校を除く小豆島中学校と

池田小学校の校舎空調設備を計画的に更新する。 

その他学校施設においては、日々の学習活動等に支障が出ない

よう、既存施設の機能管理を持続していく。 

 

② 幼児教育 ◎ 保育支援 

夫婦共働き家庭などに対応するため、預かり保育や障がい児保

育については継続して実施するとともに、多様な保育サービスの

提供について検討を行う。 

病児、病後児保育については、引き続き実施し、通院サービス

とともに、利用者の利便性向上を図っている。 

 

◎ 幼稚園教育の充実 

園行事を通じて、家庭や地域社会との連携を図り、地域に根ざ

した教育の推進を継続して行う。 

幼児の発達や、地域の実態に即した適切な指導内容及び指導方

法について検討する。 

特別支援を要する園児の保育は、状況に応じて特別支援補助講

師を配置し、個々の発育状況に即した保育に努める。 

小学校入学時のつまずきをなくすため、「早寝早起き朝ごはん」

運動の推進など、基本的な生活習慣や集団生活の確立を促進す

る。 

施設の改善や教材・教具の充実など、教育環境の整備を図る。 

幼稚園・保育所間の教育内容、保育内容及び教諭・保育士の研

修のあり方などについては、より一層の連携を促進する。 
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 ◎ 幼稚園・保育所 

  内海地区の幼稚園と保育所を集約する方向で検討を進め、認定

こども園化を目指す。また、池田地区の小豆島こどもセンターの

認定こども園への移行を検討する。（再掲） 

 

③ 学校教育 ◎ 学校施設等の整備 

子どもたちの学習活動等に支障が出ないよう、施設の維持管理

を継続していく。 

内海地区統合小学校の新設により、遠距離通学支援対象児童数

が増加するが、公共バス路線便が乏しく通学に利用できないので

スクールバス便を増便する必要があるためバス購入を実施する。 

 

◎ 特別支援教育の充実 

特別支援教育コーディネーターを核として、校内委員会を計画

的に運営し、特別支援を要する児童生徒が、障がいの状態や発達

段階に応じた教育が受けられるよう、特別支援教育の充実を図

る。 

平成 20 年度から特別支援補助講師を配置しており、各小中学

校の状況に応じた人員を確保し、一人ひとりの特性に応じた特別

支援教育を推進する。 

 

◎ 教育内容の充実 

子どもたちが自信を持ち自立する力を高められるよう、子ども

の多様な能力と可能性を正しく評価し、ほめて伸ばす教育を推進

する。 

自ら学ぶ意欲を高め、基礎学力の向上と思考力・創造力を養う

ことができるよう、魅力的な授業の実現に努めるとともに、読書

習慣・学習習慣の確立を図る。 

スポーツインストラクターや健康運動指導士による講習会や

体育授業を実施し、児童・生徒の基礎体力や運動能力の向上を図

る。 

郷土学習、自然・社会体験学習や職場体験学習などを推進し、

ふるさと教育・キャリア教育の充実を図る。 

パソコンを使った情報教育の充実を図るとともに、計画的に教

育用及び校務用パソコンなどの更新を行う。 

また、令和２年度に整備した一人一台タブレットを、授業で有

効に使用できるよう、情報活用能力の育成を図る。 
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外国語指導助手（ＡＬＴ）による外国語学習や在住外国人との

交流など、国際理解教育の充実を図る。 

英語教育を推進し、授業以外の角度から英語に触れる機会を増

やすことで、英語をコミュニケーションツールの１つとし、グロ

ーバル社会に対応できる子どもを育成する。 

食育の推進、外遊びやスポーツを通した運動習慣の確立、早寝

早起きの生活習慣の確立など、家庭と連携し、健康・体力の向上

を図る。 

STEAM 教育を実施し、他地域・他学校と差別化を図り、教育選

択の多様化を図るとともに、学生自らが事業を創造し、職業機会

の創出を目指す。 

児童生徒の就学奨励を図るため、要・準要保護児童就学奨励事

業や特別支援教育就学奨励事業などを継続して実施する。 

教育指導室を設置し、室長や指導主事を継続して配置すること

で、学校の教育課程、学習指導など、いじめや教育相談を含む専

門的事項の指導を行い、学校教育現場の充実を図る。 

学級数の減や県の加配教員削減などにより、教員数が減となっ

た学校については、学校間で教育環境に不公平が生じないよう、

町単独での教員の加配について検討する。 

中学校部活動の育成・強化を図るため、島外への遠征や強豪校・

指導者招聘による費用を補助する。 

経済的理由等により修学が困難なものに対し、本町の振興と人

材育成を図るため、奨学資金貸付事業を継続して行う。 

また、平成 24 年度からの貸付者に対して、奨学資金の返還猶予

や返還免除制度を継続し、町内への居住及び就業を促す。 

 

◎ 家庭、地域社会との連携 

学校支援ボランティア活動を推進するとともに、家庭や地域、

学校が連携して、児童・生徒の放課後活動の充実と居場所づくり

を進める。 

 

④ 社会教育 ◎ 生涯学習の推進 

住民ニーズに沿った学習内容を検討し、学習機会の提供に努め

る。 

町ホームページや広報紙等を活用して学習情報を提供する。 

プロのスポーツ団体や演劇、アートなどの「本物」に触れる、

体験するといった「こどもの夢応援プロジェクト」の推進を図る。 
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◎ 社会教育施設の整備 

生涯学習の拠点施設として、公民館、図書館などの整備を図る

とともに、ソフトの整備を行い、使いやすさに配慮した管理シス

テムを構築する。 

また、公民館の在り方について抜本的な見直しを行い、再編・

集約化を検討していく。 

 

◎ 家庭教育の充実 

家庭教育力の回復と充実を図るため、家庭教育に関する講座の

開設に努める。 

ボランティア活動、スポーツ活動などにおいて親子で参加する

機会の拡充を図る。 

 

⑤ スポーツ・レク

リエーション 

◎ スポーツに親しむ環境づくり 

町民の誰もが気軽に、個々の体力や年齢に合わせて、スポーツ

やレクリエーションに親しむことができる講座を実施する。 

小豆島町健康増進計画に規定される身体活動・運動による健康

づくりを推進する。 

社会体育施設等のあり方について、存続・廃止も含めて検討す

る。内海Ｂ＆Ｇ海洋センタープールは、再整備又は機能高度化な

どの改良を推進する。 

⑥ 青少年の健全 

育成 

◎ 家庭の再構築 

親としての自覚と自信を高めるため、家庭教育に関する学級・

講座・講演会などの充実を図り、家庭像の再構築に努めるととも

に、子どもの発達段階に応じた課題、生活規範の研究を進め、家

庭教育の充実に努める。 

 

◎ 少年育成センターの充実 

少年育成センターを核として、地域や関係団体と連携し、きめ

細かな補導・育成活動の推進に努める。 

 

◎ 放課後児童クラブの充実 

保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童の健全育成を

図るため、放課後児童クラブの充実に努める。 

 

◎ 学校支援ボランティアの推進 

  学校支援ボランティア活動の啓発を行い、地域全体で学校教育
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を支援する体制づくりを推進する。 

 

⑦ 人権・同和教育 ◎ 人権・同和教育の推進 

人権・同和教育推進協議会各部の活動を活発化し、自治会、事

業所、町職員、教職員及び各社会教育関係団体の研修を実施する。 

指導者養成講座など各種研修を充実・拡充し、指導者の資質向

上を図る。 

同和地区における学習活動を推進する。 

学校、保護者、隣保館、地区関係者と連携を図り、同和問題学

習及び会館学習会を開催し、適切な進路指導を推進する。 

住民一人ひとりが正しい理解と認識を深めるため、全町的な講

座・研修会や各公民館での学習会を開催する。 

「小豆島町人権教育・啓発に関する基本計画」に沿って、人権

教育を推進し、町民の人権意識の高揚を図る。 

 

◎ 多様性の尊重 

  性的少数者におけるパートナーシップ宣誓制度を導入するこ

とで、ＬＧＢＴＱ＋といった性の多様性を尊重し、誰もが自分ら

しく生きられる社会を実現する。 

 

⑧ 男女共同参画 ◎ 男女共同参画基本計画の推進 

「小豆島町いきいきプラン（男女共同参画基本計画）」に沿っ

て、男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進する。 

関係団体の参加を募り、男女共同参画についての講演会や研修

会を実施し、町民の意識啓発を図る。 

女性の社会活動への参加を積極的に推進し、まちづくりに参画

できる機会を拡大する。 

男女共同参画の視点に立った社会制度、慣行の見直しなど、意

識改革のための広報や啓発を推進する。 
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(3)計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

８ 教育の

振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)学校教育関

連施設 

校  舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内運動場 

 

 

 

 

 

屋外運動場 

 

 

 

水泳プール 

 

 

 

 

 

教職員住宅 

 

スクールバス・

ボート 

 

給食施設 

 

小中学校維持管理事業 

 

小豆島中学校校舎空調更新事業 

 

小豆島中学校 LED 化事業 

 

池田小学校校舎空調更新事業 

 

内海地区統合小学校整備事業 

 

小学校廃校跡地整備事業 

 

内海地区統合小学校整備事業 

 

小豆島中学校 LED 化事業 

 

小学校廃校跡地整備事業 

 

内海地区統合小学校整備事業 

 

小学校廃校跡地整備事業 

 

プール等長寿命化事業 

 

内海地区統合小学校整備事業 

 

小学校廃校跡地整備事業 

 

教員住宅等長寿命化事業 

 

スクールバス整備事業 

 

 

給食センター維持改修事業 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

  

 町 

 

町 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

８  教 育 の

振興 

 （つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

(2)幼 稚 園 

 

(3)集会施設、体

育施設等 

公民館 

 

体育施設 

 

 

 

 

図書館 

 

その他 

 

 

 

 

内海地区統合小学校整備事業 

 

幼稚園維持管理事業 

 

公民館等長寿命化事業 

 

体育館等長寿命化事業 

 

内海 B＆G 海洋センター大規模改修事業 

 

内海 B＆G 海洋センタープール再整備等事業

（ハード事業分） 

 

図書館長寿命化事業 

 

ＩＣＴ教育等推進事業（ハード事業分）（再

掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

８ 教育の

振興 

 （つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持

続的発展特

別事業 

  幼児教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特別支援補助講師配置事業 

【具体的な事業内容】 

保育所・幼稚園に特別支援補助講師を配置

する。 

【事業の必要性】 

 障がいの程度を的確に把握し、適正な就学

指導及び特別支援学級の編制と運営に必要

である。 

【見込まれる事業効果等】 

意欲的に学習できる環境を整えるととも

に、指導内容や方法の改善、教材・教具の工

夫などに取り組み、指導の充実を図る。 

 

〇外国語指導員配置事業 

【具体的な事業内容】 

 保育所・幼稚園に特別支援補助講師を配置

する。 

【事業の必要性】 

 外国語活動の充実を図るために必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 幼少期から恒常的に英語に触れる機会が

増え、将来的な英語教育へつながる。 

 

○特別支援補助講師配置事業 

【具体的な事業内容】 

小中学校に特別支援補助講師を配置する。 

【事業の必要性】 

 障がいの程度を的確に把握し、適正な指導

及び特別支援学級の編制と運営に必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

意欲的に学習できる環境を整えるととも

に、指導内容や方法の改善、教材・教具の工

夫などに取り組み、指導の充実を図る。 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

８ 教育の

振興 

 （つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持

続的発展特

別事業 

  （つづき） 

義務教育 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒指導主事配置事業 

【具体的な事業内容】 

教育指導室に生徒指導主事を配置する。 

【事業の必要性】 

 学校における生徒指導を組織的、計画的に

運営していくために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

中学校での生徒指導や、人権・同和教育等

を推進する。 

 

○外国語指導員配置事業 

【具体的な事業内容】 

小、中学校に外国語活動支援員を配置す

る。 

【事業の必要性】 

外国語活動及び外国語授業の充実を図る

ために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

外国人と相互理解を深めることができる

基礎的能力と、積極的にコミュニケーション

を図ろうとする意欲・態度を育成できる。 

 

○英語教育推進事業 

【具体的な事業内容】 

 英語検定、英検ジュニアの検定料の補助を

する。中学校において英語クラブを実施す

る。 

【事業の必要性】 

 授業以外の角度から英語に触れる機会を

増やし、リスニング力やコミュニケーション

能力の強化を図るために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 グローバル社会に対応できる子どもの育

成につながる。 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

８ 教育の

振興 

 （つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持

続的発展特

別事業 

  （つづき） 

義務教育 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼保小中高と一貫した教育に向けた取組

事業 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央高校を頂点とし、小豆島全体で

一貫教育に取り組む。 

【事業の必要性】 

 就学前教育、義務教育だけでなく、高等学

校までを通じて、教育のあり方を共有する必

要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 幼・保、小、中、高の連携強化を図り、児

童等の学力向上、運動能力向上及び教員の資

質向上を図る。 

 

○遠距離通学等補助事業 

【具体的な事業内容】 

 遠距離通学及び部活動等休日登校をする

児童又は生徒の保護者に対して支援を行う。 

【事業の必要性】 

 遠距離通学等が必要な児童生徒を対象に

スクールバスを運行する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 保護者の経済的負担を軽減することで、義

務教育の円滑な運営が図られる。 

 

○STEAM 教育推進事業 

【具体的な事業内容】 

小豆島中学校各学年を対象にドローンを

テーマとした PBL（課題解決型学習）を通年

事業に組み込む。 

【事業の必要性】 

 他地域・他学校と差別化、教育選択の多様

化を図るために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

学生自らが事業を創造し、職業機会の創出

を目指す。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

８ 教育の

振興 

 （つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持

続的発展特

別事業 

  （つづき） 

義務教育 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、島で培った DX・ICT 技術の知見が学

生の未来を創り上げるとともに、優秀な DX

ノウハウが離島における様々な課題の解決

に寄与し、持続可能な島を目指す。 

 

〇ＩＣＴ教育等推進事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 GIGA スクール等ＩＣＴ教育を推進する。 

【事業の必要性】 

 情報技術を活かし、子どもたちの学びを高

める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 子どもたちの資質・能力の育成が図られ

る。 

○奨学資金貸与事業 

【具体的な事業内容】 

奨学資金と保健医療福祉関係職修学資金

の貸し付けを行う。 

【事業の必要性】 

 経済的に困窮しても、諦めず進学等をサポ

ートできる。 

【見込まれる事業効果等】 

意欲ある人材をサポートし、可能性を引き

出すことにつながる。 

 

○男女共同参画推進事業 

【具体的な事業内容】 

 中・高を対象とした出前講座や、教育関係

者を対象とした研修を実施する。 

【事業の必要性】 

男女共同参画社会を広く認識し、理解を深

める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 人権・同和教育を軸に、児童、生徒の発達

段階に応じて、男女平等と男女共同参画の意

識を醸成する視点に立つ。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

８ 教育の

振興 

 （つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持

続的発展特

別事業 

  （つづき） 

生涯学習・スポ

ーツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○内海福祉会館、苗羽公民館等耐震診断事業 

【具体的な事業内容】 

未実施であった、内海福祉会館及び苗羽公

民館等の耐震診断を実施する。 

【事業の必要性】 

 新耐震導入以前の建物の耐震診断を必要

に応じて進めていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

計画的な点検・診断を行うことで、利用者

の安全を確保し、施設を長期的に活用できる

よう取り組む。 

 

○内海Ｂ＆Ｇ海洋センタープール・体育館再

整備等事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

内海Ｂ＆Ｇ海洋センタープール・体育館の

再整備等を推進する。 

【事業の必要性】 

 老朽化の著しい施設の再整備等は必要で

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

施設の再整備等により、地域の活性化が図

られるとともに、住民の健康増進・健康寿命

の延伸につながる。 

 

○内海体育館・中山体育館・勤労青少年ホー

ム除却事業 

【具体的な事業内容】 

内海体育館・中山体育館・勤労青少年ホー

ムを解体撤去する。 

【事業の必要性】 

 老朽化著しい施設の除却は必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

施設の除却により、周辺環境の再整備が促

進され、地域の活性化が図られる。 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

８ 教育の

振興 

 （つづき） 

 

 (4) 過疎地域

持続的発展

特別事業 

  （つづき） 

    その他 

○人権・同和教育等推進事業 

【具体的な事業内容】 

あらゆる人権問題、同和問題等の教育を推

進する。 

【事業の必要性】 

 差別の解消に向けて必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

差別の解消が進み、誰もが自分らしく生活

できる社会を実現できる。 

 

 町 
 

 

（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

小豆島町学校教育

施設長寿命化計画 

小豆島町社会教育

等施設長寿命化計

画 

小・中学校施設及び社

会教育施設等について、

建物の劣化状況や児童

数の推移等を総合的に

判断したうえで、継続し

て現有施設を使用して

いくこととしたものに

ついては、機能向上と機

能回復を計画的に行い、

建替え中心から改修に

よる施設の長寿命化を

図ることとする。 

 

本計画においても学校施設及び社

会教育施設等の適切な維持管理・修繕

に努めることとしており、施設の長寿

命化を図ることとしているが、当面の

間統廃合の対象とならない池田小学

校を除いた他の学校施設は長寿命化

計画の対象外となっている。 
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１０．集落の整備 

（1）現況と問題点  

１０３の基礎集落からなる本町の集落は、周辺部ほど規模が小さ

い傾向にあり、こうした集落では若者の流出と人口減少により、高

齢者世帯の割合も高くなっており、集落機能や地域活動の低下が懸

念されている。 

特に、交通の便が悪く、各種公共施設やサービスへのアクセスが

困難な集落では、さらなる高齢化を見据えた交通手段の確保と住環

境などの向上を図る必要がある。 

人口減少と高齢化の進行によって、自治会をはじめとする地域コ

ミュニティは弱体化しており、地域を支える人材の育成確保が大き

な課題となっている。 

このため、集落支援員制度を活用し、地域コミュニティの向上を

目指す必要がある。 

 

○行政区域別人口集計表       （令和７年１月１日現在） 

行政区名 世 帯 数 人  口 基礎集落数 

浜条 １８０ ３５１ １ 
北条 ３９ ６１ １ 
平木 １９２ ３４４ １ 
北地 ２２１ ４５６ １ 
迎地 １４４ ３１３ １ 
上地 ２０７ ４８５ １ 
蒲生 ２８８ ５６６ ３ 
入部 ９０ １７２ １ 
中山 １２９ ２６９ ２ 
室生 １５７ ３１７ ２ 
二面 １４３ ２８２ ５ 
吉野 ６５ １２４ １ 
蒲野 ７７ １３１ ２ 

南蒲野 ５６ １０５ ４ 
神浦 ６４ １０６ １ 
西村 ５３３ １，１１０ ８ 

神懸通 ３２５ ６４７ ８ 
草壁本町 ４０４ ７２６ ８ 

草壁本町（南） ２２９ ３３４ ６ 
片城 ３５１ ６６３ ４ 
安田 ８０４ １，６２９ ７ 
木庄 １２９ ２７０ １ 
橘 ２０１ ３５５ ５ 

岩谷 ４１ ７２ １ 
当浜 ４２ ６８ １ 
馬木 ４４２ ８８３ ６ 
苗羽 ４６３ ８９２ ５ 
古江 ６０ １１０ １ 
堀越 ４５ ８０ １ 
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 田浦 ３７ ６３ １ 
坂手 ２３４ ４４２ ８ 
福田 ３１３ ５５１ ４ 
吉田 ４３ ４４ １ 
計 ６，７５３ １３，０５７ １０３ 

【住民基本台帳】 

 

（2）その対策 ◎ 公共施設の整備 

公共施設の整備及び再編にあたっては、地域住民の日常の利便

性を確保できるように配慮する。 

 

◎ 集落支援員の導入 

  公民館単位を中心に集落支援員を配置し、地域コミュニティの

基盤強化を実施する。 

 

◎ 公共交通の再編 

  公共交通の再編にあたっては、交通空白地域及び交通不便地域

の住民の移動手段の確保と利便性を図ることができるように配慮

する。 

 

◎ 地域活力の向上 

自治会、婦人会、老人クラブ、青年団、子ども会など、地域のコ

ミュニティ活動を通じて、自治機能の向上と地域福祉の増進を図

りつつ、地域活力の向上に努める。 

地域自治の基盤となる自治会に対して、継続的かつ多用途に活

用できる助成を行い、地域自らの自主性・主体性を喚起し、自治力

の向上を図る。 

自治会等の活動拠点となる集会所や自治会館などの改修や備品

購入に対する支援を実施し、快適な空間をつくることで活動の活

発化を図る。 

町職員が地域住民の一人として住民組織の活動に参画すること

により、行政的視野で地域活動に貢献する。 

地域の実態に即応し、また、地域住民の意向を尊重しつつ、必要

に応じて対策を講ずる。 
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（3）計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

９ 集落の 

整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

集落整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公共施設除却事業（再掲） 

【具体的な事業内容】 

耐用年数を超え老朽化した公共施設の

除却を行う。 

【事業の必要性】 

 災害による倒壊等の被害をなくし、地

域の住環境保全のために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 南海トラフ地震等による建物倒壊等の

被害をなくし、周辺住環境の保全及び跡

地の地域活性化利活用が期待できる。 

 

○自治会等振興補助金事業 

【具体的な事業内容】 

 自治会の自主性を促すため、多用途に

活用できる総合的な補助金を交付する。 

【事業の必要性】 

 自治会の運営存続に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 持続可能な自治会運営を図り、活動の

活性化が期待できる。 

 

○集落支援員活用事業 

【具体的な事業内容】 

 公民館単位を中心に集落支援員を配置

し、地域コミュニティ活動の支援を行う。 

【事業の必要性】 

 コミュニティを担う地域の人材確保を

進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 自治会活動等の活性化、不足するマン 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

９ 集落の 

整備 

（つづき） 

 

 

 

 

(1)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

パワーを補完出来る。 

 

○自治会集会所等整備事業（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 自治会集会所等の改修、備品購入や自

治会が設置する防犯カメラへの助成を行

う。 

【事業の必要性】 

地域活動の活性化と地域の防犯に必要

である。 

【見込まれる事業効果等】 

集会所等が快適になることで、地域の

団体による活動活性化につながり、犯罪

発生の抑制により安全安心が期待でき

る。 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

    

当該項目に該当する施設はない 
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１１．地域文化の振興等 

（1）現況と問題点  

 文化は、長い年月をかけて、先人たちの暮らしのなかで育まれた

ものであり、地域の歴史を証明し、「ヒト・モノ・コト」が凝縮され

た地域の大切な資源である。 

 しかしながら、人口減少と少子高齢化によって、大切な伝統、文

化、風習等の継承が困難となっており、担い手や保存団体等の育成

が大きな課題となっている。また、文化財のなかには、老朽化して

いる建造物等も多くあり、猪による遊歩道等の破壊も多発している

ことから、文化遺産の確実な保存管理と次世代へ継承する仕組みづ

くりが求められている。 

また、文化財の保存・活用について、将来的なビジョンを定め、継

続性や一貫性のある活動を推進するため、令和４年度に「文化財保

存活用地域計画」を策定した。計画では、地域でのワークショップ

等を通じて、地域の歴史文化の総合把握等を行なっており、地域と

ともに未指定文化財を含めた「地域の宝物」の保存活用に努める。 

一方、2010 年にはじまった瀬戸内国際芸術祭では、アートと住民

の協働という新しい要素が加わり、地域資源や食等の魅力を活かし

ながら展開したことで、新しい交流や産業の振興、地域の絆の再生

等につながっている。 

令和元年５月には、「せとうち備讃諸島の石の物語」が日本遺産

に認定され、石の文化による地域活性化に向けて、２市２町が連携

して活動を推進している。 

この他、町内各地で行われる秋の例大祭をはじめ、中山農村歌舞

伎・虫送り、安田おどり、川めし、小豆島八十八ヶ所霊場等の豊か

な文化遺産とその保存活動は、人びとの心に癒しを与え、地域の連

帯を育み、地域の持続的発展に欠くことのできない宝物である。こ

うした地域遺産の活用は、交流人口の拡大、産業の活性化、福祉の

向上、郷土愛の醸成等につながり、過疎地域の課題解決の役割を担

うことから、積極的な施策の推進が重要である。 

広域連携では、日本遺産のほか、「瀬戸・高松広域連携中枢都市

圏の形成に係る連携協約」を高松市と締結し、瀬戸内国際芸術祭や

文化芸術鑑賞等の取組みを進めている。 
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（2）その対策 

 

 

◎ 文化財保存活用地域計画を通じた文化財保護と地域の活性化 

  地域文化財の保存・活用の将来ビジョンを定め、アクションプ

ランを策定し、文化財専門家や商工、観光、産業振興等の各分野、

地域との協働活動によって、「地域の宝物」の保存・活用を推進す

る。 

  また、地域で眠っている地域資源の総合把握の成果を活用し、

地域文化財の掘り起こしや魅力発信を行ない、必要に応じて新た

な文化財指定等の措置を行なう。 

 

◎ 地域文化を担う人材育成 

  ガイド養成やふるさと学習、地域ワークショップ等を通じて、

文化の保存・活用を担う人材育成を推進する。 

 

◎ 住民の手による文化活動の推進 

  文化活動は、住民自らの自発性と創造性が大切であることから、

住民が主役の文化活動が展開されるよう必要な支援を行う。 

 

◎ 文化財周辺の環境整備 

  案内標識、パンフレット、Wi-Fi 等の環境整備を実施する。 

 

◎ 瀬戸内国際芸術祭の開催（再掲） 

  ３年に一度、「海の復権」をテーマに、瀬戸内の島々で開催され

る瀬戸内国際芸術祭の持続的発展を目指した取組みを行う。 

 

◎ 三都半島アートプロジェクトの推進 

  広島市立大学等との連携により、地域資源を活かしたアートプ

ロジェクトを展開し、交流の拡大、地域の絆の醸成等を目指す。 

 

◎ せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会の持続的発展（再掲） 

  日本遺産ストーリーや構成文化財の魅力を高める活動を２市２

町（岡山県笠岡市、香川県丸亀市、土庄町、小豆島町）で推進し、

交流人口の拡大、産業の活性化、人材育成、郷土愛の醸成等を進め

る。 
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◎ 中山農村歌舞伎の保存・活用に向けた取組み 

  国の重要無形民俗文化財に指定された「小豆島農村歌舞伎（中

山農村歌舞伎）」の保存継承と魅力発信のため、中山自治会や中山

農村歌舞伎保存会と連携した取組みを推進する。 

 

◎ 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の連携強化（再掲） 

  連携中枢都市圏の連携事務、取組内容を促進し、圏域全体の生

活関連機能サービスの向上を目指す。 
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 (3) 計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

10 地域文

化の振

興等 

(1) 地域文化振

興施設等 

 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 過疎地域持

続的発展特

別事業 

地域文化振興 

 

 

文化財周辺の環境整備事業（ハード事業分） 

 

瀬戸内国際芸術祭アート作品等整備事業（再

掲） 

 

三都半島アートプロジェクト作品等整備事

業 

 

石丁場遊歩道等環境整備事業（再掲） 

 

中山農村歌舞伎関連施設整備事業 

 

瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進事業（再

掲） 

 

〇文化財保存活用地域計画推進事業 

【具体的な事業内容】 

 「小豆島町文化財保存活用地域計画」に基

づき、「地域の宝物」の保存活用を推進する。 

【事業の必要性】 

 継続性や一貫性のある活動の推進に計画

等が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 文化財専門家や商工、観光、産業振興等

の各分野、地域との協働活動によって、適

切に「地域の宝物」の保存活用が図られる。 

 

〇地域文化を担う人材育成事業 

【具体的な事業内容】 

 文化の魅力を語り、保存・活用を担う人材 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

 

町 

 

町 

 

町 

都市圏 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸・高松

広域連携中

枢都市圏 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

10 地域文

化の振

興等 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

地域文化振興 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

育成を実施する。 

【事業の必要性】 

 文化を活かした交流人口の拡大や次世代

への継承には担い手の育成が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 文化活動に住民が自ら参加し、担い手にな

ることで郷土愛への醸成等が図られる。 

 

〇住民の手による文化活動推進事業 

【具体的な事業内容】 

 住民主体の文化活動、文化発表会等を実施

する。 

【事業の必要性】 

 住民の自発性、創造性を促す必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 住民が主体となって文化活動に取り組む

ことによって、文化への理解と活動の活発化

が期待できる。 

 

〇文化財周辺の環境整備事業（ソフト事業

分） 

【具体的な事業内容】 

 案内標識、パンフレット等を整備し、普及

啓発につなげる。 

【事業の必要性】 

 地域文化への興味や理解の促進等を図る

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

情報発信による誘客、地域文化への愛着等

が拡大する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

文化協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小豆島町

文化協会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

10 地域文

化の振

興等 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

地域文化振興 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〇瀬戸内国際芸術祭等アートの推進（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 海と島の復権を目指した芸術祭等を開催

する。 

【事業の必要性】 

 アートや食等によって、地域産業の活性化

を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口・関係人口の拡大、地域産業の活

性化、地域の絆の形成など、持続可能な地域

づくりにつながる。 

 

〇三都半島アートプロジェクト 

【具体的な事業内容】 

 広島市立大学等との連携により、地域資源

を活かしたアートプロジェクトを展開する。 

【事業の必要性】 

 過疎化が進行する三都半島の活性化に向

けて、地域振興施策が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 住民との協働制作やお接待等を通じて、地

域の連帯が高まるとともに、交流人口の拡大

等が期待される。 

 

〇石の魅力創造プロジェクト（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 日本遺産ブランドを活かし、石丁場等の文

化遺産を活用した歴史観光を推進する。 

また、ジオパーク構想を進める。 

 

町 

委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

瀬戸内国際

芸術祭実行

委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せとうち備

讃諸島日本

遺産推進協

議会 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

10 地域文

化の振

興等 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

地域文化振興 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【事業の必要性】 

 石材産業が苦戦するなかで、歴史・文化の

魅力によって、石の再生を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口の拡大、産業の活性化、人材育成、

郷土愛の醸成が図られる。 

 

〇小豆島農村歌舞伎保存活用事業 

【具体的な事業内容】 

 農村歌舞伎の保存継承と魅力発信のた

め、中山自治会や中山農村歌舞伎保存会と

連携した取組みを推進する。 

【事業の必要性】 

 町内に唯一残された農村歌舞伎の魅力を

守っていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口の拡大、棚田等の活性化、文化へ

の愛着、地域の連帯等が高まる。 

 

〇瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進事業

（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 連携協約に沿って、取組みを進める。 

【事業の必要性】 

 人口減少、少子高齢社会にあっても活力あ

る社会経済を維持するための拠点を形成す

る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 連携中枢都市圏の生活関連機能のサービ

ス向上が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸・高松

広域連携中

枢都市圏 
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（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

    

 

当該項目に該当する施設はない 
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１２．再生可能エネルギーの利用の推進 

（1）現況と問題点  

 小豆島は、温暖寡雨な瀬戸内海式気候で、日照時間に恵まれてい

ることから、自然的特性を活かした太陽光発電は、有力なエネルギ

ー源である。 

本町では、令和３年３月に「土庄町・小豆島町地球温暖化対策実

行計画」（区域施策編）を策定し、二酸化炭素排出量の削減に向

け、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーの利用の促進を目指

している。 

これまでの取組みとして、避難所となっている公民館・小学校９

か所に太陽光発電設備を設置し、停電時の電力確保対策として整備

を行っている。また、庁舎や主要観光施設、各港に電気自動車の充

電設備を配備し、次世代自動車の普及促進と温室効果ガス排出量の

削減に向けた取組みを行っている。 

民間部門では、住宅用太陽光の発電設備及び蓄電設備設置に対

し、助成制度を設けており、事業者においても太陽光発電事業に参

入する者が増加している。風力発電は、現状では導入が限定的で、

産業としての拡大には至っていない状況である。 

一方、太陽光発電や風力発電等は、推進にあたり、島の自然環境

や景観、防災上の影響等に配慮する必要があることから、地域住民

の理解を図りながら、適地適正な導入が求められている。 

今後は脱炭素社会の実現に向けて、水力や水素、バイオマスなど

新たな再生可能エネルギーの利活用について検討し、地域環境の保

全を図っていく必要がある。 

 さらに、近年の地球温暖化に起因する気象災害の多発化、大規模

化に対して危機感を強めており、また、独自の気候風土を活かした

オリーブ栽培をはじめ豊かな自然環境を有していることから、ゼロ

カーボンシティの表明について、積極的な検討を進めていく。 
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（2）その対策 

 

 

◎ 公共施設における太陽光発電設備の拡充 

  太陽光発電が未整備となっている公共施設に太陽光発電設備を

導入するとともに、既導入設備の長寿命化や更新等を実施する。 

 

◎ 電気自動車充電設備整備事業の実施 

  低公害車の普及促進に向け、充電設備の設置拡大、長寿命化、

更新等の事業を展開する。 

 

◎ 低公害車導入の促進 

  電気自動車やハイブリッド車等、環境に優しいエコカーの普及

を図るため、公用車等における導入を推進し、地域への普及啓発

活動を図る。 

 

◎ 新たな再生可能エネルギー利活用施設の導入検討 

  水力、水素、バイオマス等を用いた再生可能エネルギー施設の

導入に向けて、検討を進める。 

 

◎ ゼロカーボンシティの表明に向けた検討 

  2050 年の温室効果ガスの排出量等の実質ゼロに向けて、ゼロカ

ーボンシティの表明の準備を進める。 
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(3) 計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

11 再生可

能エネ

ルギー

の利用

の推進 

(1)再生可能エ

ネルギー利

用施設 

 

 

 

 

 

 

 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

再生可能エネル

ギー利用 

 

 

  

 

 

公共施設等太陽光発電設備整備事業 

 

電気自動車充電設備整備事業 

 

低公害車導入促進事業 

 

新たな再生可能エネルギー利活用施設導入

検討事業（ハード事業分） 

 

〇地球温暖化対策実行計画等更新事業 

【具体的な事業内容】 

 社会情勢等の変化に対応するため、計画の

見直しやゼロカーボンシティの実現に向け

た検討を行う。 

【事業の必要性】 

 温室効果ガスの排出量削減に向けて、計画

的な取組みが必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 脱炭素社会の実現に向けた取組みが促進

される。 

 

〇住宅用太陽光発電設備等設置補助事業 

【具体的な事業内容】 

 一般住宅の太陽光発電の普及を推進する

ため、助成制度を実施する。 

【事業の必要性】 

 再生可能エネルギーの利活用に向けて、地

域住民の意識向上と温室効果ガスの削減を

図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 

町 

 

町 

 

町 

 

町 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

11 再生可

能エネ

ルギー

の利用

の推進 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発 展特

別事業 

（つづき） 

再生可能エネル

ギー利用 

（つづき） 

 

  

 

地域住民が主体の脱炭素社会への取組み

が促進される。 

 

〇新たな再生可能エネルギー利活用施設導

入検討事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 水力、水素、バイオマス等を用いた再生可

能エネルギー導入の可能性について検討を

進める。 

【事業の必要性】 

 多様な再生可能エネルギーの利活用を検

討する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 脱炭素社会の実現に向けた調査・研究等が

促進される。 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）公共施設等総合管理計画等との整合 

個別施設計画名 

 

基本的な方針 

 

過疎地域持続的発展計画 

との整合性 

備考 

 

    

 

当該項目に該当する施設はない 
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１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（1）現況と問題点  

  今日、社会・経済活動の拡大に伴い、大量生産、大量消費、大量廃

棄が進行し、地球規模の環境問題が顕在化するなど、持続可能な社会

のあり方が問われている。 

 本町においても、地域社会の持続的発展を推進する上で、自然環境

の保全や持続可能な開発を強く意識する必要がある。 

 環境の保全や真の豊かさの実現に向けて、地球温暖化対策は喫緊の

課題であり、徹底した省エネの推進、循環型社会の形成、再生可能エ

ネルギーの利用促進等を積極的に進めなければならない。 

 過疎地域は、人口減少・少子高齢化問題に直面する一方で、食料、

水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生防止、生物の多様

性の確保と自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等

の多面にわたる機能を有していることから、これらを保全し、より良

い環境の実現を目指さなければならない。 

 

 

（2）その対策 

 

 

◎ 温室効果ガスの排出低減 

  公共交通の利用促進や自転車・徒歩での移動、森林と海の健全な

維持、緑化活動の推進、エコカーの導入等によって、温室効果ガス

の排出量を低減し、環境に配慮したまちづくりを進める。 

  また、事業者との連携によって、バス、船舶等公共交通の省エネ

化を推進する。 

 

◎ 循環型社会の構築 

  リデュース、リサイクル、リユースを促進し、公共施設の長寿命

化・建築資材の再資源化等を図ることで、循環型社会の構築を目指

す。 

 

◎ 環境学習の推進 

  学校教育、社会教育の場において、環境を考える学習会・ワーク

ショップ等を開催し、環境保全に携わる人材育成を推進する。 
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(3) 計 画   事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

12 その他

地域の

持続的

発展に

関し必

要な事

項 

(1)過疎地域持

続的発展特

別事業 

 

 

 

  

 

○温室効果ガス排出量低減事業 

【具体的な事業内容】 

 公共交通の利用促進、自転車・徒歩で移動、

森林と海の健全な維持、緑化活動の推進、エ

コカーの導入等によって、温室効果ガスの排

出量の低減を図る。 

【事業の必要性】 

 温室効果ガスの排出量削減に向けて、具体

的な取組みを進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 脱炭素社会の実現に向けた取組みが促進

され、自然環境の保全につながる。 

 

○循環型社会構築推進事業 

【具体的な事業内容】 

 リデュース、リサイクル、リユースを促進

し、ごみの削減につなげ、循環型社会の構築

を目指す。 

【事業の必要性】 

 限られた資源を有効に活用する仕組みを

つくる必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 資源の有効活用によって、自然環境の保全

につながる。 

 

○環境学習推進事業 

【具体的な事業内容】 

 学校、地域において環境を考える学習会等

を開催する。 

【事業の必要性】 

 環境について考える機会を提供すること 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業

主体 

備 考 

12 その他

地域の

持続的

発展に

関し必

要な事

項 

（つづき） 

(1)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

 

 

 

で、家庭での省エネ対策やごみ減量化を促す

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 環境保全に携わる人材育成につながり、地

域で環境を意識した行動が期待される。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

１ 移住・定

住・地域間

交 流 の 促

進、人材育

成 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

移住・定住 

〇移住相談体制等強化事業 

【具体的な事業内容】 

 移住コーディネーターの配置や地域おこ

し協力隊の活用等による町の相談体制の強

化に加えて、ＮＰＯ法人等の窓口機能の充

実を図る。 

【事業の必要性】 

多様化、複雑化する移住相談に迅速かつ

的確に対応する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

相談体制を充実することで、きめ細やか

で高度な移住・定住の促進が可能になる。 

 

〇空き家等の掘り起こし事業 

【具体的な事業内容】 

空き家の悉皆調査や現地確認、地区巡回

相談、周知・交渉等、空き家の掘り起こしに

向けた事業を実施する。 

【事業の必要性】 

 本町への移住希望は高まっているが、紹

介できる空き家が不足している状況にあ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 空き家バンクへの登録物件を充実するこ

とで、移住希望者とのマッチングが進展す

る。 

 

〇空き家バンクの充実事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 町が運営する空き家バンクについて、登

録物件の充実のほか、検索機能等の充実を

図る。 

【事業の必要性】 

 移住希望者の住居等の選択肢を広げる必 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

１ 移住・定

住・地域間

交 流 の 促

進、人材育

成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

移住・定住 

（つづき） 

 

 

 

 

要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 住まい等の情報が増加することで、移住・

定住の促進につながる。 

 

〇移住・定住環境整備事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 ＮＰＯ法人トティエ等、関係団体と連携

し、移住体験施設、就労者向け滞在施設等の

整備・運営を行う。 

【事業の必要性】 

 お試し移住の機会や移住後間もない就労

者の滞在施設等を確保しておく必要があ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

移住前の体験機会を確保することによ

り、移住者の増につながり、移住後の住まい

の選択肢が広がる。 

 

〇移住情報発信事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 町、ＮＰＯ法人トティエの運営するホー

ムページ等の情報を充実・強化する。 

【事業の必要性】 

 移住希望者が求める町、島の情報を幅広

く発信する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 情報発信を充実・強化することで、多様な

人材の移住につながる。 

 

〇テレワーク、ワーケーション等拠点整備

事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

情報通信技術を活用したテレワークやワ 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

移住・定住 

（つづき） 

ーケーション等を推進するため、公共施設、

空き家等を活用した拠点等の整備を進め

る。 

【事業の必要性】 

 二地域居住や週末移住等、新しい生活・仕

事のスタイルに対応する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 ウイズコロナ、ポストコロナの中にあっ

て、新しい人の流れを生み出すことにつな

がる。 

 

〇都市部等での移住ＰＲ事業 

【具体的な事業内容】 

 都市部での移住フェア等のイベントを通

じて、町と島のＰＲ活動等を行う。 

【事業の必要性】 

 移住を検討している都市部の方へ島暮ら

しの魅力をＰＲする必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 移住・定住の促進に加え、観光や関係人口

の拡大が期待できる。 

 

〇移住体験事業 

【具体的な事業内容】 

 移住体験ツアー等を開催し、空き家バン

クの内覧や就労相談、事業所見学、先輩移住

者との交流、医療・教育環境等の確認を実施

する。 

【事業の必要性】 

 島暮らしへの関心を高めるとともに移住

後のミスマッチ等を減らす必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 あらかじめ島の環境を体験することで、

定住率の向上につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

移住・定住 

（つづき） 

〇移住者等交流事業 

【具体的な事業内容】 

 移住後の悩みや島暮らしの課題解決等に

向けて、移住者等の交流会を開催する。 

【事業の必要性】 

 移住者個人で抱える問題等を情報交換等

によって解決していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流による新たな発想や事業の展開に加

え、定住率の向上が期待できる。 

 

〇移住者生活支援対策事業 

【具体的な事業の内容】 

 移住促進家賃等補助事業、東京圏ＵＩＪ

ターン移住支援事業、地方就職学生支援事

業、移住定住促進事業等の生活支援事業を

実施する。 

【事業の必要性】 

 ＵＩＪターンの初期段階の経済的負担の

軽減を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

収入が不安定になりがちな初期段階を応

援することによって、移住希望者の生活支

援につながる。 

 

〇外国人の移住・定住に向けた多文化共生

事業 

【具体的な事業の内容】 

 外国人移住者のインタビュー集や移住の

手引き等を作成する。 

【事業の必要性】 

 世界各国からの移住を促進し、多文化共

生の社会をつくる必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

移住・定住 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業における担い手不足の解消や世界各

国との交流の促進が期待できる。 

 

○Ｕターン者実家改修補助事業 

【具体的な事業の内容】 

Ｕターン者の住まいを確保することを目 

的に、Ｕターン者が町内に居住する親と同

居するために必要な住宅改修費の一部を町

が助成する。 

【事業の必要性】 

定住人口の増加及び地域コミュニティの

活性化を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

Ｕターン希望者の住まいの確保を応援す

ることによって、定住促進につながる。 

 

○若者住宅取得補助事業 

【具体的な事業の内容】 

 町内に住む４０歳未満の者が住宅を取得 

するための購入等費用の一部を町が助成す 

る。 

【事業の必要性】 

 定住人口の増加及び地域コミュニティの 

活性化を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 住宅取得を支援することで移住の促進、 

定住人口の増加、不動産物件の流動化につ 

ながる。 

 

〇特定地域づくり事業 

【具体的な事業の内容】 

島ワーク派遣事業協同組合に対して財政

的、制度的な支援を行う。 

【事業の必要性】 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

移住定住のき

っかけとなる

当該事業の地

域活性化への

効果は将来に 

 

-186-



事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

移住・定住 

（つづき） 

 

 

地域間交流 

 

 

 

 

 

人手不足と人口減少に対し、多様な仕事

を組み合わせた安定雇用を創出し、移住促

進と地域経済の活性化を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

地域の多様な産業（農林水産業、商工業、

介護、観光など）の担い手を確保されること

で、地域経済の維持・活性化につながる。 

 

〇姉妹島、姉妹都市交流事業 

【具体的な事業内容】 

 ギリシャミロス島、大阪府茨木市、長崎県

南島原市等との交流事業を実施する。 

【事業の必要性】 

 歴史・文化等でつながる地域との交流を

進め、教育環境等の向上を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 子どもたち等の視野の拡大や豊かな社会

経験につながり、将来の人材育成につなが

る。 

 

〇瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進事業

（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 連携協約に沿って、取組みを進める。 

【事業の必要性】 

 人口減少、少子高齢社会にあっても活力 

ある社会経済を維持するための拠点を形成

する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

連携中枢都市圏の生活関連機能のサービ

スの向上が期待できる。 

 

〇せとうち備讃諸島日本遺産推進事業（ソ

フト事業分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

地域間連携を

高める当該事

業の地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

地域間連携を

高める当該事

業の地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

地域間連携を

高める当該事 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

地域間交流 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な事業内容】 

日本遺産ストーリーと構成文化財を活用

した交流人口の拡大、産業の振興等を推進

する。 

【事業の必要性】 

 離島で構成される唯一の日本遺産ブラン

ドを活かしていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

文化の力による人材育成、交流人口の拡

大、郷土愛の醸成等が図られる。 

 

〇自治体間の包括連携協定推進事業 

【具体的な事業内容】 

航路でつながる自治体が包括連携協定を

締結し、さまざまな取組みを進める。 

【事業の必要性】 

 一つの自治体だけでは対応困難な政策課

題を解決していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 大規模災害発生時に助け合う仕組みや平

時からの情報の交換、観光振興を含めた地

域間交流の促進が期待できる。 

 

〇地域産業担い手育成事業 

【具体的な事業内容】 

 地域産業の人材育成セミナー等を開講

し、多様な人材を育む。 

【事業の必要性】 

人口減少によって、地域産業の後継者等

の確保が困難になっており、次世代人材を

育む必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域産業の活性化、次世代への承継等が

期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

業の地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

地域間連携を

高める当該事

業の地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

次世代を担う

人材を育てる

当該事業の地

域活性化への

効力は将来に

及ぶものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

（つづき） 

(3)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

人材育成 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地域おこし協力隊等推進事業 

【具体的な事業内容】 

 都市部の有能な人材を呼び込むために地

域おこし協力隊を拡充する。 

【事業の必要性】 

多様な人材を確保し、さまざまな行政課

題を解決していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域住民の主体的な活動との連携・協働

等によって、新たな視点での地域づくりや

地域人材の育成が期待できる。 

 

〇大学・企業等との包括連携協定推進事業 

【具体的な事業内容】 

大学、企業等との包括連携協定の拡大を

進める。 

【事業の必要性】 

 地域づくりにおいて、大学、企業等の専門

的知見を活かしていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域人材の育成、関係人口等の拡大のほ

か雇用機会の創出等が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力隊員の活

動及び定住化・

起業による当

該事業の地域

活性化への効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

産官学の連携

を高める当該

事業の地域活

性化への効果

は将来に及ぶ

ものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

第１次産業 

〇地域計画の適正化推進事業 

【具体的な事業内容】 

 地域で話し合いを継続して行い、目指す

べき地域農業を具体化していく。 

【事業の必要性】 

 人口減少や高齢化により農業者の減少

が予想されており、農業を効率的に行う

ためには、作成した地域計画をブラッシ

ュアップしていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 基盤整備の検討や地域内外からの農地

の受け手を確保し農地の集約化等を図る

ことにより、地域農業の健全な発展が期

待できる。 

 

〇農業基盤施設の長寿命化計画等の策定 

【具体的な事業内容】 

 農業の基盤施設の長寿命化に向けた計画

を策定する。 

【事業の必要性】 

 老朽化した施設について、適正な維持管

理を実施するための計画が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 長寿命化等を図ることで、財政負担の低

減と農業の持続的発展が期待できる。 

 

〇農地流動化促進事業 

【具体的な事業内容】 

 農用地利用集積計画による農地の貸借を

促進する。 

【事業の必要性】 

 小規模農家から中核農家へ転換していく

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

農業を担う人

材の育成を推

進する当該事

業における農

業持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

農業基盤施設

の長寿命化を

図る当該事業

における農業

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

農家の意欲を

促進する当該

事業における

い農業持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

第１次産業 

(つづき) 

意欲ある農家の育成と農地の集積が進

む。 

 

〇遊休施設整備支援事業 

【具体的な事業内容】 

 農業のスムーズな継承に向けて、園芸施

設等の保全管理に対し助成を行う。 

【事業の必要性】 

 園芸施設等の荒廃を未然に防ぎ、農業の

継承を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 新規就農者の施設への改修投資を抑制

し、優良農地の耕作放棄地の発生防止につ

ながる。 

 

〇農村環境の保全事業 

【具体的な事業内容】 

 条件が不利な急傾斜地、緩傾斜地にあっ

ても耕作が持続するよう、営農集団等が行

う草刈り等の保全管理、減農薬栽培を推進

するために、助成を行う。 

【事業の必要性】 

 農業の持続化に向けて、きめ細やかな多

面的な支援が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 農村環境の保全が図られ、耕作放棄地の

発生防止につながる。 

 

〇農業担い手育成事業 

【具体的な事業内容】 

 高齢者、女性、ＵＩＪターン等の新規就農

者を経済的に支援する。 

【事業の必要性】 

 経営が不安定な就農直後の所得を補てん 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

遊休農地を未

然に防止する

当該事業にお

ける農業持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

農村環境を保

全する当該事

業における農

業持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

農業の担い手

を育成する当

該事業におけ

る農業持続的

発展の効果は

将来に及ぶも 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

第１次産業 

(つづき) 

する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 新規就農者の確保と農業への定着が図ら

れる。 

 

〇有害鳥獣被害防止対策事業 

【具体的な事業内容】 

 捕獲、侵入防止、環境づくりの対策の３本

柱によって、農作物と農地被害の防止を図

る。 

【事業の必要性】 

 猪、鹿、猿、ヌートリア等有害鳥獣被害を

解消していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 農業の諦めを防ぎ、耕作のモチベーショ

ンを保つことで、農業の持続的発展につな

がる。 

 

〇水産物海上輸送費支援事業 

【具体的な事業内容】 

 海上輸送費のコスト負担軽減を図る。 

【事業の必要性】 

 産地間競争が高まるなか、離島のハンデ

ィを克服していく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 京阪神方面等への販路拡大につながり、

収益性の強化と水産業の発展につながる。 

 

〇中山地区棚田活性化事業 

【具体的な事業内容】 

 中山千枚田の景観を保全するため、休耕

田を解消し、棚田米の魅力向上を図る。 

【事業の必要性】 

 生産性が低い棚田であっても、景観、文化 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

のである。 

 

 

 

 

有害鳥獣被害

を防止する当

該事業におけ

る農業持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

水産物の海上

輸送を支援す

る当該事業に

おける水産業

競争力の強化

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

中山地区の棚

田を保全する

当該事業にお

ける地域活性

化の効果は将

来に及ぶもの 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

第１次産業 

(つづき) 

等多面的機能を守る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 農業を活かした観光、交流人口・関係人口

の拡大等によって、農村歌舞伎や虫送り等

の伝統・文化が継承され、地域の持続性が高

まる。 

 

〇オリーブトップワンプロジェクト 

【具体的な事業内容】 

 「研究開発」、「人材育成」、「高付加価値

化」、「イメージ戦略」の４つの柱によって、

日本のトップであり続けるよう事業を推進

する。 

【事業の必要性】 

 全国各地でオリーブ栽培が広がるなか、

オリーブ栽培発祥の地として、発展を続け

る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 「産地の継承」、「人と財を育む」、「ブラン

ド力の強化」が実現されることによって、オ

リーブの島・小豆島の持続発展性が高まる。 

 

〇ナラ枯れ等防除事業 

【具体的な事業内容】 

 「ナラ枯れ」、「松くい虫被害」の防除事業

を推進する。 

【事業の必要性】 

 豊かな森林を保全し、景観と守るととも

に、山崩れ等の災害を防止する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 自然環境の保全、防災対策が期待できる。 

 

〇林道等長寿命化計画等の策定 

【具体的な事業内容】 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

である。 

 

 

 

 

 

 

オリーブの価

値向上・発展を

目指す当該事

業における地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

ナラ枯れ等の

防除を行う当

該事業におけ

る森林保全持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

林道の長寿命

化を図る当該 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

第１次産業 

(つづき) 

林道の適正な保全に向けて、維持管理や

長寿命化の計画をつくる。 

【事業の必要性】 

 林道の荒廃化を防ぎ、適正な維持管理を

進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 コスト負担の平準化をはじめ、森林の保

全等につながる。 

 

〇漁業活性化普及啓発事業 

【具体的な事業内容】 

 漁業振興協議会を中心に漁業の再生に向

けて、漁師の意欲向上と担い手育成を目指

す普及啓発活動を推進する。 

【事業の必要性】 

 魚離れ、担い手不足が深刻化するなかで、

漁業の再生を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 多様な関係者が知恵を出し合い、活動を

進めることで、漁業の持続発展性が高まる。 

 

〇漁場等保全事業 

【具体的な事業内容】 

 カワウ駆除を実施するとともに、香川県

との連携の下、被害防止に取り組む。 

【事業の必要性】 

 香川県内でカワウの頭数が増加したこと

によって、水産物の被害が見られることか

ら改善の必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 水産物の被害を防止することで、漁場の

保全が図られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

事業における

森林保全持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

漁業の担い手

を育成する当

該事業におけ

る漁業持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

瀬戸内海の環

境保全に取り

組む当該事業

における環境

保全持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

第１次産業 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工業・ 

６次産業化 

 

〇漁港等長寿命化等計画の策定 

【具体的な事業内容】 

 漁港の適正な保全に向けて、維持管理や

長寿命化の計画をつくる。 

【事業の必要性】 

 漁港の荒廃化を防ぎ、適正な維持管理を

進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 コスト負担の平準化をはじめ、漁港の保

全等につながる。 

 

○ため池保全管理サポート事業 

【具体的な事業の内容】 

 ため池の劣化状況調査、管理状況調査、管

理者指導・助言を行う。 

【事業の必要性】 

 ため池の適正な管理及び保全を図るた

め、町と管理者の相互の連携が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 農業用水の確保とともに、ため池の決壊

等による災害の防止につながる。 

 

〇地域資源を活かした地場産業振興事業 

【具体的な事業内容】 

 産業のブランド化を推進し、戦略的な活

動を展開する。 

【事業の必要性】 

 産地間競争が激化し、出荷額等が停滞す

るなかで、新たな販路等を開拓し、知名度向

上を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 稼ぐ力が高まり、雇用の確保が図られる

など、地域産業の魅力向上につながる。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港の長寿命

化を図る当該

事業における

漁港保全持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

ため池保全管

理に取り組む

当該事業にお

けるため池保

全持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

地域資源を活

かした地場産

業振興を行う

当該事業にお

ける産業競争

力強化の効果

は将来に及ぶ

ものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

商工業・ 

６次産業化 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇企業立地促進事業 

【具体的な事業内容】 

 工場、観光施設及び情報処理関連施設に

係る新規企業の進出、既存企業の規模拡大

を目指す。 

【事業の必要性】 

 企業の誘致、他産業への進出、規模拡大等

を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域経済の発展、雇用機会の拡大等につ

ながる。 

 

〇地域経済循環創造事業 

【具体的な事業内容】 

製造業、情報サービス業等、農林水産物等

販売業、旅館・ホテル業、ゴルフ場業、畜産

業、水産業、専門サービス業、社会保険・社

会福祉・介護事業等における新規企業の進

出、既存企業の規模拡大を目指す。 

【事業の必要性】 

 企業の誘致、他産業への進出、規模拡大等

を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

地域経済の発展、雇用機会の拡大等につ

ながる。 

 

〇事業者販路開拓支援事業 

【具体的な事業内容】 

国内外で新規販路開拓に主体的に取り組

む民間事業者が実施する展示会等への出展

等に係る経費に対して支援を行う。 

【事業の必要性】 

 地場産品の魅力をＰＲし、販路の拡大を

図る必要がある。 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

企業の誘致、他

産業への進出、

規模拡大等を

行う当該事業

における産業

競争力強化の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

既存企業の拡

大、新規産業の

創出等を行う

当該事業にお

ける産業競争

力強化の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

 

地場産品の魅

力をＰＲし、販

路の拡大を図

る当該事業に

おける産業競

争力強化の効

果は将来に及

ぶものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

商工業・ 

６次産業化 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見込まれる事業効果等】 

 地場産品の認知度の向上、商談機会が拡

大し、地場産業のブランド力が高まる。 

 

〇地場産業ＰＲ事業 

【具体的な事業内容】 

 スーパーマーケット・トレードショー等、

都市部での物産展やイベントにおいて、Ｐ

Ｒ活動を実施する。 

【事業の必要性】 

 地場産品の魅力をＰＲし、販路の拡大を

図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

認知度の向上、商談機会が拡大し、地場産

業のブランド力が高まる。 

 

〇地域産業担い手育成事業（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 地域産業の人材育成セミナー等を開講

し、多様な人材を育む。 

【事業の必要性】 

 人口減少によって、地域産業の後継者等

の確保が困難になっており、次世代人材を

育む必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域産業の活性化、次世代への承継等が

期待される。 

 

〇インターンシップ等推進事業 

【具体的な事業内容】 

 人材確保に向けて、企業等が実施するイ

ンターンシップに対し、支援を行う。 

【事業の必要性】 

 担い手の確保が困難になるなかで、島外 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地場産品の魅

力をＰＲする

当該事業にお

ける産業競争

力強化の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

地域産業の担

い手を育成す

る当該事業に

おける産業持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

多様な人材の

確保を推進す

る当該事業に

おける産業持

続的発展の効

果は将来に及 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

商工業・ 

６次産業化 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から多様な人材を確保する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 企業の負担軽減が図られ、人材の確保に

つながる。 

 

〇新食材開発による高付加価値化推進事業 

【具体的な事業内容】 

 長命草やオリーブといった新たな食材を

活用した高付加価値商品をつくる。 

【事業の必要性】 

 健康食品へのニーズが高まるなかで、新

たな商品の開発が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

食品産業の高付加価値化によって、稼ぐ

力が高まる。 

 

〇多文化共生による産業活性化事業 

【具体的な事業内容】 

外国人労働者の受入れと地域での共生に

向けた事業を実施する。 

【事業の必要性】 

 担い手不足を解消するため、外国人労働

者の確保を進め、単なる労働者ではなく、住 

民として共生できる仕組みをつくる必要が

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

 担い手の確保が図られ、多文化共生のま

ちづくりが前進する。 

 

〇中小企業及び小規模企業支援事業 

【具体的な事業内容】 

 生産性向上に資する経営改善や設備投資

等に取り組む中小事業者を支援するため、

利子補給等の対策を講じる。 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

ぶものである。 

 

 

 

 

新食材開発を

推進する当該

事業における

産業競争力強

化の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

外国人労働者

の確保を進め

る当該事業に

おける産業持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

 

町内の産業を

支える事業者

支援を推進す

る当該事業に

おける産業持 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

商工業・ 

６次産業化 

(つづき) 

 

企業誘致 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光 

 

【事業の必要性】 

 地域産業の持続性を高め、雇用の確保を

図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 企業の経営を支援し、財務体質の強化が

図られる。 

 

 

〇テレワーク促進空き家改修補助事業 

【具体的な事業内容】 

 空き家を購入する事業者等に対し、改修

費と情報通信機器等の整備費を助成する。 

【事業の必要性】 

 企業誘致や移住を促進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 テレワーク等により新しい人の流れが生

み出され、移住者によるスモールビジネス

の拡大が期待される。 

 

○小豆島観光ビジョン推進事業 

【具体的な事業の内容】 

 観光により持続できる島を目指すため、

小豆島観光協会を中心に土庄町と連携して

観光ビジョンを策定、基本戦略等を実行す

る。 

【事業の必要性】 

 持続可能な島づくりのため、これまで以

上に連携を強化し、観光振興を小豆島全体

で取り組んでいく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 小豆島の観光施策の指針として、小豆２

町が観光ビジョンを共有することにより、

効果的に観光施策を実施できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協会 

土庄町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

企業誘致や移

住を促進する

当該事業にお

ける地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

小豆島観光ビ

ジョンは小豆

島の新たな観

光の道標とな

り、観光持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

観光 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇持続可能な観光推進事業 

【具体的な事業内容】 

「グリーン・デスティネーションズ」によ

る国際認証を目指した活動を推進する。 

【事業の必要性】 

 持続可能な観光による島づくりを実現し

ていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 ＧＳＴＣ認証によって、選ばれる観光地

につながり、観光の持続発展性が高まる。 

 

〇醤の郷景観形成等事業 

【具体的な事業内容】 

 醤油工場等の散策や文化景観を楽しむ知

的観光を推進するため、醤の郷の景観づく

り事業を商工会等と連携して実施する。 

【事業の必要性】 

 地域産業の景観等を活かした観光を拡大

する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 食品産業と観光を組み合わせることで、

産業の持続発展性が高まる。 

 

〇石の魅力創造プロジェクト 

【具体的な事業内容】 

日本遺産ブランドを活かし、石丁場等の

文化遺産を活用した歴史観光を推進すいく

必要がある。 

【事業の必要性】 

 石材産業が苦戦するなかで、歴史・文化の

魅力によって、石の再生を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口の拡大、産業の活性化、人材育

成、郷土愛の醸成が図られる。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光マネジメ

ントを推進す

る当該事業に

おける観光持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

地域産業の景

観を活かした

当該事業にお

ける産業及び

観光持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

地域産業であ

る石の魅力を

高める当該事

業における地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

観光 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○寒霞渓の魅力向上事業 

【具体的な事業内容】 

 瀬戸内海国立公園を代表する寒霞渓の魅

力向上に向けた取り組みを推進する。 

【事業の必要性】 

 気候変動等の影響が懸念されるなかで、

寒霞渓全体の再生を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口の拡大、産業の活性化、人材育

成、郷土愛の醸成が図られる。 

 

〇瀬戸内国際芸術祭等アートの推進 

【具体的な事業内容】 

 海と島の復権を目指した芸術祭等を開催

する。 

【事業の必要性】 

 アートや食等によって、地域産業の活性

化を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口・関係人口の拡大、地域産業の活

性化、地域の絆の形成など、持続可能な地域

づくりにつながる。 

 

〇港を活用した観光・交流イベント事業 

【具体的な事業内容】 

それぞれの港の特性にあわせた祭りやイ

ベントを開催する。 

【事業の必要性】 

港の賑わいを創出し、航路の持続性を高

める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口・関係人口が拡大し、物販等によ

り、地場産業の活性化につながる。 

 

町 

土庄町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

実行委

員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒霞渓の魅力

を高める当該

事業における

地域活性化へ

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

 

アートや食等

による芸術祭

を行う当該事

業における産

業活性化、観光

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

島の拠点であ

る港活性化を

図る当該事業

における産業

活性化及び産

業持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

観光 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇クルーズ客船・スーパーヨット誘致促進

事業 

【具体的な事業内容】 

多様な船舶によるクルーズ観光を推進す

る。また、各種イベントにおいてＰＲ活動を

実施し、誘致を図る。 

【事業の必要性】 

 地域資源である海を活かした観光を推進

する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 観光客の増加、地場産業の活性化、交流の

促進が図られる。 

 

〇国際観光促進事業 

【具体的な事業内容】 

 インバウンド誘致を加速させるため、ニ

ーズ調査、情報発信、プロモーション、多

言語対応やガイド養成等の受入環境整備

を展開することで国際観光の推進を図

る。 

【事業の必要性】 

インバウンド誘致を加速させ来訪者の満

足度を高める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 多様な観光ニーズを把握し、地域資源を

活かした観光戦略の推進により、国際交流 

の活性化につながる。 

 

〇多様な媒体を活用した情報発信事業 

【具体的な事業内容】 

ホームページ、ＳＮＳ、パンフレット、メ

ディア等を活用した情報発信を実施する。 

【事業の必要性】 

小豆島の認知度向上に向けて、積極的な 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協会 

 

 

 

 

船舶によるク

ルーズ観光を

推進する当該

事業の産業活

性化への効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

 

インバウンド

を呼び戻すた

めの国際観光

を促進する当

該事業におけ

る地域活性化、

観光持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

 

多様な方法に

よる魅力発信

を行う当該事

業における観

光持続的発展

の効果は将来 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

観光 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報発信が求められている。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知度向上による観光客の増加につなが

り、観光の持続発展性が向上する。 

 

〇観光商談会・エージェント招聘等推進事

業 

【具体的な事業内容】 

 大都市や海外における大手旅行会社との

商談会の開催、新たな旅行商品開発のため

のエージェントの招聘、関係団体との連携

による観光誘致キャンペーン等を実施す

る。 

【事業の必要性】 

 誘客に向けて様々な活動を展開する必要

がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 観光客の増加、地場産業の活性化、交流の

促進が図られる。 

 

〇農泊事業の展開等、宿泊環境の開発事業 

【具体的な事業内容】 

 古民家等を活用した農泊事業を開発する

民間企業等を支援する。 

【事業の必要性】 

 宿泊観光の増加を目指し、観光消費単価

の上昇を目指す必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 空き家、空き地等の活用が推進し、景観保

全につながるほか、多様な宿泊環境を整え

ることができる。 

 

〇サイクリング観光促進事業 

【具体的な事業内容】 

 

 

 

 

 

町 

会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

観光プロモー

ションを推進

する当該事業

の産業活性化

及び観光持続

的発展への効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

 

 

農泊事業を展

開するための

空き家等改修

を支援する当

該事業におけ

る観光持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

サイクリング

観光を推進す 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

観光 

(つづき) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

香川県等と連携し、サイクリング観光の

拡大に向けた環境整備を行う。 

【事業の必要性】 

 島の起伏を活かし、景観を楽しむ観光を

促進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 環境に優しい観光の促進、交流人口の拡

大が図られる。 

 

○小豆島ふるさと村再整備事業（ソフト事

業分） 

【具体的な事業内容】 

 将来ビジョン、全体整備基本計画を基に、

官民連携の導入に向けた事業者公募をはじ

め、事業用地確定に向けた用地測量、土地鑑

定評価、既存施設の除却等を実施し、再整備

の事業化を進めていく。 

【事業の必要性】 

 多様化する観光ニーズに対応するには、

民間活力を導入し、施設全体の再整備を進

めていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

地域の特性や資源を活用した観光コンテ

ンツの造成等、民間事業者のアイデアを用

いた施設整備が可能となる。 

 

〇池田港（小豆島港）再整備事業（ソフト事

業分） 

【具体的な事業内容】 

 島の生活及び経済活動並びに観光振興に

極めて重要な役割を担う池田港に、新たな

係留施設の整備や２次交通の充実を図る再

整備事業を進めていく。 

【事業の必要性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

る当該事業の

観光・環境持続

的発展への効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

小豆島ふるさ

と村再整備事

業における地

域活性化、観光

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田港再整備

事業における

地域活性化、観

光持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

２ 産業の 

振興 

(つづき) 

10)過疎地域持

続的発展特

別事業 

(つづき) 

その他 

（つづき） 

船員不足による減便や２次交通の不足

などの課題を解決し、池田港の機能を維

持するためには再整備が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

航路維持のほか、多様な船舶の来島機

会の創出により、観光客の増加及び地元

産業の活性化、民間事業者の新規参入な

ど地方創生につながる。 

 

〇港湾施設長寿命化等計画策定事業 

【具体的な事業内容】 

 港湾の適正な維持管理、機能高度化、

長寿命化等を目指すための基本となる計

画を策定する。 

【事業の必要性】 

計画性を持った港湾の適正管理等を推

進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 ライフサイクルコストの抑制につなが

り、港湾機能を保持することによって、

産業の持続的発展につながる。 

 

○海岸保全区域等指定図書整備事業 

【具体的な事業内容】 

海岸保全区域と港湾隣接地域の整合性

を図る。 

【事業の必要性】 

港湾整備において適切な海岸保全区域

の設定が必要である 

【見込まれる事業効果等】 

港湾整備に必要な基礎資料とすることが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島の拠点であ

る港湾施設の

長寿命化を図

る当該事業に

おける産業持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

海岸保全区域

等の適切な設

定を図る当該

事業における

産業持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

３ 地域にお 

ける情報 

化 

 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

情報化 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル 

技術活用 

 

 

 

 

 

 

 

〇自治体ＤＸ推進事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 政府の掲げる６つの柱に沿って、自治体

の情報化を推進する。 

【事業の必要性】 

 住民生活、産業の活性化等を目指す上で

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 過疎地であっても情報技術等を活用す

ることによって、持続的発展が期待でき

る。 

 

〇防災行政無線長寿命化等推進事業（ソフ

ト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 防災行政無線システムの長寿命化 

【事業の必要性】 

 基幹ソフトウエア等の更新が必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 長寿命化によって、機能の向上が図れ

る。 

 

〇医療ＤＸ化事業（ソフト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院の医療高度化に向けて、

国の政策に基づき、医療のデジタル化を推

進する。 

【事業の必要性】 

 診察の効率化等を進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 医療のデジタル化によって医療従事者・

患者の負担軽減等が期待できる。 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過疎地におけ

るＤＸを推進

する当該事業

の地域活性化

への効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

 

防災行政無線

の長寿命化を

図る当該事業

における防災

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

医療のデジタ

ル化を推進す

る当該事業に

おける過疎地

医療の持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

３ 地域にお 

ける情報 

化 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

デジタル 

技術活用 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

〇かがわ医療情報ネットワーク（K-MIX R）

推進事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院の医療高度化に向けて、

かがわ医療情報ネットワークを活用する。 

【事業の必要性】 

 医療デジタル化を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

ネットワーク化による医療情報の共有を

推進でき、患者の利便性向上や医療の高度

化が図られる。 

 

〇高齢者向けスマホ教室の開催 

【具体的な事業内容】 

 スマホ教室の開催によって、デジタルを

活用した健康づくり・介護予防等を推進す

る。 

【事業の必要性】 

 高齢者のデジタルデバイド対策の手段及

び健康寿命の延伸に向けた取組みとして必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 自身で情報収集を行うことが可能とな

り、日々の健康管理や社会とのつながりづ

くりによる健康寿命の延伸が期待できる。 

 

〇交通系 ICカード全国共通利用サービス導

入事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスに交通系 IC カー

ド（10 カード）システムを導入する。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客、運転手等の利便性向上が必

要である。 

県 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

医療情報のネ

ットワーク化、

デジタル化を

進める当該事

業における過

疎地医療の持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

住民の健康づ

くりを促進す

る当該事業に

おける健康寿

命の延伸及び

地域活性化の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

公共交通のデ

ジタル化、キャ

ッシュレス化

を推進する当

該事業におけ

る観光持続的

発展の効果は

将来に及ぶも 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

３ 地域にお 

ける情報 

化 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

デジタル 

技術活用 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、高齢者の外出機会

の確保、交流人口の拡大、バスの経営向上に

つながる。 

 

〇バスロケーションシステム導入事業（ソ

フト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスにバスロケーシ

ョンシステムを導入する。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客の利便性向上および運転手

の負担軽減が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

利便性の向上により、高齢者の外出機会

の確保、交流人口の拡大、バスの経営向上に

つながり、運転手の負担軽減により、運転手

の確保維持につながる。 

 

〇標準的なバス情報フォーマット導入事業 

（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスの時刻表、ルート

等検索システムを導入する。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客の利便性向上が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、バス利用の拡大、経

営向上につながる。 

 

〇ＩＣＴ教育等推進事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 GIGA スクール等ＩＣＴ教育を推進する。 

【事業の必要性】 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

のである。 

 

 

 

 

公共交通のデ

ジタル化を進

める当該事業

における観光

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

公共交通のデ

ジタル化を進

める当該事業

における観光

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

ＩＣＴ教育を

推進する当該

事業における

次世代人材育 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

３ 地域にお 

ける情報 

化 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

デジタル 

技術活用 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

情報技術を活かし、子どもたちの学びを

高める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 子どもたちの資質・能力の育成が図られ

る。 

 

〇ＩＣＴインフラ等情報技術利活用事業

（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 高松市との連携協約を活用し、ＩＣＴを

活用した各種事業を推進する。 

【事業の必要性】 

 行政課題が高度化、複雑化するなかで、情

報技術を活用した課題解決につなげる必要

がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 高松市との連携よる事業推進によって、

初期コストの低減をはじめ、広域的な取組

みが実施できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

都市圏 

 

成の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

広域連携によ

るＩＣＴ活用

を推進する当

該事業におけ

る行政課題解

決への効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

 

(9)過疎地域持

続的発展特

別事業 

公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

○地域公共交通活性化・再生総合事業 

【具体的な事業内容】 

 「小豆島地域公共交通計画」の策定をはじ

め、公共交通の再生・活性化を図る。 

【事業の必要性】 

 小豆島地域に暮らす、訪れる全ての人々

が安心して利用できる移動手段の確保、小

豆島地域のまちづくりに対応した公共交通

体系の形成が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の高い公共交通サービスを構築、

提供できることにより、利用者の増加が図

られ、健全な公共交通体系の維持が期待で

きる。 

 

○交通系ＩＣカード全国共通利用サービス

導入事業（ソフト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスに交通系ＩＣカ

ード（１０カード）システムを導入する。 

【事業の必要性】 

 住民、観光客、運転手等の利便性向上に必

要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、高齢者等の外出機

会の増加、交流・関係人口の拡大、事業者の

経営改善につながる。 

 

〇バスロケーションシステム導入事業（ソ

フト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスにバスロケーシ

ョンシステムを導入する。 

 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

協議会 

 

公共交通の活

性化及び再生

を図る当該事

業における公

共交通網の持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通のデ

ジタル化、キャ

ッシュレス化

を推進する当

該事業におけ

る観光持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

公共交通のデ

ジタル化を進

める当該事業

における観光

持続的発展の 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

(9)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

【事業の必要性】 

 住民、観光客の利便性向上および運転手

の負担軽減が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、高齢者の外出機会

の確保、交流人口の拡大、バスの経営向上に

つながり、運転手の負担軽減により、運転手

の確保維持につながる。 

 

○標準的なバス情報フォーマット導入事業

（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 オリーブバス、町営バスの時刻表やルー

ト等検索システムを導入する。 

【事業の必要性】 

住民、観光客の利便性向上に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 利便性の向上により、バス利用の拡大、事

業者の経営改善につながる。 

 

○路線バス運行体制維持確保事業 

【具体的な事業内容】 

島内唯一の路線バス事業者である「小豆

島オリーブバス株式会社」の運営体制の維

持を図る。 

【事業の必要性】 

 島内唯一の路線バスの維持を図り、住民、

観光客の移動手段を確保することで、島内 

の「足」を守る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

移動手段の確保により、高齢者等の外出

機会の増加、交流・関係人口の拡大につなが

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

公共交通のデ

ジタル化を進

める当該事業

における観光

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

路線バスの運

行体制を維持

する当該事業

における公共

交通網の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

-211-



事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

(9)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

○交通空白地域公共交通確保事業 

【具体的な事業内容】 

 町営バスを運行する。 

【事業の必要性】 

フィーダー系統としての交通不便地域に

住む住民の「足」の維持（三都西線）と 

瀬戸内国際芸術祭等における観光客の拠点

施設へのアクセス性や周遊性確保（臨時線）

を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交通空白地域に住む住民の移動手段を確

保し利便性向上を図るとともに、瀬戸内国

際芸術祭における観光客の利便性向上、地

域の活性化につながる。 

 

○交通空白地域公共交通確保事業 

【具体的な事業内容】 

 町営乗合タクシーを運行する。 

【事業の必要性】 

 町営の路線バス廃止に伴う交通空白地域

の住民の「足」の維持を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交通空白地域に住む住民の移動手段を確

保し利便性向上につながる。 

 

○交通空白地域公共交通確保事業 

【具体的な事業内容】 

 寒霞渓シャトルバスを運行する。 

【事業の必要性】 

 オリーブバス寒霞渓急行線の運行期間の

短縮により、観光地への移動手段を守る必

要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

名勝寒霞渓への移動手段を確保すること 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

町営バスの運

行体制を維持

する当該事業

における公共

交通網の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

町営乗合タク

シーの運行体

制を維持する

当該事業にお

ける公共交通

網の持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

寒霞渓への路

線バスを維持

する当該事業

における公共

交通網の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

-212-



事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

(9)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、観光客の利便性向上、交流・関係人口の

拡大及び地域の活性化につながる。 

 

○２次交通整備事業 

【具体的な事業内容】 

 シェアサイクルやレンタルバイク等の充

実を図る。 

【事業の必要性】 

 路線バスでは担えきれない島内の移動手

段を確保するため、２次交通の充実を図る

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

さまざまな２次交通を充実することは、

多様化する公共交通ニーズに対応し、移動

手段の利便性向上、観光交流・関係人口の拡

大、ひいては地域の活性化につながる。 

 

〇池田港（小豆島港）再整備事業（ソフト事

業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 島の生活及び経済活動並びに観光振興に

極めて重要な役割を担う池田港に、新たな

係留施設の整備や２次交通の充実を図る再

整備事業を進めていく。 

【事業の必要性】 

船員不足による減便や２次交通の不足な

どの課題を解決し、池田港の機能を維持す

るためには再整備が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

航路維持のほか、多様な船舶の来島機会

の創出により、観光客の増加及び地元産業

の活性化、民間事業者の新規参入など地方

創生につながる。 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２次交通の充

実を図る当該

事業における

公共交通網の

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

池田港再整備

事業における

地域活性化、観

光持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

(9)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

公共交通 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通施設維持 

 

 

 

 

 

 

○小豆島中央高校通学支援事業 

【具体的な事業内容】 

小豆島中央高校に通う生徒の通学定期購

入に対して助成を行う。 

【事業の必要性】 

 高校生の通学による路線バスの利用促進

及び家庭の経済的負担軽減を図る必要があ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

路線バス利用者の増加及び事業者の経営

改善、マイカー送迎抑制による脱炭素効果

が期待できる。 

 

○路線バス利用促進事業 

【具体的な事業内容】 

自主的な運転免許の返納を行った高齢者

に対し、公共交通利用促進のためバスの回

数乗車券やタクシー助成券の支給を行うほ

か、路線バスの利用促進を図る。 

【事業の必要性】 

 運転免許を返納した高齢者の「足」の確保

と公共交通の利用促進を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

運転免許を返納した高齢者の移動手段の

確保及び公共交通利用者の増加が期待で

き、経営改善につながる。 

 

○橋りょう等長寿命化事業 

【具体的な事業内容】 

 橋りょうやトンネル等の長寿命化を図る

ための定期的な点検を実施する。 

【事業の必要性】 

 施設の安全性確認に必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

路線バスの利

用促進を図る

当該事業にお

ける公共交通

網の持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

 

路線バスの利

用促進を図る

当該事業にお

ける公共交通

網の持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

 

 

橋りょう等の

長寿命化を図

る当該事業に

おけるインフ

ラの持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

(9)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

交通施設維持 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフサイクルコストの縮減が期待でき

る。 

 

○道路新設改良事業（基本設計等） 

【具体的な事業内容】 

 町道の新設改良に係る基本設計等を実施

する。 

【事業の必要性】 

 町道の新設改良に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 住民の利便性向上及びスムーズな道路交

通を維持確保できる。 

 

○林道等点検診断事業 

【具体的な事業内容】 

 林道等の長寿命化を図るため、点検診断

を実施する。 

【事業の必要性】 

 林道等の長寿命化に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

ライフサイクルコストの縮減が期待でき

る。 

 

○道路橋りょう河川台帳等整備事業 

【具体的な事業内容】 

道路や橋りょう、河川等の台帳を整備す

る。 

【事業の必要性】 

 道路や橋りょう、河川等の現状を適切に

把握する上で必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

道路や橋りょう、河川等の現状を正確に

把握でき、持続可能な維持管理が期待でき

る。 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

である。 

 

 

道路の新設改

良に係る当該

事業における

インフラの持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

林道等の長寿

命化に資する

当該事業にお

けるインフラ

の持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

道路橋りょう

河川等を適切

に把握する当

該事業におけ

るインフラの

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

(9)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

交通施設維持 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

○農道・里道・水路整備に係る原材料支給事

業 

【具体的な事業内容】 

 自治会等が行う農道・里道・水路整備に対

し、原材料（コンクリート等）を支給する。 

【事業の必要性】 

 自治会等による自主的な施設の維持管理

を促進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 自治会等による自主的な施設の整備が図

られ、地域の一体感の醸成や団結力の向上

につながる。 

 

○ドライブレコーダー設置支援事業 

【具体的な事業内容】 

 マイカーへのドライブレコーダー設置に

対して補助を行う。 

【事業の必要性】 

 交通安全意識の向上及び交通事故抑制、

迅速な事故処理に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

交通事故発生件数の減少につながり、交

通事故死傷者の減少が期待できる。 

 

○チャイルドシート設置支援事業 

【具体的な事業内容】 

 チャイルドシート購入に対して補助を行

う。 

【事業の必要性】 

 子どもの交通事故防止に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

交通安全意識の向上及び子育て家庭の経

済的負担軽減につながる。 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農道等の整備

に係る当該事

業におけるイ

ンフラの持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

 

交通事故の抑

制を図る当該

事業における

交通安全の持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

交通事故防止

を図る当該事

業における交

通安全の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

４ 交通施設 

の整備、 

交通手段 

の確保 

（つづき） 

(9)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自転車用ヘルメット購入支援事業 

【具体的な事業内容】 

自転車用ヘルメット購入に対して補助を

行う。 

【事業の必要性】 

交通事故による被害の軽減を図るため必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

交通安全意識の向上及び安全安心なまち

づくりにつながる。 

 

町 交通事故防止

を図る当該事

業における交

通安全の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

生活 

 

 

 

 

 

 

 

○ごみ減量化・分別啓発推進事業 

【具体的な事業内容】 

 ごみの減量化及び分別に関する啓発を推

進する。 

【事業の必要性】 

 持続可能な地域社会の実現のため、住民

への啓発が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 最終処分場など施設の長寿命化が期待で

きる。 

 

○ごみ中間処理（破砕選別・プラスチック資

源化）施設整備事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

ごみの減量化とリサイクル率の向上を図

るため、不燃ごみの中間（破砕選別・プラス

チック資源化）処理施設の広域的な整備を

推進する。 

【事業の必要性】 

 持続可能な地域社会の実現のため、ごみ

の減量化と適切なごみ処理が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 最終処分場など施設の長寿命化が期待で

きる。 

 

○一般住宅リフォーム促進事業 

【具体的な事業内容】 

住宅のリフォーム工事費用の一部を助成

する。 

【事業の必要性】 

 居住者の快適な住環境の維持や地域経済

の活性化に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 居住者の快適な住空間確保を図ることが 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

ごみ減量化・分

別の啓発を推

進する当該事

業における地

域社会及び環

境の持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

ごみ減量化を

推進する当該

事業における

地域社会及び

環境の持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

老朽住宅のリ

フォームを促

進する当該事

業における住

環境改善の持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

生活 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でき、地域経済の活性化につながる。 

 

○まちづくり協議会推進事業 

【具体的な事業内容】 

 老朽化した公営住宅や改良住宅の建替え

等再整備を通したまちづくりを検討し、推

進する。 

【事業の必要性】 

 住環境の安全性や快適性を確保する必要

がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 住環境整備を通して、安全で快適な地域

づくりにつながる。 

 

○民間住宅耐震改修促進事業 

【具体的な事業内容】 

民間住宅の耐震診断及び耐震改修費用の

一部を助成する。 

【事業の必要性】 

 住宅の耐震性を確保し、居住者の安全性

を図るために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 居住者の安全性を確保し、災害に強いま

ちづくりが実現できる。 

 

○町内緑化推進事業 

【具体的な事業内容】 

 町内の緑化推進団体を支援し、緑豊かな

環境づくりを推進する。 

【事業の必要性】 

 ＳＤＧｓへの取組みとして、緑豊かな環

境づくりの必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 緑あふれる環境をつくることで、温室効 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりと

一体となった

住環境整備を

進める当該事

業における地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

住宅の耐震化

を推進する当

該事業におけ

る防災持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

町内の緑化を

推進する当該

事業における

環境持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

生活 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果ガス抑制効果があるのみならず、地域の

癒し空間の創出につながる。 

 

○瀬戸内海の環境保全の推進 

【具体的な事業内容】 

国、県とともに瀬戸内海の水質の適正保

全、海洋環境の維持に努める。 

【事業の必要性】 

ＳＤＧｓの取組みとして、環境保全は必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 持続可能で世界に誇れる瀬戸内海の海洋

環境を実現できるとともに、漁獲量や水産 

物の回復による経済効果も期待できる。 

 

○市街地イノシシ等侵入防止対策事業 

【具体的な事業内容】 

 市街地へのイノシシ等有害鳥獣の侵入を

防止する。 

【事業の必要性】 

 イノシシ等有害鳥獣被害をなくすために

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 イノシシ等の侵入危険性を排除すること

で、安心安全な生活を維持できる。 

 

○空き家再生等推進事業 

【具体的な事業内容】 

企業が事業拡大等のために取り組む空き

家再生の推進を図る。 

【事業の必要性】 

増大する空き家の利活用・再生事業は必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内海の環

境保全に取り

組む当該事業

における環境

保全持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

有害鳥獣被害

を防止する当

該事業におけ

る地域安全持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

空き家の利活

用を推進する

当該事業にお

ける地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

生活 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険施設撤去 

 

 

 

 

 

空き家活用による企業誘致やテレワーク

の推進、移住・定住の促進につながる。 

 

○町営住宅長寿命化計画策定事業 

【具体的な事業の内容】 

 町営住宅の維持管理や更新を的確に行う

ため、長寿命化計画を策定する。 

【事業の必要性】 

 今後の財政負担を軽減しつつ、変化する

町民ニーズ等へ対応していくため、建替え、

個別改善等の事業の手法を定める必要があ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 維持管理事業及び機能更新事業の効率化

並びにライフサイクルコストの縮減等につ

ながる。 

 

○民間危険ブロック塀等撤去支援事業 

【具体的な事業内容】 

 道路等に面した民間の危険ブロック塀等

の撤去を行う所有者等に対して助成を行

う。 

【事業の必要性】 

 危険ブロック塀の倒壊防止に必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 緊急輸送道路や避難路の安全性や機能確 

保につながる。 

 

○公共施設除却事業 

【具体的な事業内容】 

 耐用年数を超え老朽化した公共施設の除

却を行う。 

【事業の必要性】 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

町営住宅長寿

命化計画を策

定する当該事

業における地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

災害時のブロ

ック塀倒壊を

防ぐ当該事業

における防災

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

南海トラフ地

震等に備える

当該事業にお

ける防災持続

的発展の効果 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

危険施設撤去 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災・防犯 

【事業の必要性】 

 災害による倒壊等の被害をなくし、地域

の住環境保全のために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

南海トラフ地震等による建物倒壊等の被

害をなくし、周辺住環境の保全及び跡地の

地域活性化利活用が期待できる。 

 

○老朽危険空き家除却支援事業 

【具体的な事業内容】 

 老朽化して倒壊などの恐れのある空き家

の除却を促進する。 

【事業の必要性】 

 地域の住環境の向上を図るために必要で

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域の安全性の確保や治安の維持につな

がる。 

 

○地域防災訓練支援事業 

【具体的な事業内容】 

 自治会等が自主的に行う地域の防災訓練

に際して、実施費用や資機材の購入などに

助成を行う。 

【事業の必要性】 

 防災意識の高揚を図り、地域の連帯感を

高めるために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

地域の防災意識の高揚、地域防災力の強

化につながる。 

 

○防災士育成支援事業 

【具体的な事業内容】 

防災士資格取得のための支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

 

地域住環境の

向上を図る当

該事業におけ

る環境保全持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

地域防災力の

強化を図る当

該事業におけ

る地域活性化

への効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

 

地域の防災リ

ーダーを育成

する当該事業 

 

-222-



事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

防災・防犯 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の必要性】 

 地域の自主防災リーダーを育成し、地域

防災力強化のために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

地域の防災リーダーによって、災害時の

自主的で迅速な対応につながる。 

 

○家具類転倒防止対策促進事業 

【具体的な事業内容】 

 住宅内の家具類転倒防止を図る器具や金

具等の購入などに助成を行う。 

【事業の必要性】 

 住宅内での被害防止の促進を図るため必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 南海トラフ地震等による被害の軽減につ

ながる。 

 

○地域防災計画等改定事業 

【具体的な事業内容】 

 町の防災大綱とも言える国土強靭化地域

計画や地域防災計画等の改定を行う。 

【事業の必要性】 

 環境の変化や状況に対応した臨機応変な

計画の改定は必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 防災体制の確立、防災意識の向上につな

がる。 

 

○ハザードマップ等作成・更新事業 

【具体的な事業内容】 

 災害に応じたハザードマップや総合防災

マップ等の作成・更新を行う。 

【事業の必要性】 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

における防災

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

南海トラフ地

震等に備える

当該事業にお

ける防災持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

防災体制の構

築を図る当該

事業における

防災持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

住民の防災意

識の向上につ

ながる当該事

業における防

災持続的発展 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

防災・防犯 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住民への危険地域や防災情報の周知のた

めに必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 住民の防災意識の向上や被害の軽減につ

ながる。 

 

○防災対応マニュアル等策定事業 

【具体的な事業内容】 

 大規模災害に備えたＢＣＰや防災対応マ

ニュアルの策定・更新を行う。 

【事業の必要性】 

 防災体制の構築・維持のために必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 防災対応の迅速化・的確化につながる。 

 

○雨水公共下水道整備事業 

【具体的な事業内容】 

 雨水浸水対策を実施するポンプ場、水門、

管路等排水施設の新設や長寿命化を図る。 

【事業の必要性】 

雨水による浸水被害を防止するために必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 浸水被害の常襲地区の解消と継続した雨

水排水機能の確保が図られる。 

 

○防災研修等の実施 

【具体的な事業内容】 

 自治体職員として必要な防災知識等を習

得するため、香川大学等と連携した研修等

を実施する。 

【事業の必要性】 

多岐にわたる災害時の業務に迅速に対応 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

大学 

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

防災体制の構

築を図る当該

事業における

防災持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

ポンプ場等の

長寿命化を図

る当該事業に

おける防災持

続可能性の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

職員の資質向

上を図る当該

事業における

防災持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

防災・防犯 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できるよう必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

職員一人ひとりが当事者意識を持ち災害

対応に臨むことで、迅速かつ的確な対応に

つながる。 

 

○災害時避難支援船推進事業 

【具体的な事業内容】 

 連携協定により、定期フェリーを災害時

に避難支援船として活用する。 

【事業の必要性】 

 広域的な防災連携体制を構築するために

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

広域かつより強固な防災体制を構築する

ことができる。 

 

○災害時避難行動要支援者管理システム更

新等事業 

【具体的な事業内容】 

 災害時避難行動要支援者管理システムの

更新等を図る。 

【事業の必要性】 

 高齢者や障がい者、外国人など災害時に

配慮が必要となる方を把握し、個別避難計

画を策定するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

迅速な避難体制の構築につながり、人命

を守ることができる。 

 

○備蓄物資整備事業 

【具体的な事業内容】 

 災害に備え、備蓄物資の整備を行う。 

【事業の必要性】 

 

 

 

 

 

 

町 

委員会 

民間 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学官民含めた

広域的な連携

を図る当該事

業における防

災持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

災害時要支援

者対策を図る

当該事業にお

ける防災持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

 

備蓄物資整備

を図る当該事

業における防

災持続的発展 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(7)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

防災・防犯 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)その他 

 

 

 災害発生時、支援物資が届くまでの間、人

命を守るために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 備蓄物資を活用することで、人命を守る

ことができる。 

 

○自治会集会所等整備事業 

【具体的な事業内容】 

自治会集会所等の改修、備品購入や自治

会が設置する防犯カメラへの助成を行う。 

【事業の必要性】 

 地域活動の活性化と地域の防犯に必要で

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

集会所等が快適になることで、地域の団

体による活動活性化につながり、犯罪発生

の抑制により安全安心が期待できる。 

 

○防犯灯設置支援事業 

【具体的な事業内容】 

道路等を照らす防犯灯の設置に対して助

成を行う。 

【事業の必要性】 

 安心安全で明るいまちづくりのために必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 安心安全で明るいまちづくりにつなが

る。 

○防犯カメラ等設置推進事業 

【具体的な事業内容】 

 町内の拠点への防犯カメラの設置を推進

する。 

【事業の必要性】 

 安心安全に暮らせるまちづくりのために 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

自治会の拠点

整備を進める

当該事業にお

ける地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

防犯灯設置を

促進する当該

事業における

地域安全持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

安心安全なま

ちづくりを図

る当該事業に

職員の資質向

上を図る当該

事業における 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

５ 生活環境 

の整備 

（つづき） 

(8)その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

犯罪の抑制につながり、安心安全なまち

づくりを実現できる。 

 防災持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○病児・病後児保育推進事業 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院内「オリーブキッズ」で実

施する。 

【事業の必要性】 

 体調不良の子どもを保護者が保育できな

い場合に、保護者に代わり保育する。 

【見込まれる事業効果等】 

 保育環境を充実させることにより、子ど

もの健やかな成長と、保護者の子育て支援

につながる。 

 

○特定不妊治療助成事業 

【具体的な事業内容】 

 特定不妊治療費を助成する。 

【事業の必要性】 

 不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減

を図る。 

【見込まれる事業効果等】 

 赤ちゃんを望む夫婦への経済的負担の軽

減を図り、子どもを生み育てることを支援

する。 

 

○５歳児健診・相談事業 

【具体的な事業内容】 

 町独自で５歳児健診を実施、検診後のサ

ポートとして育児相談等を開催する。 

【事業の必要性】 

 保護者の育児に対する悩み、不安の解消

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

子どもたちが健やかに成長・発達し、保護

者が安心して子育てできる環境づくりにつ

ながる。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

病児病後児保

育の推進を図

る当該事業に

おける子育て

環境の持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

出産のきっか

けとなる当該

事業における

子育て環境の

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

子どもたちの

健やかな成長

をサポートす

る当該事業に

おける子育て

環境の持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

児童福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家庭保育サポート事業 

【具体的な事業内容】 

 一時的に保育が困難になった児童を預か

り、保護者を支援する。 

【事業の必要性】 

 保護者の疾病、入院、育児疲れ等により一

時的に預けられる保育環境が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 共働き世帯でも子育てしやすい環境を作

り、子育て世代の社会参加の促進を図る。 

 

○オリーブの島保育合宿事業 

【具体的な事業内容】 

 香川大学教育学部の学生が町内の保育現

場に入り、園児たちとふれあいながら職員

と情報交換する保育実習を行う。 

【事業の必要性】 

 保育士、学生相互の保育力向上及び大学 

との連携強化のために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 現場の職員と幼児教育を学ぶ学生が交流

することにより就学前教育の質の向上と小

豆島町の保育士確保を図る。 

 

○子ども医療費給付事業 

【具体的な事業内容】 

 子どもの誕生から高校卒業までの医療費

の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

 子育て世代の医療費負担の軽減に必要で

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

 子育て世代の経済的負担を軽減し、子ど 

もたちが夢を持って健やかに成長するよう 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

一時保育での

支援を図る当

該事業におけ

る子育て環境

の持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

保育士を目指

す学生の実習

を行う当該事

業における人

材育成の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

子ども医療費

の一部の助成

を行う当該事

業における子

育て環境の持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

児童福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者・障害者

福祉 

 

 

 

 

 

 

応援する。 

 

○ひとり親家庭等医療費給付事業 

【具体的な事業内容】 

高校卒業までの子どもを養育するひとり

親家庭等の医療費の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

 ひとり親家庭等の医療費負担の軽減に必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、

子どもたちが夢を持って健やかに成長する

よう応援する。 

 

○こども食堂支援事業 

【具体的な事業内容】 

 こども食堂を運営する団体等に対し、事

業に要する費用の一部を補助する。 

【事業の必要性】 

子どもが安心できる居場所を提供するた

め、安定的な運営を支援する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

栄養ある食事や安心できる居場所を提供

することで、子どもの健全な成長につなが

る。 

 

○高齢者就業機会確保事業 

【具体的な事業内容】 

 シルバー人材センターの活動を支援す

る。 

【事業の必要性】 

 意欲ある高齢者の就労機会の確保に必要

である。 

【見込まれる事業効果等】 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

ひとり親家庭

等医療費の一

部の助成を行

う当該事業に

おける子育て

環境の持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

こども食堂の

運営支援を行

う当該事業に

おける子育て

環境の持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

高齢者の就労

機会の確保と

なる当該事業

における地域

活性化への効

果は将来に及

ぶものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培ってきた知識や経験を活かせる高齢者

の活躍を推進する。 

 

○緊急通報体制等整備事業 

【具体的な事業内容】 

 65 歳以上のひとり暮らしで日常生活に不

安がある方を対象に、緊急通報装置を貸与

する。 

【事業の必要性】 

 ひとり暮らしで近隣に介護者のいない場

合に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 日常生活において急病や災害などの緊急

事態への不安の解消が図られる。 

 

○福祉電話設置事業 

【具体的な事業内容】 

 65 歳以上のひとり暮らし等で、電話の設

置が困難かつ必要な方を対象に、福祉電話

を設置する。 

【事業の必要性】 

 高齢者のみの世帯で近隣に介護者のいな

い場合に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 在宅生活において連絡手段が確保できる

ことから、緊急時等の不安解消が図られる。 

 

○生活支援事業 

【具体的な事業内容】 

 ひとり暮らし高齢者等に対し、軽度家事

支援サービス、配食サービスを実施する。 

【事業の必要性】 

 高齢者が在宅での自立した生活を継続す

るために必要である。 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり暮らし

高齢者の安心

を担う当該事

業における高

齢者福祉の持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

ひとり暮らし

高齢者等の安

心を担う当該

事業における

高齢者福祉の

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

ひとり暮らし

高齢者等の自

立した在宅生

活を支援する

当該事業にお

ける高齢者福

祉の持続的発 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

【見込まれる事業効果等】 

要介護状態への進行・悪化を防止し、栄養

バランスの取れた食事、安否確認によって、

在宅生活を継続することができる。 

 

○高齢者訪問事業 

【具体的な事業内容】 

 100 歳以上の高齢者を町長が訪問し、記念

品を渡す。 

【事業の必要性】 

 長年社会に貢献してきた高齢者の長寿を

祝い、感謝の気持ちを直接伝えるために必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 地域との交流が少ない高齢者にとって、

町長との会話や訪問は孤独感を軽減し、高

齢者の生きがいや社会参加を促す。 

 

○老人保護措置事業 

【具体的な事業内容】 

 環境上・経済的理由等により居宅での生

活が困難な者に対して、養護老人ホーム等

への入所措置を図る。 

【事業の必要性】 

 虚弱高齢者等が安定した生活を送るため

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 施設での適切な生活環境の下、安心安定

した日常生活を送ることができる。 

 

○老人クラブ活動等事業 

【具体的な事業内容】 

 それぞれの地域で組織し、みずからの生

きがいを高め、健康づくりを進める活動に 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

高齢者の長寿

を町として祝

う当該事業に

おける高齢者

福祉の持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

在宅生活が困

難な虚弱高齢

者の安心安定

した生活を確

保する当該事

業における高

齢者福祉の持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

高齢者の生き

がいづくり、健

康づくりに資

する当該事業 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

5)過疎地域持続

的発展特別

事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

取り組む。 

【事業の必要性】 

 高齢者の状態に応じた趣味活動や社会参

加の場が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

培ってきた知識や経験を活かせる高齢者

の活躍を推進する。 

 

○高齢者福祉施設等再整備支援事業 

【具体的な事業内容】 

 国、県等の補助金を活用し、高齢者福祉施

設等の再整備に対する支援を行う。 

【事業の必要性】 

 経年により老朽化した高齢者福祉施設の

再整備に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 入所者の安全安心を守り、持続可能な高

齢者福祉施策の推進が図られる。 

 

○障害福祉計画等策定事業 

【具体的な事業内容】 

 障害福祉サービス、地域生活支援事業の

提供体制の確保等、障害児通所支援等の提

供体制の確保等を定める。 

【事業の必要性】 

 障害者福祉の推進のため必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 障害者へのニーズ調査や有識者の意見を

もとに計画的な福祉施策の推進が図られ

る。 

○介護人材確保事業 

【具体的な事業内容】 

研修費用の助成によって、介護職員の確

保や資質向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

における高齢

者福祉の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

高齢者施設等

の再整備を推

進する当該事

業の高齢者福

祉の持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

障害者が住み

やすい環境を

整えるための

当該事業の障

害者福祉の持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

介護人材を確

保する当該事

業における介

護業界の持続 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の必要性】 

 慢性的な人手不足である介護業界を支え

る人材を確保するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 人材を確保することで、持続可能な介護

施策の推進が図られる。 

 

○介護職員初任者研修開催事業 

【具体的な事業内容】 

 島内で介護職員初任者研修を開催する。 

【事業の必要性】 

 慢性的な人手不足である介護業界を支え

る人材を確保するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 島内での開催により、時間的、経済的な負

担を軽減し、人材確保・資質向上が図られ

る。 

 

○重度心身障害者等医療費給付事業 

【具体的な事業内容】 

一定以上の障害がある者に対して医療費

の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

障害者の医療費負担の軽減に必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 障害者の健康保持と経済的負担の軽減に

より生活の安定化が図られる。 

 

○障害児島外通院等交通費補助事業 

【具体的な事業内容】 

一定以上の障害等を有する児童を養育す

る者に対して、島外への通院等にかかる交 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

介護人材を確

保する当該事

業における介

護業界の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

重度心身障害

者等医療費の

一部の助成を

行う当該事業

における障害

者福祉の持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

障害児の島外

通院等に対す

る助成を行う

当該事業にお 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

高齢者・障害者

福祉 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通費を補助する。 

【事業の必要性】 

島外への通院等が必要な障害児を養育す

る世帯への経済的負担の軽減に必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

 障害児が早期の治療や療育を受けること

ができ、障害児の福祉の向上が図られる。 

 

○通院等困難者支援事業 

【具体的な事業内容】 

バス利用が困難な高齢者、障害者等に対

して、小豆郡内での通院等に要するタクシ

ー料金の一部を助成する。 

【事業の必要性】 

通院が必要な高齢者、障害者の経済的負

担の軽減に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

高齢者、障害者の健康保持と経済的負担

の軽減により生活の安定化が図られる。 

 

〇高齢者向けスマホ教室の開催（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 スマホ教室の開催によって、デジタルを

活用した健康づくり・介護予防等を推進す

る。 

【事業の必要性】 

 高齢者のデジタルデバイド対策の手段及

び健康寿命の延伸に向けた取組みとして必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 自身で情報収集を行うことが可能とな

り、日々の健康管理や社会とのつながりづ

くりによる健康寿命の延伸が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ける障害者福

祉の持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

通院等が困難

な障害者への

支援を行う当

該事業におけ

る障害者福祉

の持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

住民の健康づ

くりを促進す

る当該事業に

おける健康寿

命の延伸及び

地域活性化の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

健康づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇健康づくりのリーダー養成・自主的な健

康づくりの推進 

【具体的な事業内容】 

 町内で健康づくりのリーダーを養成する

ため、オリーブ健康塾や食生活改善推進員

養成講座等の実施により、自主的な健康づ

くりを推進する。 

【事業の必要性】 

受け身ではなく、自ら積極的に地域の住

民を巻き込みながら、健康づくりのリーダ

ーとなる人材育成が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

健康寿命の延伸により、医療・介護費用の

削減が期待できる。 

 

〇小豆島町にこにこプラン２１実施事業 

【具体的な事業内容】 

子どもから高齢者まで、すべての住民が

健やかで心豊かに生活できることを目指

し、健康や食、こころの健康に関する理解を

深める。 

【事業の必要性】 

生活習慣病の増加や運動不足、喫煙、オー

ラルフレイル、特定健診・がん検診の受診

率、こころの健康等の多岐にわたる食と健

康問題に取り組む必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

誰もが生きがいを持って安心して暮らせ

る魅力ある地域社会が構築され、将来的な

医療費や介護費用の削減が図られる。 

 

○出産子育て応援給付金事業 

【具体的な事業内容】 

 妊娠期から出産・子育てまで身近な伴走 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

健康づくりリ

ーダーを育成

する当該事業

の地域健康長

寿命化への効

果は将来に及

ぶものである 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが健康に

暮らせる社会

を目指す当該

事業における

医療及び経済

の持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

出産や子育て

を応援する当

該事業におけ 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

健康づくり 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

型相談支援と経済的支援を一体的に実施す

る。 

【事業の必要性】 

 子育て家庭の精神的・経済的負担の軽減

を図る。 

【見込まれる事業効果等】 

子育て家庭の負担軽減を図ることで、安

心して子どもを生み育てられる環境づくり

につながる。 

 

○出産費用補助事業 

【具体的な事業内容】 

 セミオープンシステムを利用し、島外の

連携病院で出産する妊婦に対し、連携病院

での妊婦健診等にかかる交通費及び連携病

院で出産するための事前滞在費用等を補助

する。 

【事業の必要性】 

 島外連携病院で出産する妊婦の経済的負

担の軽減を図る。 

【見込まれる事業効果等】 

妊婦への経済的負担を軽減することで、

健全で安心した出産体制の確保につなが

る。 

 

○社会福祉協議会補助事業 

【具体的な事業内容】 

行政が実施する各種社会福祉制度だけで

は対応できない、福祉の隙間に対する社会

福祉活動事業や情報提供、協議会の運営を

助成する。 

【事業の必要性】 

 地域住民が抱える様々な福祉課題、生活

課題等を解決するために必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

る子育て環境

の持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

 

 

島外で出産す

る妊婦に対し

て補助を行う

当該事業にお

ける子育て環

境の持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議

会の運営支援

を行う当該事

業における福

祉課題への取

組みの持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

-237-



 

事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

【見込まれる事業効果等】 

 地域のニーズに寄り添った事業を展開

し、地域の福祉増進が期待できる。 

 

○認知症サポーター養成講座・こまめ隊養

成塾 

【具体的な事業内容】 

 認知症サポーター等を養成する研修を行

う。 

【事業の必要性】 

 認知症を正しく理解し、認知症の人への

適切な対応を図る上で必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 増加傾向にある認知症の人を地域でやさ

しく見守る体制を構築できる。 

 

○認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワー

ク事業 

【具体的な事業内容】 

 外出した際に帰宅できなくなる可能性が

高い認知症高齢者等が、行方不明になった

場合の支援体制を構築する。 

【事業の必要性】 

 認知症高齢者等の安全確保のため、島内

の関係機関等が連携する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知症等が原因で、万が一行方不明にな

っても、早期に発見することができ、安全確

保及び家族等への支援を図ることができ

る。 

 

○認知症高齢者位置情報検索サービス利用

支援事業 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

認知症の人に

やさしい地域

づくりを行う

当該事業にお

ける地域包括

ケアの持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

認知症の人に

やさしい地域

づくりを行う

当該事業にお

ける地域包括

ケアの持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

認知症の人に

やさしい地域 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

【具体的な事業内容】 

 外出した際に帰宅できなくなる可能性が

高い認知症高齢者の家族等が、ＧＰＳ位置

情報検索サービスを利用した場合の費用に

ついて一部助成する。 

【事業の必要性】 

 認知症高齢者等の安全確保のために必要

である。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知症等により行方不明になった場合の

早期発見と、費用助成による家族の負担軽

減を図ることができる。 

 

○認知症初期集中支援推進事業 

【具体的な事業内容】 

 認知症初期集中支援チームを配置し、早

期診断・早期対応に向けた支援体制を構築

する。 

【事業の必要性】 

 認知症の初期段階から関わり、適切な支

援に繋げるため必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 認知症の初期段階から集中的に関わるこ

とで、病気の進行に沿った対応ができ、重症

化防止に繋がる。 

 

○認知症カフェ事業 

【具体的な事業内容】 

 認知症の人やその家族、地域住民、専門職

等が集う場を設置する。 

【事業の必要性】 

 認知症の人及びその家族を支援する場と

して必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

づくりを行う

当該事業にお

ける地域包括

ケアの持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

認知症の人に

やさしい地域

づくりを行う

当該事業にお

ける地域包括

ケアの持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

認知症の人に

やさしい地域

づくりを行う

当該事業にお

ける地域包括

ケアの持続的

発展の効果は 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

【見込まれる事業効果等】 

 認知症になっても、住み慣れた地域で安

心してその人らしい生活ができる環境を確

保することができる。 

 

○介護予防グループ活動支援事業 

【具体的な事業内容】 

 健康づくり・介護予防の活動を行う地域

の住民グループに対して補助を行う。 

【事業の必要性】 

 地域住民が自主的に介護予防を行うため

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 住み慣れた地域で健康で生きがいを持っ

て生活できる。 

 

○介護予防ボランティア組織化事業 

【具体的な事業内容】 

 地域の中で、配食・会食・見守り活動など

のボランティア活動を行う住民グループに

対して補助を行う。 

【事業の必要性】 

 地域における支え合いの輪を広げるため

に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 高齢者が積極的に社会参加し、生活支援

の担い手となって地域の中で支え合う体制

が構築できる。 

 

○地域リハビリテーション活動支援事業 

【具体的な事業内容】 

 リハビリ専門職が個別訪問を行い、自宅

でできる運動指導、福祉用具等について助

言を行う。 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

高齢者の自主

的な健康づく

り・生きがいづ

くりに資する

当該事業にお

ける健康寿命

延伸の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

地域で高齢者

を支える体制

整備に資する

当該事業にお

ける安心・安全

の地域づくり

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

 

介護予防の推

進に資する当

該事業におけ

る健康寿命延

伸の効果は将 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

【事業の必要性】 

 地域における介護予防の取組み強化のた

め必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 リハビリ専門職等が関与することによ

り、地域における介護予防の取組み推進に

繋がる。 

 

○家族介護継続支援介護者交流事業 

【具体的な事業内容】 

 高齢者を在宅で介護している家族が交流

できる「家族のつどい」を開催する。 

【事業の必要性】 

 介護者がリフレッシュできる場、相談で

きる場を設けることが必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 長期介護による心身の疲労を癒し、介護

による日常の身体的、精神的負担を軽減す

ることができる。 

 

○家族介護継続支援介護用品支給事業 

【具体的な事業内容】 

 在宅で高齢者を介護している家族等に、

介護用品を支給する。 

【事業の必要性】 

 重度の介護が必要な高齢者の在宅生活を

支援する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 介護者の経済的負担を軽減できる。 

 

○家族介護継続支援慰労金支給事業 

【具体的な事業内容】 

 在宅で高齢者を介護している家族等に、

慰労金を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

 

 

介護負担の軽

減に資する当

該事業におけ

る在宅生活支

援の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

 

介護者の負担

軽減に資する

当該事業にお

ける在宅生活

支援の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

介護者の負担

軽減に資する

当該事業にお

ける在宅生活 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

６ 子育て 

環境の確 

保、高齢者 

等の保健 

及び福祉 

の向上及 

び増進 

（つづき） 

(5)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

【事業の必要性】 

 重度の介護が必要な高齢者の在宅生活を

支援する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 介護者の精神的、経済的負担を軽減でき

る。 

 

○生活支援体制整備事業 

【具体的な事業内容】 

 生活支援コーディネーターを配置し、高

齢者の日常生活上の支援体制を充実させ

る。 

【事業の必要性】 

 単身世帯が増加し、支援を必要とする高

齢者が増加する中、多様な主体による生活

支援が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 多様な生活支援サービスの利用ができる

と共に、高齢者自身の社会参加による生き

がいづくりや介護予防につながる。 

 

○成年後見制度利用支援事業 

【具体的な事業内容】 

 低所得の高齢者等が成年後見制度を利用

するにあたり、必要となる費用を助成する。 

【事業の必要性】 

 判断能力が十分でない高齢者等の権利擁

護を図るため必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 成年後見制度の利用が有効な高齢者等の

担軽減に繋がり、要支援者がその有する能

力を活用し、自立した日常生活を営むこと

ができる環境を整備することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

支援の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

高齢者の在宅

生活維持に資

する当該事業

における生活

支援の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の権利

擁護に資する

当該事業にお

ける生活支援

の効果は将来

に及ものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の 

確保 

 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

自治体病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

〇医療福祉の人材確保・育成事業 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院を核として、医療福祉の

情報発信、求人活動、移住支援、人材定着に

取り組み、多様な人材の確保に努める。 

【事業の必要性】 

 医療福祉に係る人材を島内外から確保・

育成する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

島内・島外の人材を確保することで持続

可能な医療の提供により、小豆島の医療を

守る。 

 

〇保健医療福祉関係職修学資金貸与事業 

【具体的な事業内容】 

 将来、町内で保健医療福祉関係職(助産

師、看護師、保健師等）に従事しようとする

学生に対して修学資金を貸与する。 

 修学を支援するとともに慢性的に不足し

ている保健医療福祉関係職員の安定的な確

保を図る。 

【事業の必要性】 

将来の地域医療を守るため、地元出身の

医療人材を育成し、安定的に人材を確保す

る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 医療人材の育成・確保により、持続可能な

医療の提供が期待できる。 

 

〇医療従事者確保対策事業 

【具体的な事業内容】 

医療機関等が実施する専門医師の派遣

や、処遇改善、研修機会の創出などの事業支

援を実施し、働きやすい環境づくりに努め 

企業団 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

企業団 

 

医療福祉人材

の確保育成に

資する当該事

業の医療持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

 

保健医療福祉

関係職の修学

支援を行う当

該事業の人材

育成・確保への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療従事者の

確保を図る当

該事業におけ

る医療持続的

発展の効果は 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の 

確保 

（つづき） 

 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 また、ナースサポートセンターなど、町内

の地域医療に資する取組みの応援を継続す

る。 

【事業の必要性】 

地域医療を担う医療従事者に対する処遇

改善や専門医師の派遣等により、安定的に

人材を確保する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 医療人材の育成・確保により、持続可能な

医療の提供が期待できる。 

 

〇地域医療確保推進事業 

【具体的な事業内容】 

 地域医療フォーラムやワークショップな

どを開催するなど、住民や行政、医療関係者

が協働して、安心して暮らせる地域医療づ

くりの取組みを進める。 

【事業の必要性】 

地域医療を地域ぐるみで守るため、町民

の地域医療に対する意識を醸成することが

必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

地域による協力体制の整備や健康寿命を

延ばすことによって、持続可能な医療の提

供と将来的な医療費や介護費用の削減が図

られる。 

 

〇医療ＤＸ化事業（ソフト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院の医療高度化に向けて、

国の政策に基づき、医療のデジタル化を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業団 

 

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療を守

る取組みを行

う当該事業に

おける医療持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療のデジタ

ル化を推進す

る当該事業に

おける医療持

続的発展の効 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の 

確保 

（つづき） 

 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の必要性】 

診察の効率化等を進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 医療のデジタル化によって、医療従事者・

患者の負担軽減等が期待できる。 

 

〇かがわ医療情報ネットワーク（K-MIX R）

推進事業（ソフト事業分）（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央病院の医療高度化に向けて、

かがわ医療情報ネットワークを活用する。 

【事業の必要性】 

 医療のデジタル化を推進する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

ネットワーク化による医療情報の共有を

推進でき、患者の利便性向上や医療の高度

化が図られる。 

 

〇瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進事業

（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 連携協約に沿って、取組みを進める。 

【事業の必要性】 

 医師の偏在が顕著となっている中、医療

提供体制を維持する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 連携中枢都市圏の医療提供体制の向上が

期待できる。 

 

○ドクターヘリ運航体制整備事業 

【具体的な事業内容】 

 ドクターヘリによる迅速な患者輸送が図

られるよう必要な整備を行う。 

【事業の必要性】 

 

 

 

 

 

 

県 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

町 

 

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

医療のデジタ

ル化・ネットワ

ーク化を推進

する当該事業

における医療

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

地域間連携を

高める当該事

業の医療提供

体制持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

迅速な救急搬

送を図る当該

事業における

医療提供体制

持続的発展の 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

７ 医療の 

確保 

（つづき） 

 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一刻を争う救命救急において、迅速に搬

送するために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 高度医療を必要とする救急患者の救命率

の向上が期待できる。 

 

○周産期医療体制確保事業 

【具体的な事業内容】 

 小豆医療圏における周産期医療を確保す

る。 

【事業の必要性】 

 少子高齢化が進む本町において、安全安

心な周産期医療体制の確保が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

子どもを産み育てる体制を確保すること

で少子化対策が図られる。 

 

○職員住宅整備事業 

【具体的な事業内容】 

 安定的な医療人材確保のために職員住宅

を整備する。 

【事業の必要性】 

 小豆島外から必要な人材を確保するた

め、職員住宅の整備が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

島外からの人材を確保することで、安定

的に医療提供体制を継続することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

町 

企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業団 

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

周産期医療の

核をを図る当

該事業におけ

る医療提供体

制持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

医療従事者の

確保を図る当

該事業におけ

る医療提供体

制持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

８ 教育の 

振興 

 

 

(4)過疎地域持

続的発展特

別事業 

幼児教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特別支援補助講師配置事業 

【具体的な事業内容】 

幼稚園・保育所に特別支援補助講師を配

置する。 

【事業の必要性】 

 障がいの程度を的確に把握し、適正な就

学指導及び特別支援学級の編制と運営に必

要である。 

【見込まれる事業効果等】 

意欲的に学習できる環境を整えるととも

に、指導内容や方法の改善、教材・教具の工

夫などに取り組み、指導の充実を図る。 

 

○外国語指導員配置事業 

【具体的な事業内容】 

幼稚園・保育所に外国語活動支援員を配

置する。 

【事業の必要性】 

外国語活動の充実を図るために必要であ

る。 

【見込まれる事業効果等】 

幼少期から恒常的に英語に触れる機会が

増え、将来的に英語教育へつながる。 

 

○特別支援補助講師配置事業 

【具体的な事業内容】 

小中学校に特別支援補助講師を配置す

る。 

【事業の必要性】 

 障がいの程度を的確に把握し、適正な指

導及び特別支援学級の編制と運営に必要で

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

意欲的に学習できる環境を整えるととも 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援体制

の充実を図る

る当該事業に

おける教育持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 

 

 

 

 

 

 

外国語活動等

の充実を図る

当該事業にお

ける国際教育

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

特別支援体制

の充実を図る

る当該事業に

おける教育持

続的発展の効

果は将来に及

ぶものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

８ 教育の 

振興 

（つづき） 

 

(4)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

義務教育 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、指導内容や方法の改善、教材・教具の工

夫などに取り組み、指導の充実を図る。 

 

○生徒指導主事配置事業 

【具体的な事業内容】 

教育指導室に生徒指導主事を配置する。 

【事業の必要性】 

 学校における生徒指導を組織的、計画的

に運営していくために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

中学校での生徒指導や、人権・同和教育等

を推進する。 

 

○外国語指導員配置事業 

【具体的な事業内容】 

小、中学校に外国語活動支援員を配置す

る。 

【事業の必要性】 

外国語活動及び外国語授業の充実を図る

ために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

外国人と相互理解を深めることができる

基礎的能力と、積極的にコミュニケーショ

ンを図ろうとする意欲・態度を育成できる。 

 

○英語教育推進事業 

【具体的な事業内容】 

 英語検定、英検ジュニアの検定料の補助

をする。中学校において英語クラブを実施

する。 

【事業の必要性】 

 授業以外の角度から英語に触れる機会を

増やし、リスニング力やコミュニケーショ

ン能力の強化を図るために必要である。 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

学校運営の円

滑化を図る当

該事業におけ

る教育持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

外国語活動等

の充実を図る

当該事業にお

ける国際教育

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

英語教育の推

進を図る当該

事業における

国際教育持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

８ 教育の 

振興 

（つづき） 

 

(4)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

義務教育 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見込まれる事業効果等】 

 グローバル社会に対応できる子どもの育

成につながる。 

 

○幼保小中高と一貫した教育に向けた取組

事業 

【具体的な事業内容】 

 小豆島中央高校を頂点とし、小豆島全体

で一貫教育に取り組む。 

【事業の必要性】 

 就学前教育、義務教育だけでなく、高等学

校までを通じて、教育のあり方を共有する

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 幼・保、小、中、高の連携強化を図り、児

童等の学力向上、運動能力向上及び教員の

資質向上を図る。 

 

○遠距離通学等補助事業 

【具体的な事業内容】 

 遠距離通学及び部活動等休日登校をする

児童又は生徒の保護者に対して支援を行

う。 

【事業の必要性】 

遠距離通学等が必要な児童生徒を対象に

スクールバスを運行する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 保護者の経済的負担を軽減することで、

義務教育の円滑な運営が図られる。 

 

○STEAM 教育推進事業 

【具体的な事業内容】 

小豆島中学校各学年を対象にドローンを

テーマとした PBL（課題解決型学習）を通年 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

幼保小中高の

連携による教

育の推進に取

り組む当該事

業における一

貫教育持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

 

スクールバス

を運行する当

該事業におけ

る教育環境の

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

他地域･他学校

と差別化を図

り、教育選択の

多様性を図る 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

８ 教育の 

振興 

（つづき） 

 

(4)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

義務教育 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業に組み込む。 

【事業の必要性】 

 他地域・他学校と差別化、教育選択の多様

化を図るために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

学生自らが事業を創造し、職業機会の創

出を目指す。 

 また、島で培った DX・ICT 技術の知見が

学生の未来を創り上げるとともに、優秀な

DX ノウハウが離島における様々な課題の解

決に寄与し、持続可能な島を目指す。 

 

〇ＩＣＴ教育等推進事業（ソフト事業分）

（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 GIGA スクール等ＩＣＴ教育を推進する。 

【事業の必要性】 

 情報技術を活かし、子どもたちの学びを

高める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 子どもたちの資質・能力の育成が図られ

る。 

 

○奨学資金貸与事業 

【具体的な事業内容】 

奨学資金と保健医療福祉関係職修学資金

の貸し付けを行う。 

【事業の必要性】 

 経済的に困窮しても、諦めず進学等をサ

ポートできる。 

【見込まれる事業効果等】 

意欲ある人材をサポートし、可能性を引

き出すことにつながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該事業にお

ける教育持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ教育を

推進する当該

事業における

次世代人材育

成の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

意欲ある人材

の修学を支援

する当該事業

における教育

環境の持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

８ 教育の 

振興 

（つづき） 

 

(4)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

高等学校 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

生涯学習・スポ

ーツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○男女共同参画推進事業 

【具体的な事業内容】 

 中・高を対象とした出前講座や、教育関係

者を対象とした研修を実施する。 

【事業の必要性】 

 男女共同参画社会を広く認識し、理解を

深める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 人権・同和教育を軸に、児童、生徒の発達

段階に応じて、男女平等と男女共同参画の

意識を醸成する視点に立つ。 

 

○内海福祉会館、苗羽公民館等耐震診断事

業 

【具体的な事業内容】 

未実施であった、内海福祉会館及び苗羽

公民館等の耐震診断を実施する。 

【事業の必要性】 

 新耐震導入以前の建物の耐震診断を必要

に応じて進めていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

計画的な点検・診断を行うことで、利用者

の安全を確保し、施設を長期的に活用でき

るよう取り組む。 

 

○内海Ｂ＆Ｇ海洋センタープール・体育館

再整備等事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

内海Ｂ＆Ｇ海洋センタープール・体育館

の再整備等を推進する。 

【事業の必要性】 

 老朽化の著しい施設の再整備等は必要で

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画

社会の実現を

目指す当該事

業における人

権教育持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

社会教育施設

等の耐震化を

図る当該事業

における防災

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

 

スポーツ施設

の再整備等を

図る当該事業

における健康

寿命持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

-251-



事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

８ 教育の 

振興 

（つづき） 

 

(4)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

生涯学習・スポ

ーツ 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

施設の再整備等により、地域の活性化が

図られるとともに、住民の健康増進・健康寿

命の延伸につながる。 

 

○内海体育館、中山体育館・勤労青少年ホー

ム除却事業 

【具体的な事業内容】 

内海体育館・中山体育館・勤労青少年ホー

ムを解体撤去する。 

【事業の必要性】 

 老朽化著しい施設の除却は必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

施設の除却により、周辺環境の再整備が

促進され、地域の活性化が図られる。 

 

○人権・同和教育等推進事業 

【具体的な事業内容】 

 あらゆる人権問題、同和問題等の教育を

推進する。 

【事業の必要性】 

 差別の解消に向けて必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

差別の解消が進み、誰もが自分らしく生

活できる社会を実現できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化した施

設の除却を行

う当該事業に

おける地域活

性化への効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

差別の解消を

目指す当該事

業における人

権教育持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

９ 集落 

の整備 

 

 

(1)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

集落整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公共施設除却事業（再掲） 

【具体的な事業内容】 

耐用年数を超え老朽化した公共施設の除

却を行う。 

【事業の必要性】 

 災害による倒壊等の被害をなくし、地域

の住環境保全のために必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 南海トラフ地震等による建物倒壊等の被

害をなくし、周辺住環境の保全及び跡地の

地域活性化利活用が期待できる。 

 

○自治会等振興補助金事業 

【具体的な事業内容】 

 自治会の自主性を促すため、多用途に活

用できる総合的な補助金を交付する。 

【事業の必要性】 

 自治会の運営存続に必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 持続可能な自治会運営を図り、活動の活

性化が期待できる。 

 

○集落支援員活用事業 

【具体的な事業内容】 

 公民館単位を中心に集落支援員を配置

し、地域コミュニティ活動の支援を行う。 

【事業の必要性】 

 コミュニティを担う地域の人材確保を進

める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 自治会活動等の活性化、不足するマンパ

ワーを補完出来る。 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

南海トラフ地

震等に備える

当該事業にお

ける防災持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

自治会等の活

動を支援する

当該事業にお

ける地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

地域の活動を

支援する当該

事業における

地域活性化へ

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

９ 集落 

の整備 

 

 

(1)過疎地域持 

続的発展特 

別事業 

（つづき） 

その他 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自治会集会所等整備事業（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 自治会集会所等の改修、備品購入や自治

会が設置する防犯カメラへの助成を行う。 

【事業の必要性】 

地域活動の活性化と地域の防犯に必要で

ある。 

【見込まれる事業効果等】 

集会所等が快適になることで、地域の団

体による活動活性化につながり、犯罪発生

の抑制により安全安心が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 自治会の拠点

整備を進める

当該事業にお

ける地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

10 地域文化 

の振興等 

 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

地域文化振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇文化財保存活用地域計画推進事業 

【具体的な事業内容】 

 「小豆島町文化財保存活用地域計画」に基

づき、「地域の宝物」の保存活用を推進する。 

【事業の必要性】 

 継続性や一貫性のある活動の推進に計画

等が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 文化財専門家や商工、観光、産業振興等

の各分野、地域との協働活動によって、適

切に「地域の宝物」の保存活用が図られ

る。 

 

〇地域文化を担う人材育成事業 

【具体的な事業内容】 

 文化の魅力を語り、保存・活用を担う人材

育成を実施する。 

【事業の必要性】 

 文化を活かした交流人口の拡大や次世代

への継承には担い手の育成が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 文化活動に住民が自ら参加し、担い手に

なることで郷土愛への醸成等が図られる。 

 

〇住民の手による文化活動推進事業 

【具体的な事業内容】 

 住民主体の文化活動、文化発表会等を実

施する。 

【事業の必要性】 

 住民の自発性、創造性を促す必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 住民が主体となって文化活動に取り組む

ことによって、文化への理解と活動の活発

化が期待できる。 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

文化協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財の保存・

活用を推進す

る当該事業に

おける地域文

化持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

 

 

文化活動の担

い手を育成す

る当該事業に

おける地域文

化持続的発展

の効果は将来

に及ぶもので

ある。 

 

 

 

文化活動を推

進する当該事

業における地

域文化持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

10 地域文化 

の振興等 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

地域文化振興 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇文化財周辺の環境整備事業（ソフト事業

分） 

【具体的な事業内容】 

 案内標識、パンフレット等を整備し、普及

啓発につなげる。 

【事業の必要性】 

 地域文化への興味や理解の促進等を図る

必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 情報発信による誘客、地域文化への愛着

等が拡大する。 

 

〇瀬戸内国際芸術祭等アートの推進（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 海と島の復権を目指した芸術祭等を開催

する。 

【事業の必要性】 

 アートや食等によって、地域産業の活性

化を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口・関係人口の拡大、地域産業の活

性化、地域の絆の形成など、持続可能な地域

づくりにつながる。 

 

〇三都半島アートプロジェクト 

【具体的な事業内容】 

 広島市立大学等との連携により、地域資

源を活かしたアートプロジェクトを展開す

る。 

【事業の必要性】 

 過疎化が進行する三都半島の活性化に向

けて、地域振興施策が必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 住民との協働制作やお接待等を通じて、 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財周辺環

境を整備する

当該事業にお

ける地域文化

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

アートや食等

による芸術祭

を行う当該事

業における産

業活性化、観光

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

過疎地のアー

トによる活性

化を図る当該

事業の地域活

性化への効果

は将来に及ぶ

ものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

10 地域文化 

の振興等 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

地域文化振興 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の連帯が高まるとともに、交流人口の

拡大等が期待される。 

 

〇石の魅力創造プロジェクト（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 日本遺産ブランドを活かし、石丁場等の

文化遺産を活用した歴史観光を推進する。

また、ジオパーク構想を進める。 

【事業の必要性】 

 石材産業が苦戦するなかで、歴史・文化の

魅力によって、石の再生を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口の拡大、産業の活性化、人材育

成、郷土愛の醸成が図られる。 

 

〇小豆島農村歌舞伎保存活用事業 

【具体的な事業内容】 

 農村歌舞伎の保存継承と魅力発信のた

め、中山自治会や中山農村歌舞伎保存会

と連携した取組みを推進する。 

【事業の必要性】 

 町内に唯一残された農村歌舞伎の魅力を

守っていく必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 交流人口の拡大、棚田等の活性化、文化へ

の愛着、地域の連帯等が高まる。 

 

〇瀬戸・高松広域連携中枢都市圏推進事業

（再掲） 

【具体的な事業内容】 

 連携協約に沿って、取組みを進める。 

【事業の必要性】 

 人口減少、少子高齢社会にあっても活力

ある社会経済を維持するための拠点を形成 

 

 

 

町 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域産業であ

る石の魅力を

高める当該事

業における地

域活性化への

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

農村歌舞伎を

保存・継承・活

用する当該事

業における地

域文化持続的

発展の効果は

将来に及ぶも

のである。 

 

 

 

 

地域間連携を

高める当該事

業の地域活性

化への効果は

将来に及ぶも

のである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

10 地域文化 

の振興等 

（つづき） 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

地域文化振興 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 連携中枢都市圏の生活関連機能のサービ

ス向上が期待できる。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

11 再生可能 

エネルギ 

ーの利用 

の推進 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

再生可能エネル

ギー利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地球温暖化対策実行計画等更新事業 

【具体的な事業内容】 

 社会情勢等の変化に対応するため、計画

の見直しやゼロカーボンシティの実現に向

けた検討を行う。 

【事業の必要性】 

 温室効果ガスの排出量削減に向けて、計

画的な取組みが必要である。 

【見込まれる事業効果等】 

 脱炭素社会への取組みが促進される。 

 

〇住宅用太陽光発電設備等設置補助事業 

【具体的な事業内容】 

 一般住宅の太陽光発電の普及を推進する

ため、助成制度を実施する。 

【事業の必要性】 

 再生可能エネルギーの利活用に向けて、

地域住民の意識向上と温室効果ガスの削減

を図る必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

地域住民が主体の脱炭素社会への取組み

が促進される。 

 

〇新たな再生可能エネルギー利活用施設導

入検討事業（ソフト事業分） 

【具体的な事業内容】 

 水力、水素、バイオマス等を用いた再生可

能エネルギー導入の可能性について検討を

進める。 

【事業の必要性】 

 多様な再生可能エネルギーの利活用を検

討する必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 脱炭素社会の実現に向けた調査・研究等 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

温室効果ガス

排出抑制を目

指す当該事業

における自然

環境持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

太陽光発電設

備導入を推進

する当該事業

における自然

環境持続的発

展の効果は将

来に及ぶもの

である。 

 

 

 

 

新たな再生可

能エネルギー

導入を目指す

当該事業にお

ける自然環境

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

11 再生可能 

エネルギ 

ーの利用 

の推進 

(2)過疎地域持

続的発展特

別事業 

再生可能エネル

ギー利用 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が促進される。   
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

12 その他地 

域の持続 

的発展に 

関し必要 

な事項 

 

(1)過疎地域持

続的発展特

別事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○温室効果ガス排出量低減事業 

【具体的な事業内容】 

 公共交通の利用促進、自転車・徒歩で移

動、森林と海の健全な維持、緑化活動の推

進、エコカーの導入等によって、温室効果ガ

スの排出量の低減を図る。 

【事業の必要性】 

 温室効果ガスの排出量削減に向けて、具

体的な取組みを進める必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 脱炭素社会の実現に向けた取組みが促進

され、自然環境の保全につながる。 

 

○循環型社会構築推進事業 

【具体的な事業内容】 

 リデュース、リサイクル、リユースを促進

し、ごみの削減につなげ、循環型社会の構築

を目指す。 

【事業の必要性】 

 限られた資源を有効に活用する仕組みを

つくる必要がある。 

【見込まれる事業効果等】 

 資源の有効活用によって、自然環境の保

全につながる。 

 

○環境学習推進事業 

【具体的な事業内容】 

 学校、地域において環境を考える学習会

等を開催する。 

【事業の必要性】 

 環境について考える機会を提供すること

で、家庭での省エネ対策やごみ減量化を促

す必要がある。 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス

排出量低減化

を目指す当該

事業における

自然環境持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 

 

 

 

 

 

循環型社会の

構築を目指す

当該事業にお

ける自然環境

持続的発展の

効果は将来に

及ぶものであ

る。 

 

 

 

 

環境学習の推

進を図る当該

事業における

自然環境持続

的発展の効果

は将来に及ぶ

ものである。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分一覧表 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業 

主体 

備 考 

12 その他地 

域の持続 

的発展に 

関し必要 

な事項 

（つづき） 

 

(1)過疎地域持

続的発展特

別事業 

（つづき） 

【見込まれる事業効果等】 

環境保全に携わる人材育成につながり、

地域で環境を意識した行動が期待される。 
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小豆島町過疎地域持続的発展計画 
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